
 

保 健 福 祉 委 員 会 資 料                               

令 和 ７ 年 2 月 2 1 日 

杉並保健所健康推進課 

杉並保健所保健予防課 

杉並保健所生活衛生課 
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杉並区健康医療計画の改定について 

 

 

 令和 6 年 12 月 3 日に「杉並区健康医療計画（以下「計画」という。）」の改定案を

公表し、区民等の意見提出手続を実施しました。その結果等を踏まえ、計画の一部

を修正の上、以下のとおり計画改定することとしましたので、報告します。 

 

１ 区民等の意見提出手続等の実施状況  

（１）実施期間  

令和 6 年 12 月 3 日（火）～令和 7 年 1 月 6 日（月）（35 日間） 

（２）公表方法  

①広報すぎなみ（令和 6 年 12 月 5 日臨時号）及び区公式ホームページ 

②文書による閲覧  

    （健康推進課、生活衛生課、保健予防課、各保健センター、区政資料室、区民事務

所、図書館、保健福祉部管理課、高齢者施策課、障害者施策課、国保年金課、在

宅医療・生活支援センター、子ども家庭部管理課、子ども家庭支援センター、子ども

センター、児童青少年センター、福祉事務所） 

（３）意見提出実績  

総数 17 件（個人 17 件、団体 0 件） 延べ 23 項目  

（窓口 4 件、電子メール 6 件、ホームページ 7 件） 

 

２ 提出された区民等の意見全文及び区の考え方等 

（１）区民等の意見全文及び区の考え方  

別紙１のとおり 

（２）改定案の修正一覧  

別紙２のとおり 

 

３ 改定後の計画 

別紙３「杉並区健康医療計画概要版」 

別紙４「杉並区健康医療計画」 

 

４ 今後のスケジュール（予定）  

  令和 7 年 2 月  保健福祉委員会へ報告  

3 月  広報すぎなみ・区公式ホームページにて公表  
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　　　杉並区健康医療計画改定案に対する区民等の意見全文及び区の考え方について

※枝番は、同一人から複数の意見があった場合に記載

mRNAやレプリコンワクチンの安全性への疑問が日増しに高まる中、国の言う通りにその手
のワクチンを推進するのは絶対にやめて頂きたい。これはがん予防にも関連する話と認識
している。

意見（全文） 区の考え方

飲料水に関してはpfasの問題があるので、水道水を飲もうなどというキャンペーンには乗ら
ないで頂きたい。また雨水を飲料水に使おうと言う話もネットで聞いたことがあるが、そう言
う話が来た際は、危険なのでやめて頂きたい。

長期的には、
・区の保健師または相談員の増加
・福祉サービスを充実
・精神の障害者手帳によるサービス、周知の充実
を、求めます。
個人的な意見ですが、発達障害や障害児のサービスは多くあるのに、気分障害に関した
サービスが極端に少ない気がします。
重い症状の場合、ひとりで生活できないことを念頭に置いて、家事や食事の補助が充実し
てくれることを望みます。

大学で研究と教育に携わっております。
疾患の早期発見につながると思われる連続測定が可能な血圧計の検討を台湾の会社と
組んで行なっております。
おそらく約１年後には、小型化されるかと思います。そして、スマホにアプリが入り、連動す
るように予定されています。心疾患の早期発見にかなり良い機器だと思います。
試せるイベント企画などありましたら、私達も参加させていただきたいです。宜しくお願い
致します。

※網掛けの部分は、計画に反映させた区民等意見

新型コロナウイルス感染症は今年度からは予防接種法に基づ
くB類疾病に位置づけられたため、昨年度まで適用されていた
区による予防接種の接種勧奨及び対象者に対する接種の努
力義務の規定はなくなりました。区としては、対象者が接種を
するかどうか、自らの意思で選択いただけるよう、ワクチンを接
種することによるメリット、デメリットについて引き続き丁寧に周
知してまいります。

区では、区内食品製造施設等への監視指導を実施し、添加
物の使用状況を確認するとともに、適正な使用について指導
しています。また、区内に流通している食品や農産物につい
て、添加物や残留農薬の検査を実施し、食品の安全確保を
図っています。
放射能については、小中学校・保育園等の給食食材等の放
射性物質の測定や空間放射線量率の測定を継続して実施し
ていきます。

精神障害に関する相談は、保健センター、障害者地域相談支
援センター、相談支援事業所等で実施しており、関係機関と
連携し支援に取り組んでおります。
今後も、精神疾患に関する相談窓口や福祉サービスを区広
報・区ホームページ及び関係機関の窓口などを活用し、わかり
やすい周知に努めます。

医療機関や地域の関係機関との連携の強化や障害福祉サー
ビスのわかりやすい周知に努めるなど、精神障害者の方がそ
れぞれの状況に応じたサービスが利用できるよう、引き続き支
援に努めてまいります。

食に関しては、栄養バランス等が重要なのに加えて、残留農薬や添加物などにも気を
使って頂きたい。放射能に関しては測定するような記述があったが、こちらはまだ緊急事
態宣言が解除されていないと聞いているので、引き続き、安全性を確保して頂きたい。合
わせて、汚染土等を使った土木工事などには絶対に賛成しないで頂きたい。

意見したいのは、「精神病に関する相談窓口や福祉サービスを充実させてほしい、知る機
会をもっと増やしてほしい」ということです。
もともと江東区に住んでおり、病気をきっかけに職場から近い便利な場所から、緑や公園
が多く、のんびりとした雰囲気の杉並区に惹かれ、引っ越しました。その際に、区による福
祉サービスが江東区より少ないと感じました。
精神病を患い、通院している方の多くは「自立支援医療制度」を申請すると思います。そ
の際に、保健センターの窓口にて、今後何かしら困りごとができた場合の相談窓口を教え
ていただいたり、受けられる福祉サービスのパンフレットなどを渡していただいたりするだ
けで、大分と周知できるのではと思います。実際に、私が働くことも家のことも自分のことも
できない時期に、夫に頼りきりのため、夫が仕事を休んで面倒を見てくれた際、経済的に
も精神的にも困ってしまったことがあります。もう限界がきてしまって、何とかならないか保
健センターに相談したところ、保健師さんとの面談に繋げてくれました。
そこから障害年金を申請・受給したり、訪問看護を受けたり、よりよい医療を受けるため転
院したりと、たくさんのサポートを受けながら実行していきました。
区の保健師さんにも人数に限りがあり、困っている人たちがみんな相談しに来たらパンクし
てしまうのも分かります。それでも、私は保健師さんに相談できなかったらもはや今生きて
いないかもしれないくらい、限界の状態でした。
精神病も様々で、同じ病気であっても人によって困り事も違うと思います。
3つの病院に通院しましたが、お医者さんから医療や福祉サービスを推薦、紹介してくれる
ことなどほぼありません。リワークくらいです。そして、病気で精神的に落ちてしまっている
場合、自分が受けられるサービスを調べられないし、仮にあるのだとしても医者が言ってく
るだろうと思い込んでいるため、なかなか自分にあったサービスを受けることはもちろん、
知る機会もありません。区の保健師さんに相談、支援してもらえることも、いろいろ限界が
来て駆け込んだ際に初めて知りました。
このことを踏まえて、まずは
・保健センターにて、相談窓口を積極的に紹介
・区のホームページにも、アクセスしやすい場所に相談窓口や福祉サービスを記載
・医療機関、区の掲示板にもチラシやパンフレットを設置
を、求めます。

2

PFOS及びPFOAについては、環境省が定める水質管理目標
設定項目の一つに位置付けられており、上水道を所管する東
京都水道局によって、給水栓（蛇口）で暫定目標値（合計
50ng/L）を下回るよう水質管理がされています。
区民生活においてはPFOS及びPFOAに限らず、飲用には適
切に水質管理された水道水を使用すべきと考えておりますの
で、適宜、情報提供に努めてまいります。

当該機器を行政として活用するためには、医薬品医療機器等
法に基づく医療機器として、許可・登録等がなされている必要
があります。医療機器として登録された場合には、様々な立場
の方からの助言等を踏まえつつ、健康づくりに向けた取組の
中で、試行を含めた活用が可能かどうか検討してまいります。

別紙１

1 
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区では、フレイル外来という診療科名を掲げている医療機関は
ございませんが、各保健センターでは健康に関する相談を受
け付けております。また、専門職が関わる「栄養満点サロン」
「足腰げんき教室」「糖尿病予防教室」を開催するなど、様々な
機会を通して区民の方の行動変容を促しています。今後もフ
レイルと言われた方が回復に向けて適切に行動できるよう、区
の様々な取組の周知に努めてまいります。

11

8

がん患者と家族への支援の充実で、ICTを使った相談支援をしてほしい。看病する家族の
健康を損ねないためにも相談支援の充実を希望します。3年間の取組を見ると、3年後でこ
れか、と思ってしまいます。看病をしている人が働いていると、在宅医療・生活支援セン
ターの業務時間に相談に行けないので、ICTが活用できる環境を早急に実現してほしい。

＜目標及び指標＞の日常生活における１日当たりの平均歩数（7000歩以上／日の割合）
について、65歳以上　男性　23.7％、女性　19.2％の令和9年度、令和12年度の目標は
「増やす」だが、具体的な目標は持っていないのか？現状値までの経緯は？

若年男性へのHPVワクチン接種を全額補助していただきたいです。
東京都内でも既に多くの市区町村が実施しており、23区に限っていえば実施していない
のは2024/12/1時点で中央区と杉並区のみとなりました。
長年の研究で「ワクチン接種と重篤な副作用については明確な関係性が認められない」
「接種は子宮頸がんの発症予防に多大な寄与があることが認められている」ことは周知の
通りです。
私達の世代は夫婦共に世論・マスコミによるバッシングにより接種の機会を失ってしまいま
した。
妻がHPVに感染、或いは私から妻に感染させることで子宮頸がんを発症するのでは無い
かという不安が常にあります。
自分の子どもに同じ思いを味合わせたくはありません。
しかし、現状のままでは自分の息子が同ワクチンを接種する際には高額な負担が発生す
るため、このような状況は是正していただきたいです。

また、「重度知的障害者の健康診断」についてですが、親が支えきれなくなりったり、個々
の障害の特性のため、医療機関にかかれず健康チェックが長期にわたり受けられなく困っ
ているご家庭があります。保健所や作業所等での健康診断を、知的障害者の希望者全員
が受けられるよう体制を整えて欲しいです。

かかりつけ医等で健康診断を受けることが困難な障害者の方
も一定数存在しているので、障害者施設入所者等に対する健
診を保健センターで実施しています。しかしながら、障害者の
方にとって、日頃の様子を把握しているかかりつけ医等で健康
診断を行うことが、必要時の治療への継続の観点も含め健康
管理上有益であることから、民間医療機関等で健康診断を受
けられる体制の構築も視野に入れ、関係部署と情報共有等の
調整を進めていきます。

5障害者の医療体制の整備「障害者が加齢により身近な医療機関に受診先を変更する際
に、地域の医療機関にスムーズに移行できるよう、訪問診療への移行に向けた支援や、か
かりつけ医が対応しやすい体制整備…」→グループホームに暮らす高齢知的障害者が腸
閉そくの入院後や、様々な手術後に一定期間「自宅療養期間」があるが、親は施設入所
であったり、知的グループホームでは支援体制が整えられず困るケースが増えています。
高齢知的障害者の退院体制のケア計画を医ケアコーディネーターが中心になって立て、
医療ケア短期入所のあるグループホームで一定期間、受け入れる体制を整えて下さい。
元気になったら元のグループホームへ戻り、そこで訪問医療等で体調を支えていって欲し
いです。

在宅医療・生活支援センターでは、相談内容を的確に把握す
るため、対面又は電話での相談を基本としていますが、ご意見
を踏まえ、今後、他自治体の取組なども参考にしながら、ICT
の活用について検討していきます。
なお、同センターにおいては、休日・夜間に相談を受けている
東京都がん相談支援センターや、チャットで相談を受けている
医療機関など、がんの相談先をまとめたリーフレットを作成して
おり、引き続き、適切な窓口を案内できるよう努めていきます。

計画については概ね賛成です。
今回、たばこに関する記載もあったため、投稿させて頂きました。
私には、小学校６年生の娘がおりますが、塾への通学にて西荻窪駅周辺を利用していま
す。特に夕方になると道路でたばこを吸う人が多くいます。
隣の吉祥寺駅や荻窪駅には、公衆喫煙所が設置されていますが、西荻窪駅にはありませ
ん。
たばこを吸う・吸わないに関しては、本人の意思だと思いますが、吸う人にはルールを守っ
て頂けるよう、最低限喫煙所は設置してもらいたいです。

喫煙ルールを遵守してもらうために、巡回指導の強化を図りま
す。
また、西荻窪駅周辺の公衆喫煙場所設置については、引き続
き適地を探して参ります。

男子に対するHPV任意予防接種費用助成を進めるべきである。23区の大半で何らかの事
業があるのに対して杉並区は何もしないのはおかしいのではないか。

健康づくりに取り組む団体の育成・支援について、健康づくりリーダーの会のほかにも健
康づくりに取り組む団体がどれくらいあり、区で今後どのような支援をしていく予定か。区で
できないような取組をやっているグループもあるので、そのような活動を支援しながら区民
の健康寿命を延ばしていくときに、お金の使い方、支援の仕方、補助の出し方を含めて、
もっと杉並区民が健康寿命を延ばせるような視点で支援してほしい。
補助の仕方工夫してほしい。他のグループとも連携してほしい。

現行の歩数アプリは、スマホのバージョンの制限があったり、別途必要な機能やアプリの
ダウンロードが必要となり、歩数が反映されないので、伝えておきたい。

アプリ導入の際に、より多くの方が利用できるよう努めてまいり
ます。ご意見を踏まえ記述を修正します。

男性へのHPVワクチン接種に係る費用助成について、令和７
年度に実施予定です。ご意見を踏まえ記述を修正します。

今回具体的な目標は掲げておりませんが、健康アプリ等の健
康づくりの取組で少しでも平均歩数１日7,000歩以上の方を増
やしていきたいと考えています。この目標・指標は今回新たに
設定したものであるため、目標値の設定が困難ですが、次回
の計画策定時には、本計画の評価や国や都のデータ、目標
値等を踏まえつつ、具体的な目標の設定について検討してま
いります。

現在、健康づくり自主グループは16団体、自主グループ活動
に参加している方は約3,000人おり、様々な取組を実施してお
ります。また、健康づくりリーダーの会のほかにも、優れた取組
を行う団体を表彰し、その活動を区の広報やHPで周知するな
ど、それらの健康づくり活動のさらなる展開や地域への広がり
に向け支援を行っております。引き続き、区民への周知を図っ
ていくとともに、ご意見を踏まえ記述を修正します。

「65歳からの身体能力測定会」でフレイルチェックをして、フレイルと言われた方が健康に
向けて改善するのにどうすればいいか。現状では運動、栄養、社会参加についてどうしよ
うかと自分で目標・計画を考え、また6か月後にその効果を測定しにいかないといけない。
先日、新聞で松本市立病院がフレイル外来をやっていると見た。そこでは個人の状態に
応じて改善を図るが、フレイルからの改善は、運動、栄養、社会参加のほかに、病気・疾患
の治療も大切、とのことで、専門医、理学療法士、看護師の指導により元気に回復してい
るとのこと。杉並区では、このようなフレイル外来はあるのでしょうか。なければ、フレイルと
いわれた際に気軽に相談できるところを作ってほしい。

高齢知的障害者の退院支援につきましては、ケアマネー
ジャー、医療機関、ご本人が利用するグループホーム、通所
事業所等が連携し支援に取り組んでおり今後もこの体制により
支援を実施していく考えです。
退院後に医療的ケアが必要となり直接利用中のグループホー
ムに戻ることが困難な場合につきましては、ケアが可能な施設
が必要になりますが、ご本人の病状をケアマネージャー等が
確認し、元のグループホームに戻る際には、訪問診療の導入
等を検討する支援に取り組んでおり、今後もこの体制により支
援を実施していく考えです。
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17 1

飲酒については、国の「健康に配慮した飲酒に関するガイドラ
イン」を踏まえ、適切な飲酒量・飲酒行動の普及啓発に努めて
まいります。また、喫煙についても、分煙化や受動喫煙などに
配慮しながら、適切な情報提供等に努めてまいります。

ご意見のとおり、心の病気は、外から見ても気がつかないこと
があり、本人が苦しんでいても周囲からはわかりにくいという特
徴があります。また、病気によって症状や気を付けることも異な
ります。
今後も、心の健康を保つための対応や精神疾患に対する理解
を図るため、広報・区ホームページなどを活用し、周知に努め
ます。

幅広い精神疾患を広報と教育する取り組みを入れて欲しい。

心の健康は見てなかなか分からず
当事者自身も何かおかしいと思うが調子が悪くなると自ら相談や調べて行動することがむ
ずかしい、身体の健康と同じような又それ以上の意識を持てるような広報、相談活動を取り
入れていく事の大切さを取り入れて欲しい。

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
以下の点についてご検討いただきたいと思います。
1． 行政時間外の緊急対応は身近な相談者である民生児童委員だけにも限界がある。
2． 民生委員・児童委員は福祉サービスへのつなぎ役が本来で、専門的な医療相談調整
窓口的な活動にはなれない。
3． 各行政機関ののりしろがかみ合わず、連携が取れない時の課題。
　このようなことが、「民生委員は大変だ」という風評、「なり手不足」にもなる。

ご意見のとおり、民生委員・児童委員は身近な相談役として、
地域と行政の橋渡しを担っていただいています。
時間外の相談で緊急対応が必要な場合は、区役所に電話し
ていただくと、内容に応じて所管の部署へ連絡し対応すること
としています。
今後、民生委員・児童委員から行政機関等に寄せられた相談
について、各行政機関や相談窓口が連携して対応できるよう、
日頃からの連絡調整を強化していきます。

各計画において、区民に対して強制的にならない、バランスの取れた計画になるようお願
いしたいです。特に、飲酒や喫煙に関しては、本人の意思かと。
一方で、マナーは守るべきと考えます。お酒で言うと、「酒は飲んでも飲まれるな」とあるよ
う、酔っぱらってお店や他人に迷惑をかけない。たばこで言うと、決められた場所で吸う。
そのための喫煙所はしっかりと区が整備すべきと考えます。

ご指摘のとおり、高齢者が仲間と集ったり、いきがい活動や健
康づくりをしたりする居場所（家庭や職場以外の第三の居場
所）の役割は大きいと考えます。このため、更なる高齢化の進
展を見据えつつ、コミュニティふらっと・ゆうゆう館の双方が、よ
り多くの高齢者にとって利用しやすい施設となるよう取り組んで
いきます。

（全文掲載を望まない方のご意見のため、概要を掲載しています。）
「在宅医療相談調整窓口」のパンフレットチラシには「安心できる在宅医療をサポート」「お
気軽にご相談ください。無料です」と記されており、個人的には同窓口が複雑化・複合化
した困難ケースに積極的に関わってほしいと思う。他区では、時間外でも複雑化・複合化
した困難ケースに対応する「緊急時バックアップセンター」を設置しているところもある。施
策４「地域医療体制の充実」の事業４「在宅医療体制の充実」には、「在宅医療相談調整
窓口」の文言だけでなく、実施する内容を掘り下げて記してほしい。

在宅医療相談調整窓口では、専門の相談員が区民等からの
相談に応じ、医療機関等の情報を提供するほか、在宅療養者
の一時的な入院に関して医療機関との調整等を行っているた
め、医療機関との調整が可能な平日の日中を開設時間として
います。ご意見を踏まえ、窓口の具体的な活動内容を計画に
記載します。
また、同窓口は、複雑化・複合化した困難ケースの相談を専門
的に受ける窓口ではありませんが、相談内容が在宅医療を含
めた複数の生活課題を抱えている場合等は、関係機関と連携
しながら対応することとしており、引き続き、相談者に寄り添っ
た丁寧な対応に努めていきます。
なお、ご意見にある世田谷区緊急時バックアップセンターにつ
いては、障害者の突発的な緊急事態に24時間対応するもので
あり、区では、障害者（児）の介護者が急な病気や事故、葬祭
などの緊急事態によって介護ができなくなった場合に、24時間
対応で一時的な短期入所を提供する「24時間安心サポート事
業」を実施しているところです。
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厚生労働省はオンライン診療のガイドラインとして、「オンライン
診療の適切な実施に関する指針等の関連ルール」を作成して
います。また、令和6年4月には、診療日や診療科目といった
一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治療内容、提供して
いるサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関・薬局
を検索することのできるシステムである「医療情報ネット（ナビ
イ）」が開設され、オンライン診療を実施している医療機関を検
索することができるようになりました。
区は、こういった情報が必要な方に届くよう努めていくととも
に、健康に関することを何でも相談することができ、必要な時
は専門の医師・医療機関を紹介してくれるかかりつけ医の定
着を目指し、引き続き区ホームページ等で周知してまいりま
す。

P91の地域医療連携の推進について、徒歩圏内の近所に小児科のある診療所がなくなっ
て久しいです。
少子化の影響が大きいと思いますが、子育て世代にとってはかかりつけ医を持つことも困
難な状態ではないかと思います。
もし信頼できるオンライン診療にアクセスできれば、そうした不安も軽減できるのではない
でしょうか。
杉並区だけでなく、東京都とも連携して、小児科だけでなく内科や耳鼻科など地域に専門
医が少なくてもカバーできるオンライン診療へのアクセスの整備も地域医療連携の推進に
含めてもらえればと切に願います。
またオンライン診療でできること、できないことのガイドラインも合わせて作成し、オンライン
診療で対応出来ない場合や近くに専門医がない場合どのようにアクセスしたりかかりつけ
医を見つければ良いのかのアドバイスもあれば良いと思いました。
以上よろしくお願いいたします。

かかりつけ医、かかりつけ薬剤師の取り組みはとても重要と思います。特にポリファーマ
シーを避ける、区民のヘルスリテラシーを高めるためにもかかりつけ薬剤師の存在は重要
と思いますが、その取り組みが十分とは思えません。区民を対象とした講演会など直接ア
ピールする活動を望みます。
今後の日本の人口は減少傾向にあり2040年以降高齢者の割合が急増。この中で東京都
だけは人口が増え、医療機関の逼迫が心配されています。その中で東京都医師会からも
セルフメディケーションの活用が叫ばれておりますが、そのためにも区民のヘルスリテラ
シーを高めることが重要と思います。杉並健康サイトのスタッフに薬剤師を加えるなど、薬
の専門家である薬剤師を活用し、ヘルスリテラシーを高めて正しいセルフメディケーション
の推進につなげる。そのような活動を切望します。

かかりつけ医・かかりつけの歯医者等を持つことの大切さにつ
いては、医師会主催の「区民フォーラム」や歯科医師会等と協
働事業である「よい歯健口フェスティバル」等でのイベントや講
演を通じて周知に努めております。また、区内医療機関の薬
剤師等にご協力いただき、生活習慣病予防に関する動画等を
作成し、すぎなみ健康チャンネルにて配信しております。今後
も薬剤師等、様々な専門職を活用し、区民のセルフリテラシー
の向上や正しいセルフメディケーションの推進を図ってまいり
ます。

区民に身近な施策を推進する保健福祉の幅広さと課題の多さに改めて感じ入りました。
健康づくりとあらゆる問題を包含する部署の施策すごいです。
自分が高齢者ですからそこに絞って。
この中で、現状の健康寿命の数字が平均寿命ではないかと思いましたが
いかがでしょうか。認識が違っていたなら杉並の健康寿命はすごいです。特に高齢者施策
に限って言えば、健康に過ごせ、社会活動にも参加できるようにとなれば高齢者の施設
が、コミフラに縮小されていますが専用施設が（いつでも行ける場所、そこで相談もできる
など）必要ではないかと思います。コミフラでのゆうゆう館的な活動も意義あると思います
が、安心してだれでも行ける場所があれば孤立化が防げるかもしれません。
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１　改定案の修正状況

区民等意見
の項目数

区民等意見
による修正

その他の
修正

計

23 4 28 32

23 4 28 32

２　改定案の修正一覧

　次ページ以降のとおり

（区民等意見による修正は網掛けで記載。「頁」欄の記載の数は、別紙４の計画における該
当ページ）

杉並区健康医療計画改定案の修正一覧について

計

改定案名称

杉並区健康医療計画

別紙２

1



(1)杉並区健康医療計画修正一覧
※網掛けの部分は、区民等意見による修正

No 頁 章 項目 改定案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 31 第３章

施策１の【１】
区民と進める健
康づくりの推進
（1）健康づくり
の総合的な推進
3年間の取組

また、現行の歩数アプリを見
直し、歩数・検（健）診の受
診・各種健康イベント参加な
どに応じたポイントを付与す
るほか、健康情報の配信な
ど、総合的な健康アプリを導
入します。

また、現行の歩数アプリを見
直し、歩数・検（健）診の受
診・各種健康イベント参加な
どに応じたポイントを付与す
るほか、健康情報の配信な
ど、多くの方が利用できる総
合的な健康アプリを導入しま
す。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、追加記載
【意見番号8-2】

2 34 第３章

施策１の【１】
区民と進める健
康づくりの推進
（5）健康づくり
に取り組む団体
の育成・支援　3
年間の取組

健康づくりリーダーの会で
は、積極的に健康づくりに関
してリーダーが個々に活動し
て、区民の健康づくりに寄与
する活動を行っており、区で
は引き続き支援を行っていき
ます。

健康づくりリーダーの会で
は、積極的に健康づくりに関
してリーダーが個々に活動し
て、区民の健康づくりに寄与
する活動や区民の健康寿命を
延ばせるような活動を行って
おり、区では引き続き支援を
行っていきます。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、追加記載
【意見番号6】

3 37 第３章

施策１の【２】
健康づくりを支
援する社会環境
の整備と質の向
上（2）自然に健
康になれるまち
づくり　概要

地域懇談会等での区民の意見
を取り入れながら、まちづく
り推進を実施するとともに、
気軽に健康づくりに取り組め
るよう公園の健康遊具の活用
推進に取り組みます。
「杉並区産MaaSシステム
※」の活用、～略～

「誰でも、気軽に、使いやす
く」というユニバーサルデザ
インの考え方に基づくまちづ
くりを総合的に推進します。
また、気軽に健康づくりに取
り組めるよう公園の健康遊具
の活用推進に取り組みます。
杉並区産MaaSシステム※
「ちかくも」の活用、～略～

適切な記述に修正

4 37 第３章

施策１の【２】
健康づくりを支
援する社会環境
の整備と質の向
上（2）自然に健
康になれるまち
づくり　3年間の
取組

ユニバーサルデザインのまち
づくりが進められ、誰もが気
軽に出かけることができる、
暮らしやすく快適で魅力ある
まちづくりを進めていきま
す。また、各地域の特色に
あった、まちの魅力をさらに
高め、区民・事業者・行政が
共有する、「まちづくり方
針」の策定に向けて取り組み
を進めるとともに、整備計画
を推進します。

「人生100年時代」の健康長
寿社会に向け、子供や若者を
含め、地域を超えて生涯を通
じた健康づくりを進めるた
め、誰もが健康に外出した
り、まちをストレスなく移動
することができるようユニ
バーサルデザインのまちづく
りを進めます。

適切な記述に修正

5 39 第３章

施策１の【３】
食育活動の推進
（1）食育の普及
啓発　目標及び
指標

主食・主菜・副菜をそろえて
食べる者の割合
目標
令和9年度(2027)　55.0％
令和12年度（2030)　60.0%

主食・主菜・副菜をそろえて
食べる者の割合
目標
令和9年度(2027)　70.0％
令和12年度（2030)　80.0%

誤記による修正
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No 頁 章 項目 改定案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

6 42 第３章

施策１の【４】
生活習慣病予防
対策の推進（1）
区民健康診査の
実施　3年間の取
組

③ 成人等健康診査
成人等健康診査を実施しま
す。

③ 成人等健康診査
成人等健康診査を実施しま
す。また、30歳代の成人等健
康診査のうち杉並区国民健康
保険加入者に対し受診勧奨を
行うとともに、医療保険に加
入していない生活保護受給者
等に対する受診勧奨を福祉事
務所と連携して実施していき
ます。

適切な記述に修正

7 44 第３章

施策１の【４】
生活習慣病予防
対策の推進（4）
生活習慣病予防
の普及啓発　目
標及び指標

喫煙による健康影響として
COPDを知っている者の割合
現状値
39.4％
（令和4年度）

喫煙による健康影響として
COPDを知っている者の割合
現状値
39.4％
（令和5年度）

誤記による修正

8 48 第３章

施策１の【５】
心の健康づくり
の推進（4）うつ
病対策の推進
注釈

※ ゆりかご面接：妊娠期か
ら保健師等の専門職が関わ
り、一緒に育児プランを作成
する事業

※ ゆりかご面接：妊娠期か
ら保健師等の専門職が関わ
り、一緒にセルフプランを作
成する事業

適切な記述に修正

9 52 第３章

施策２ 出産・子育てに関する不安を
軽減するとともに、産前・産
後の支援を図り、母子保健を
含む、健康づくり支援の充実
を図ります。

出産・子育てに関する不安を
軽減するとともに、産前・産
後の支援を図り、妊娠期から
母子の健康づくりを引き続き
推進していきます。

適切な記述に修正

10 53 第３章

施策２の現状と
課題

生涯にわたる健康の基礎を作
るため、母子保健事業におけ
る保健指導や学校における健
康教育等を通じて、体力の基
礎と案る基本的生活習慣の改
善・定着や心の健康づくりを
進めていくことが重要です。
また、胎児期からの健康づく
りを進めるために、地域で安
心して妊娠・出産・育児をす
ることができるよう、出産・
子育て相談支援事業（ゆりか
ご事業）を通して、妊産期か
ら保健師等の専門職がかかわ
り、ゆりかご面接や産後ケア
事業、すこやか赤ちゃん訪問
などを行い、母子保健を含む
健康づくりの支援の充実を図
ります。

生涯にわたる健康の基礎を作
るため、保健指導や学校にお
ける健康教育等を通じて、体
力の基盤となる基本的生活習
慣の改善・定着や心の健康づ
くりを進めていくことが重要
です。また、胎児期からの健
康づくりを進めるために、妊
娠期から保健師等の専門職が
関わり、母子保健を含む、健
康づくりの支援の充実を図り
ます。

適切な記述に修正

11 54 第３章

施策２
成果指標の現状
と目標値

今後もこの地域で子育てをし
たいと思う親の割合【乳幼児
健康診査時アンケート】
現状値
95.1

今後もこの地域で子育てをし
たいと思う親の割合【乳幼児
健康診査時アンケート】
現状値
97.1

誤記による修正
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No 頁 章 項目 改定案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

12 54 第３章

施策２の成果指
標の現状と目標
値　指標名

(3)地域活動・ボランティア
活動・働いている高齢者の割
合【区民意向調査】
現状値
47.0％
《5年度》

(3)地域活動・ボランティア
活動・働いている高齢者の割
合【区民意向調査】
現状値
50.1％
《5年度》

誤記による修正

13 56 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進
事業の方向性

出産・子育て相談支援事業
（ゆりかご事業）を通して、
妊産期から保健師等の専門職
がかかわり、～略～

妊娠期から保健師等の専門職
が関わり、～略～

適切な記述に修正

14 56 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（1）
安心して妊娠・
出産できる環境
づくりに対する
支援　概要

妊娠を望む夫婦が望む時期に
安心して妊娠・出産ができる
ように、相談体制及び財政的
支援を実施します。

妊娠を望む夫婦等が望む時期
に安心して妊娠・出産ができ
るように、相談体制及び財政
的支援を実施します。

適切な記述に修正

15 57 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（1）
安心して妊娠・
出産できる環境
づくりに対する
支援　3年間の取
組

② 不妊相談等の実施
妊娠を望む夫婦や不妊に悩む
夫婦が気軽に利用できる講
座・専門相談等を行い、不妊
に対する正しい知識の普及啓
発と不安軽減を図ります。

② 不妊相談等の実施
妊娠を望む夫婦等や不妊に悩
む夫婦等が気軽に利用できる
講座・専門相談等を行い、不
妊に対する正しい知識の普及
啓発と不安軽減を図ります。

適切な記述に修正

16 57 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
概要

妊娠期から保健師等の専門職
がかかわり、一緒にセルフプ
ランを作成するゆりかご面接
や、産後の身体的回復と心理
的な安定を促進する産後ケア
事業等の出産・子育て相談支
援事業（ゆりかご事業）を行
い、母子保健を含む、健康づ
くりの支援の充実を図りま
す。

妊娠期から保健師等の専門職
が関わり、⼀緒にセルフプラ
ンを作成するゆりかご面接
や、産後の身体的回復と心理
的な安定を促進する産後ケア
事業、生後4 か月までの乳児
のいる全家庭を訪問するすこ
やか赤ちゃん訪問などの産
前・産後の支援と経済的支援
を合わせて行い、妊娠期から
子育て期の切れ目のない伴走
型相談支援の充実を図りま
す。

適切な記述に修正

17 57 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

妊娠・出産後の健康な生活に
向けた正しい知識の普及や、
保健師等の専門職による相
談・支援等を行い、安心して
妊娠・出産できる環境整備を
推進します。また、出産後は
保護者が健康で安心して子育
てができ、乳幼児が健やかに
成長できるよう、母子保健
サービスを含む、健康づくり
の支援を総合的に推進しま
す。

妊娠・出産後の心身の健康な
生活に向けた正しい知識の普
及や、保健師等の専門職によ
る相談・支援等を行い、安心
して妊娠・出産できる環境整
備を推進します。また、出産
後は保護者が健康で安心して
子育てができ、乳幼児が健や
かに成長できるよう、妊娠期
から切れ目のない母子保健
サービスと子育て支援サービ
スを総合的に推進します。

適切な記述に修正
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No 頁 章 項目 改定案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

18 57 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

① ゆりかご面接の実施
その後の育児までも見通した
セルフプランを作成する「ゆ
りかご面接」
～略～
面接後には、妊娠期から 利
用できる「子育て応援券（ゆ
りかご券 」 を交付します。

① ゆりかご面接の実施
その後の育児までも見通した
セルフプラン（ゆりかごプラ
ン）を作成する「ゆりかご面
接」
～略～
面接後には、妊娠期から利用
できる「子育て応援券（ゆり
かご券）」を交付するととも
に、経済的支援として妊婦支
援給付金を支給します。

適切な記述に修正

19 57 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

③妊産婦健康診査の実施
妊婦健康診査のほか、妊婦歯
科健康診査、産婦健康診査を
実施し、安全・安心に妊娠か
ら出産後まで過ごせるよう支
援の充実を図ります。

③妊産婦健康診査の実施
妊婦健康診査のほか、妊婦歯
科健康診査、産婦健康診査を
実施し、安全・安心に妊娠か
ら出産後まで過ごせるよう支
援の充実を図ります。また、
低所得等の妊婦に対する初回
産科受診に要する費用の助成
により、経済的な負担を軽減
することで、妊娠早期の段階
から妊婦に寄り添い、必要な
支援につなげる取組を充実さ
せます。

適切な記述に修正

20 58 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

⑤ 新生児聴覚検査
新生児聴覚検査の費用の一部
助成を実施します。聴覚の異
常を早期に発見し、言葉の発
達などへの影響を最小限に抑
えられるよう、適切な治療や
支援につなげます。

記載追加

21 58 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

⑤ すこやか赤ちゃん訪問の
実施

⑥ すこやか赤ちゃん訪問の
実施

適切な記述に修正

22 58 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

⑤ 訪問育児サポーター事業
の実施

⑦ 訪問育児サポーター事業
の実施

適切な記述に修正

23 58 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

⑦ あそびのグループ事業の
実施
これらの活動を通じて保護者
の子どもへの関わり等につい
て助言を行うとともに、幼稚
園や療育機関等への円滑な通
所に向けた支援を図ります。

⑧ あそびのグループ事業の
実施
これらの活動を通じて保護者
の子どもへの関わり等につい
て助言を行うとともに、療育
機関等への円滑な通所に向け
た支援を図ります。

適切な記述に修正

5



No 頁 章 項目 改定案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

24 58 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

⑧ 乳幼児健康診査等の実施
乳幼児の病気や身体発育・精
神障害の問題等を早期発見・
早期対応し、
～略～
保護者の育児不安を軽減でき
るよう適切な保健指導や必要
な育児支援を行います。

⑨ 乳幼児健康診査等の実施
乳幼児の病気や身体発育・精
神発達の問題等を早期発見・
早期対応し、
～略～
保護者の育児不安を軽減でき
るよう適切な保健指導や必要
な育児支援を行います。
また、歯と口腔の健康づくり
を進めるため、乳幼児歯科相
談及び1歳6か月児、3歳児に
おける歯科健康診査を実施し
ます。

適切な記述に修正

25 58 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

⑨ 育児相談・離乳食講習会
等の実施

⑩ 育児相談・離乳食講習会
等の実施

適切な記述に修正

26 58 第３章

施策２の【１】
子どもの健康づ
くりの推進（2）
母子保健の充実
3年間の取組

⑩ 多胎児家庭支援事業の実
施

⑪ 多胎児家庭支援事業の実
施

適切な記述に修正

27 64 第３章

施策２の【２】
成人期における
健康づくりの推
進（1）職域との
連携推進・働く
人への健康支援
目標及び指標

生活習慣病予防が認知症予防
につながることを知っている
者の割合
現状値
63.0％
（令和6年度）

生活習慣病予防が認知症予防
につながることを知っている
者の割合
現状値
66.1％
（令和6年度）

誤記による修正

28 79 第３章

施策３の成果指
標の現状と目標
値

(1)がんの75歳未満年齢調整
死亡率
目標値
9年度（2027）男60.5
9年度（2027）女51.1
12年度（2030）男55.0

(1)がんの75歳未満年齢調整
死亡率
目標値
9年度（2027）男65.1
9年度（2027）女50.4
12年度（2030）男57.4

誤記による修正

29 81 第３章

施策３の【１】
がんの一次予防
の推進（2）がん
の原因となるウ
イルス等への感
染対策の推進
概要

また、子宮頸がんの原因と考
えられているヒトパピローマ
ウイルス（ＨＰＶ）感染症の
予防等として、ＨＰＶワクチ
ン接種の勧奨と接種の効果や
副反応などの情報提供を適切
に行います。

また、子宮頸がんの原因と考
えられているヒトパピローマ
ウイルス（ＨＰＶ）感染症の
予防等として、男性について
もＨＰＶワクチン接種の機会
を確保し、接種の効果や副反
応などの情報提供を適切に行
います。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、追加記載
【意見番号4・5】

6



No 頁 章 項目 改定案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

30 93 第３章

施策４の【２】
救急医療体制の
充実（2）急病診
療体制の確保　3
年間の取組

病院・診療所の休診日等に対
応しながら、医師会、関係病
院と協議し、急病診療事業の
充実や小児病床確保による小
児救急医療体制の充実につい
て検討します。

病院・診療所の休診日等に対
応しながら、医師会、関係病
院と協議し、急病診療事業の
充実を図ります。また、区内
の都指定二次救急医療機関
（小児科）に対し、日中・夜
間の救急診療、及び地域の医
療機関からの紹介受診に専門
的に対応するために必要な医
師の確保を目的とした支援を
行うことにより、小児救急医
療体制を維持・確保します。

適切な記述に修正

31 97 第３章

施策４の【４】
在宅医療体制の
充実（1）在宅療
養者への支援の
充実　3年間の取
組

　在宅医療に関する相談を
「在宅医療相談調整窓口」に
おいて受け付けるほか、在宅
医療を実施している医療機関
等の情報を「在宅療養ブッ
ク」などを通じて周知しま
す。
　また、在宅療養者の一時的
な受け入れを行っている後方
支援病床の協力病院等と連携
して、在宅医療の関係者に後
方支援病床の周知を図りま
す。

「在宅医療相談調整窓口」に
おいて、専門の相談員が区民
等から在宅医療に関する相談
を受け付けた上で、相談内容
に応じて在宅医療を実施して
いる医療機関等の情報を提供
するほか、在宅療養者の一時
的な入院に関して医療機関と
の調整を行うなど、関係機関
と連携しながら在宅療養者を
支援します。
　また、在宅医療を実施して
いる医療機関等の情報を「在
宅療養ブック」などを通じて
区民等に広く周知するととも
に、在宅療養者の一時的な受
け入れを行っている後方支援
病床の協力医療機関等と連携
して、在宅医療の関係者に後
方支援病床の周知を図りま
す。

区民等の意見提出手続による
意見を踏まえ、追加記載
【意見番号15-2】

32 105 第３章

施策５の【２】
感染症対策の推
進（2）感染症予
防計画の施策推
進　概要

また、令和6（2024）年度に
医療関係機関と締結した連携
協定に基づき、連携を強化し
ます。

また、令和6（2024）年度に
東京都と医療関係機関が締結
した連携協定に基づき、連携
を強化します。

適切な記述に修正
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杉並区健康医療計画 概要版【令和7（2025）年度～令和9（2027）年度】

1 計画改定の基本的事項【第１章・第２章】

≪計画の位置付け≫

・杉並区保健福祉計画を構成する健康医療分野の計画として、以下の４計画を包含して
令和5（2023）年度から令和9（2027）年度を計画期間として策定。

≪施行及び期間≫

＜施策１＞いきいきと住み続けることができる健康づくり 主な取組

事業１ 区民と進める健康づくりの推進 ＜６項目＞

事業２ 健康づくりを支援する社会環境の整備と質の向上 ＜４項目＞

事業３ 食育活動の推進 ＜４項目＞

事業４ 生活習慣病予防対策の推進 ＜５項目＞

事業５ 心の健康づくりの推進 ＜５項目＞

事業６ 難病・アレルギー対策の推進 ＜２項目＞

子どもから
高齢期まで、
健康づくり
の支援をし
ていきます。

健康寿命の延伸を
図ります。

２ 施策別の計画内容【第３章】

杉並区健康医療計画

包含する
計画名

健康増進計画 食育推進計画 がん対策推進計画 自殺対策計画

根拠法令 健康増進法 食育基本法 がん対策基本法 自殺対策基本法

趣旨

国の基本方針及び都
計画に即した、住民
の健康増進施策に関
する計画

国の基本方針及び都
計画に即した、食育
の推進施策に関する
計画

国の推進基本計画に
即した、がん対策の
推進施策に関する計
画

国の大綱及び都計画
に即した、地域事業
を勘案した自殺対策
に関する計画

・今般、令和6（2024）年度を始期とする国の健康
日本21（第三次）及び東京都健康推進プラン21
（第三次）を受けて、杉並区健康医療計画を改定し
ます。また、「誰もが生涯にわたり、健やかで心豊
かに暮らすことができる持続可能な社会」を目指す
ため、具体的な方向として、以下の４点から取組を
実施します。

≪改定の経緯と方向性≫

・令和7年4月1日施行
・令和7（2025）年度～令
和9（2027）年度までの3年
間。なお、今後の社会情勢
の変化等に柔軟・的確な対
応を図るため、必要に応じ
て、適時見直します。

具体的な方向性

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

➁ 個人の行動と健康状態の改善

③ 社会環境の質の向上

④ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

＜施策２＞ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの推進 主な取組

事業１ 子どもの健康づくりの推進 ＜７項目＞

事業２ 成人期における健康づくりの推進 ＜６項目＞

事業３ 高齢期における健康づくりの推進 ＜６項目＞

事業４ 女性の健康づくりの推進 ＜５項目＞

＜施策３＞がん対策の推進 主な取組

事業１ がんの一次予防の推進 ＜４項目＞

事業２ がん検診の推進 ＜３項目＞

事業３ がん患者と家族への支援の充実 ＜３項目＞

＜施策４＞地域医療体制の充実 主な取組

事業１ 地域医療連携の推進とかかりつけ医等の定着 ＜４項目＞

事業２ 救急医療体制の充実 ＜２項目＞

事業３ 災害時保健医療体制の充実 ＜５項目＞

事業４ 在宅医療体制の充実 ＜３項目＞

事業５ 障害者の地域医療体制の整備 ＜３項目＞

＜施策５＞健康危機管理の推進と安全な環境衛生の確保 主な取組

事業１ 健康危機管理体制の強化 ＜３項目＞

事業２ 感染症対策の推進 ＜４項目＞

事業３ 食の安全対策の推進 ＜４項目＞

事業４ 環境衛生の確保 ＜３項目＞

事業５ 医薬品等の安全確保 ＜３項目＞

事業６ 試験検査による安全確保 ＜４項目＞

事業７ 動物と共生できる地域社会づくりの推進 ＜５項目＞

・国の自殺総合対策大綱及び東京都の自殺対策推進計画に基づき、区の自殺対策について、
自殺死亡率・自殺対策に関心がある人の割合・ゲートキーパー養成者数を数値・成果目標と
して設定。

≪改定のポイント≫

健康づくりに関する新たな重点取組 主な取組

① ヘルスリテラシーの向上 健康づくりに関する様々な情報の発信

➁ 成人期の健康づくりの推進
インセンティブを活用した健康アプリ
の実施

③ 女性の健康づくりの推進 女性の健康相談窓口の拡大

・国や東京都の計画において「ライフコースアプローチ」※1の考え方
が示されたことから、これを踏まえた健康づくりの取組を区の新たな視
点として、以下の３点を重点取組として、計画改定を実施します。

※１ ライフコースアプローチ：胎児期から高齢期までの一個人の生涯における様々な段階において、健康増進
についてのニーズを的確に捉え、必要な支援を行うこと。

３ 自殺対策計画（第２次）【第４章】

２ 施策別の計画内容【第３章】

充実

充実

別紙３
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第１章 

総論 



2 

 

 

○ 杉並区では、令和5（2023）年度に「杉並区健康医療計画（令和5(2023)年度

～9(2027)年度）」を策定しました。その後、令和6（2024）年度を始期とす

る国の「健康日本21（第三次）」及び「東京都健康推進プラン21（第三次）」

が策定されたことから、現時点での計画の目標達成状況を踏まえつつ必要な

見直しを図るため、令和7（2025）年度を始期とした3か年の計画として改定

することとしました。 

○ 今回の計画改定のポイントとして、国の「健康日本 21（第三次）」と「東京

都健康推進プラン 21（第三次）」において、「ライフコースアプローチ※1」の

考え方が示されたことから、これを踏まえた健康づくりの取組を区の新たな

視点として加えました。これまでもライフステージ※2に応じた健康づくりの

取組を進めてきましたが、社会がより多様化することや、「人生 100 年時

代」が本格的に到来することを踏まえ、各ライフステージに特有の健康づく

りについて引き続き取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
※1 ライフコースアプローチ：胎児期から高齢期までの一個人の生涯における様々な段階において、健康増進についてのニー

ズを的確に捉え、必要な支援を行うこと 

※2 ライフステージ：乳児期、幼児期、児童期、青年期、壮年期、老齢期など、人が生まれてから亡くなるまでの生活環境の

段階のこと 

１ 杉並区健康医療計画改定の趣旨等 
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２ 包含する計画 

 

○ 本計画は、区の健康医療施策を総合的かつ計画的に展開していくための基本

的な方向性と取組を示すとともに、健康増進計画、食育推進計画、がん対策

推進計画、自殺対策計画を包含しています。なお、個々の計画の主な取組に

ついては、健康増進計画及び食育推進計画は、施策 1 の「いきいきと住み続

けることができる健康づくり」と施策 2 の「ライフコースアプローチを踏ま

えた健康づくりの推進」の中に、がん対策推進計画は、施策 3 の「がん対策

の推進」の中に掲げています。 

○ 包含する計画のうち、自殺対策計画については、区はこれまで、自殺対策基

本法第 13 条に基づく市町村自殺対策計画として杉並区自殺対策計画を令和

元（2019）年度に策定し、総合的に自殺対策を推進してきました。誰もが自

殺に追い込まれることなく安心して生きていくためには、精神保健的な視点

だけでなく、社会的な視点を加えて包括的な支援を行うことが必要であり、

保健、医療、福祉、教育、労働等の様々な分野が、自殺対策に関する認識を共

有するとともに 、分野の枠を超えて密接に連携し、取組を広げていくことが

不可欠です。このため、計画の継続性及び分野横断的な取組の必要性の観点

から、改定後の計画においても、独立した章として定めることとし、社会情

勢の変化や自殺総合対策大綱※3における重点施策等も考慮しながら、個々の

ニーズに合わせた対策を、より一層推進していきます。 

 

■計画名と根拠法令 

杉並区健康医療計画 

包含する 

計 画 名 

健康増進計画 食育推進計画 がん対策推進計

画 

自殺対策計画 

根拠法令 健康増進法 食育基本法 がん対策基本法 自殺対策基本法 

趣 旨 国の基本方針及

び都の健康増進

計画を勘案し

た、住民の健康

の増進の推進に

関する施策につ

いての計画 

国の基本計画

及び都の食育

推進計画を基

本とした、区

内における食

育の推進に関

する施策につ

いての計画 

国のがん対策推

進基本計画を基

本としたがん対

策の推進に関す

る計画 

国の自殺総合対

策大綱及び都の

自殺対策計画並

びに地域の事情

を勘案した、区

内における自殺

対策についての

計画 

 

○ さらに、杉並区健康づくり推進条例※4の規定に基づき設定及び公表すること

としている「達成すべき目標及び指標」を第 3 章計画内容と併せて掲載して

います。 

                            
※3 自殺総合対策大綱：自殺対策基本法に基づき、国が推進すべき自殺対策の指針として定めたもの 

※4 杉並区健康づくり推進条例：健康づくりに関する基本理念を定め、区民、事業者、関係団体及び区のそれぞれの役割や責

務を明らかにするとともに、目標・指標の設定及び杉並区健康づくり推進協議会の設置等について規定した条例 
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３ 計画期間 

 

○ 計画期間は、令和 7（2025）年度から令和 9（2027）年度までの 3 年間とし

ます。 

○ なお、上位計画である杉並区総合計画・杉並区実行計画等の改定や国・東京

都における関連した諸計画の改定の動向など社会情勢の変化に合わせ、必要

な見直しを行います。 

 

■計画期間（上位計画との関係） 

 

令和 5 年度 

(2023) 

令和 6 年度 

(2024) 

令和 7 年度 

(2025) 

令和 8 年度 

(2026) 

令和 9 年度 

(2027) 

     

  

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の推進に当たって 

 

○ 区は、本計画に定めた健康医療施策の総合的かつ計画的な取組について着実

に遂行し、計画として有効に機能させるためには、各施策の実施状況や達成

度を確認し、必要に応じて取組の見直しを行っていくことが必要です。  

○ このため、毎年度実施する施策評価及び事務事業評価を活用して適切に進行

管理を行っていきます。 

  

杉並区実行計画 

（改定）杉並区 

健康医療計画 

 

杉並区 

実行計画 

（現行）杉並区 

健康医療計画 

 

杉並区 

実行計画 

杉並区総合計画 

（令和 4（2022）年度から令和 12(2030)年度） 
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５ 計画の位置付け 

 

○ 本計画は、杉並区基本構想に掲げる「健康・医療分野」「福祉・地域共生分野」

「子ども分野」の将来像の実現に向け、区の保健福祉施策を推進するための

基本的な方向性や施策等を明らかにする「杉並区保健福祉計画（総称）」の分

野別計画の一つです。 

 

○ 分野別計画では、区の保健福祉施策を一体的に進めていくため、保健福祉分

野を貫く基本理念等を共通に定めています。 

 

 

■杉並区基本構想が掲げる「目指すまちの姿」と「分野ごとの将来像」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどり豊かな 住まいのみやこ 
 

 

健康・医療 

「人生 100 年時代」を自分らしく健やかに生きることができる
まち 

 

福祉・地域共生 

すべての人が認め合い、支え・支えられながら共生するまち 
 
子ども 

すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち 

 

 

 
 

 概ね 10 年程度を展望した杉並区が目指すまちの姿 

 

分野ごとの将来像 
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■計画の位置付け（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

＜他の個別計画との整合性を考慮＞ 

 

 

 

■杉並区保健福祉計画（総称）体系図 

 

 
 

 

杉並区保健福祉計画（健康医療分野） 

杉並区健康医療計画 



7 

６ 保健福祉分野全体を貫く基本理念 

 

○ 杉並区保健福祉計画（総称）における保健福祉分野全体を貫く基本理念は次

のとおりとしています。 

 

 

① 人間性の尊重 

日常生活のあらゆる場面で、個人の尊厳や権利が冒されることなく、自己の

意思に基づく選択や決定ができるよう、区民一人ひとりの人間性が尊重される

ことを何よりも優先します。 

 

② 自立の促進 

すべての区民が、持てる能力を発揮しながら、主体的に社会参加し、自分ら

しく安心した生活を営むことができるよう、一人ひとりの自立に向けた取組を

サポートしていきます。 

 

③ 予防の重視 

誰もが安心して健やかに暮らせるよう、病気やけが、身体機能の低下や生活

困難、感染症等の健康危機※5などを軽減する予防の取組を重視します。 

 

④ 支え合いの醸成 

様々な価値観を互いに認め合い、支え・支えられることができるよう、世代

や属性を超えた多様な交流ができる環境を整え、誰もが暮らしやすい地域社会

を築いていきます。 

 

⑤ 孤立の防止 

必要な人が必要なときに、人・活動・組織とつながることができるよう、多

様な主体が参画、連携し、孤立させない仕組みを整えていきます。 

 

  

                            
※5 健康危機：食中毒、感染症、飲料水、毒物劇物、医薬品その他何らかの原因により、住民の生命と健康の安全が脅かされ

る事態 



8 

７ 分野横断的に共通した取組等について 

 

○ 各分野（地域福祉・障害者・高齢者・子ども家庭・健康医療）の制度やサー

ビス提供だけでは解決が難しい課題、支援対象を世帯と捉えた複合的な課題

を解決するために、相談支援機関を中心とした各分野による連携をより一層

強化した取組が必要です。 

○ また、保健と福祉が相互に連携した取組やライフステージに応じた保健福祉

のサービス展開等についても、各分野が横断的に連携して対応することが重

要です。 

○ こうした分野横断的に取り組むべき事業等については、杉並区地域福祉推進

計画の中で「保健福祉施策において分野横断的に実施する事業」（巻末資

料）として明らかにするとともに、関係部局の職員で構成する「保健福祉施

策推進連絡会議」により、組織間の更なる連携強化を図っていきます。 

○ さらに、各分野別計画において、地域や関係団体と連携して課題解決に取り

組み、分野や組織を超えた切れ目のない取組をきめ細やかに推進すること

で、子どもから高齢者まで安心して健やかに暮らし続けられる杉並区を目指

します。 
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第 2章 

区を取り巻く状況 
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○ 令和 5（2023）年度に策定した杉並区健康医療計画及び平成 30（2018）年度から令和

4（2022）年度を計画期間とする改定前の杉並区保健福祉計画においては、杉並区総

合計画に定める事業ごとに取組を進めました。 

○ 健康医療分野に係る施策の主な取組は、以下のとおりです。 

 

施策１ いきいきと暮らせる健康づくり 

（1）区民と進める健康づくりの推進 

○ 生涯にわたって健康な生活を送り健康寿命※6の延伸を図るため、若い世代からの体力

保持と向上、歯と口腔の健康の維持、生活習慣の改善、高齢者の介護予防など切れ目

のない健康づくりに取り組みました。 

○ 受動喫煙防止対策等の推進においては、主に飲食店等の事業者に対して、受動喫煙に

よる健康への影響や具体的な規制内容について、リーフレットの配布や区ホームペ

ージを通じて普及啓発を行うとともに、受動喫煙防止のための飲食店等の標識掲示

調査を実施しました。 

○ また、令和 5（2023）年度の成果指標の達成状況は、区民の 65 歳健康寿命※7が令和

12(2030)年度の目標値である男性 84.4歳、女性 88.2歳に対し、男性 83.5歳、女性

86.6歳であり、目標に向け、健康寿命が延伸しています。 

 

（2）食育活動の推進 

○ 親子を対象とした体験型のイベント実施や、すぎなみ食育推進実行委員会との協働

で中学 2 年生を対象にした食育推進事業を実施し、子どもの食育の普及啓発を図り

ました。また、健康づくり応援店事業の登録勧奨に取り組みました。 

 

（3）高齢期における健康づくり 

○ 生涯にわたり健やかにいきいきと暮らすために、元気に自立した日常生活を送れる

よう、介護予防・フレイル※8予防に取り組みました。 

 

（4）生活習慣病予防対策の推進 

○ 各種健診の実施や生活習慣病予防の普及啓発を実施し、生活習慣の改善に寄与しま

                            
※6 健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 

※7 65歳健康寿命：65歳の人が要介護認定（要介護 2以上）を受けるまでの期間を健康と考え、健康でいられる年齢を平均的に表したもの 
（東京保健所長会方式による算出方法） 

※8 フレイル：加齢に伴い、筋力・認知機能等の心身の活力や社会とのつながりなどが低下した状態 

１ 区のこれまでの取組 
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した。 

（5）心の健康づくりの推進 

○ 心の健康づくりの推進においては、依存症や発達障害等に関する講演会を開催し、精

神保健福祉に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、専門医や保健師による

心の健康相談を行い、多様化する区民の心の問題に対応できる相談体制を整備しま

した。   

○ また、自殺対策においては、令和 5（2023）年度を始期とする「杉並区自殺対策計画

（第 2次）」に基づき、自殺予防に関する知識の普及啓発や自殺の危険を示すサイン

に気付き、適切な対応をとることができるゲートキーパー※9の養成など相談支援体制

の充実を図りました。 

 

（6）難病・アレルギー対策の推進 

○ 難病患者の療養と社会生活を支援するため、東京都の難病医療費助成などの制度周

知を行うとともに、杉並区医師会が実施する在宅難病患者訪問診療事業に協力して、

保健師による生活や医療に関する訪問相談などを行いました。また、アレルギー疾患

については、重症化や症状を軽減するための正しい知識の啓発に努めるとともに、4

か月児健康診査や 1 歳 6 か月児健康診査の機会を利用して、専門医によるアレルギ

ー相談を実施しました。 

 

（7）健康づくりを支援する環境の整備 

○ 区民、事業者、関係団体が主体的に健康づくりに取り組む際に有用な情報を区広報、

ポスター、チラシ、区ホームページ（すぎなみ健康サイト）や、ＳＮＳなどのＩＣＴ

を活用して発信しました。また、関係機関との連携のもとに、チラシや区ホームペー

ジなどによりウォーキングコースの紹介を行いました。 

 

施策２ がん対策の推進 

（1）がんの一次予防の推進 

○ 区民を対象とした講演会の開催とともに、ポスターやチラシを作成して区内医療機

関等と連携した配布に加えて、周知用の動画を新たに作成するなどにより、がんの一

次予防※10として、がん予防のための正しい知識の普及啓発や禁煙・節酒の勧奨など、

区民が健康的な生活を実践するための取組を進めました。 

 

                            
※9 ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見

守る）を図ることができる人 

※10 一次予防：生活習慣の改善など原因の排除やリスクの低減を図ること 



12 

（2）がん検診の推進 

○ 国の指針を踏まえた科学的根拠に基づく対策型検診（区市町村が実施すべきがん検

診）を実施するとともに、「杉並区肺がん検診外部検証等委員会」の答申や、「杉並区

がん検診精度管理審議会」及び「杉並区胃内視鏡検査による胃がん検診精度管理審議

会」の意見を踏まえ、精度管理※11の向上を図りました。 

○ また、令和 5（2023）年の成果指標の達成状況は、がんの 75 歳未満年齢調整死亡率
※12が令和 12(2030)年の目標値である男性 67.9、女性 49.2に対し、男性 73.6、女性

57.8であり、目標に向け、おおむね改善傾向にあります。 

 

（3）がん患者と家族への支援の充実 

○ がん患者と家族への相談支援を充実させるため、多職種の職員を対象に研修を実施

したほか、緩和ケア等の普及啓発を図るため、区民向けの講座等を開催しました。ま

た、がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化で悩みを抱えている患者の心理的及

び経済的な負担軽減を図るため、ウィッグ・胸部補整具の購入費等を助成する事業を

令和 5（2023）年度に開始しました。 

 

施策３ 地域医療体制の充実 

（1）救急医療体制の充実 

○ 医療機関案内サービスや小児急病診療を中心とした医療・歯科の急病診療体制を維

持するとともに、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及や救命救急講習の実施によ

り地域における初期救急対応力の向上を図りました。  

 

（2）災害時医療体制の充実 

○ 緊急医療救護所※13の維持管理や災害時拠点病院等との医療救護訓練の実施により災

害時医療体制の充実を図りました。また、令和 4(2022)年度に杉並区災害医療運営

連絡協議会の下部組織として杉並区災害時透析医療救護体制検討部会を設置し、令

和 5(2023)年度も引き続き協議した結果、災害時において透析医療機関間で透析患

者の受入を調整する仕組みを構築したことに加え、患者搬送について各透析医療機

                            
※11 精度管理：がん死亡率の減少を目指すため、受診率、要精密検査率、精密検査受診率、がんの発見率など、検診の実施過程に関する指標を

把握し適切に対応することで、がん検診の精度を高めること 

※12 75歳未満年齢調整死亡率：人口規模や年齢構成が異なる地域の死亡数を基準人口（昭和 60（1985）年モデル人口）で補正して算出（人口 10

万対） 

※13 緊急医療救護所：大規模な災害が発生し多数の負傷者が想定される場合に、超急性期（発災後 72時間まで）において、都の指定する、災害

時に主に重症者の治療・収容を行う災害拠点病院及び主に中等症者や容態の安定した重症者の治療等を行う災害拠点連携病院等の敷地内に

設置する救護所で、主に傷病者のトリアージ(傷の程度を判定し、治療や搬送の優先順位を決めること）、軽症者に対する応急処置及び搬送

調整を行う施設 
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関や搬送業者と協定を締結し、令和 6(2024)年 4月から災害時透析医療救護体制を

開始しました。 

（3）在宅医療体制の充実 

○ 平成 30（2018）年度に杉並区在宅医療・生活支援センターを開設し、在宅医療地域ケ

ア会議による医療・介護関係者間の顔の見える関係づくりや、在宅医療相談調整窓口

を通じた在宅療養者への支援等に取り組みました。また、令和 3（2021）年度には、

杉並区医師会の多職種連携ネットワークシステムへの支援を開始し、医療と介護の

連携強化を図りました。 

 

（4）地域医療連携の推進とかかりつけ医等の定着 

○ 区民が医療や日頃の健康管理等を継続的に相談できる「かかりつけ医※14・かかりつ

け歯科医※15・かかりつけ薬剤師※16」について、健康づくり等の各種イベントや健康

診査等の機会を通じて周知を図るとともに、切れ目のない安心かつ適切な医療を提

供するため、かかりつけ医が患者の病状にあわせて専門医療機関を紹介する病診連

携についても進めてきました。 

 

（5）感染症対策の推進 

○ 感染症とその予防に関する知識の普及啓発のほか、感染症発生時において迅速かつ適切

な対応が取れるよう、医療機関等との連絡会の開催、訓練の実施など連携の強化、備蓄

品の確保等を実施しました。また、新型コロナウイルス感染症発生時においては、関係

機関と連携し、患者対策、ワクチン接種などの取組を適切かつ迅速に行いました。詳細

は、「2 新型コロナウイルス感染症対応及び保健所の取組（P16）」に掲載しています。 

 

（6）障害者の地域医療体制の整備 

○ 医療の進歩に伴い医療的ケア児者が増加している中で、在宅訪問診療所への移行に向け

た障害児の地域医療体制の整備を行いました。 

  

                            
※14 かかりつけ医 ：医療や介護等なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近

で頼りになる存在であり、地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師 

※15 かかりつけ歯科医 ：生涯を通じた歯と口腔の健康管理や、在宅療養者に対する訪問治療を行う等、切れ目なく歯科保健医療サービスを提供

する機能を有する歯科医師 

※16 かかりつけ薬剤師 ：重複投与や残薬の確認等、薬を一元的・継続的に把握することで適切な服薬状態を維持する手助けを行い、開局時間外

でも調剤や電話相談を実施でき、医療機関と連携している薬剤師 
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施策４ 健康危機管理の推進と安全な衛生環境の確保 

（1）健康危機管理体制の強化 

○ 保健所は健康危機管理の拠点として、関係機関と連携し、食中毒や感染症などによ

り生命や健康の安全が脅かされる事態から、区民の健康で衛生的な生活を守るため

の取組を進めました。 

○ 健康危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に、区民の生命及び健康の確保

を図るため、保健所では健康被害の発生予防及び拡大防止等の対策を実施する体制

を整備しており、平時から情報収集を行い、保健所内の連携強化と情報の共有化を

図るとともに、健康危機が発生した際はその状況に応じて、迅速かつ適切に健康危

機管理を推進しました。 

 〇 令和 6（2024）年度には、健康危機が発生した際に健康危機の状況に応じて分類し

た危機レベルについて、新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえて適切な見

直しを講じるとともに、外部専門人材の確保及び調整や保健活動の調整を所掌事項

とする保健活動調整班を新設するなど、体制を強化しました。 

 

（2）食の安全対策の推進 

○ 食品による健康被害の未然防止を図るため、食品等事業者に対し監視指導を実施し

ました。食中毒の発生時には、迅速かつ適切に調査を実施し、健康被害の拡大防止

と再発防止を図りました。 

○ 食品等事業者に対し、監視指導や各種衛生講習会等を通じて、ＨＡＣＣＰ（ハサッ

プ）※17に沿った衛生管理の導入、定着を支援しました。リスクコミュニケーション

を推進するため、シンポジウム等を開催し、区民・食品等事業者との相互理解を深

めました。 

 

（3）環境衛生の確保 

〇 理・美容所や旅館などの環境衛生営業施設に対して監視指導を行うとともに、レジ

オネラ症発生防止の観点から、公衆浴場やプールなどの浴槽水等の水質検査を実施

しました。住宅宿泊事業（民泊）については、住宅宿泊事業法及び事業者向けガイ

ドラインに基づき、適正な事業運営の確保に努めました。区民の快適な住まいづく

りの支援として、ダニアレルゲン検査に基づく住まい方の助言等を行いました。 

 

（4）医薬品等の安全確保 

○ 医薬品や毒物劇物等による健康被害を防ぐため、薬局、毒物劇物販売業の店舗等へ

                            
※17 ＨＡＣＣＰ（ハサップ）：（Hazard Analysis Critical Control Point：危害分析重要管理点）国際標準の食品衛生管理の方法。従来の最終

製品の抜き取り検査でなく、安全な食品を作るために特に重要な工程  
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の監視指導を実施するとともに、製品の安全確認検査を行いました。 

○ 情報通信技術の発展等に伴い、薬局においてオンラインによる服薬指導が行えるよ

うになったことから、実施状況等を確認し、適切な運用等について指導しました。 

 

（5）試験検査による安全確保 

○ 感染症・食品・放射能等について、健康被害の拡大防止対策及び科学的根拠に基づ

く助言・指導等を行うための試験検査を実施しました。 

○ 令和元（2019）年末に発生した新型コロナウイルス感染症対策として、生活衛生課

分室（旧杉並区衛生試験所）において区職員によるＰＣＲ検査判定を実施するとと

もに、変異株スクリーニング検査により区内の発生動向の把握に努めました。変異

株スクリーニング検査では、流行状況に応じた検査対象の追加、見直しなどを行

い、新たな派生株の推定にも対応しました。 

 

（6）動物と共生できる地域社会づくり 

○ 東京都獣医師会杉並支部や杉並区動物適正飼養普及員（杉並どうぶつ相談員）等と

協力し、動物の適正飼養ルールの普及啓発として犬のしつけ方教室等を開催したほ

か、飼い主のいない猫対策や災害時のペット救護対策などに取り組みました。 

○ 犬を自由に運動させる場を提供するとともに犬の適正飼養に関する普及啓発を行

い、人と動物の共生する地域社会の実現に資することを目的に、令和 6（2024）年 3

月、都立和田堀公園内に杉並区立ドッグラン広場を開設しました。 
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（1）新型コロナウイルス感染症対応に当たって 

○ 新型コロナウイルス感染症は、日本では、令和 2（2020）年 1月中旬に最初の感染者

が確認され、区では、令和 2（2020）年 2 月 16 日に初の感染者が報告されました。

以降、変異株等による大きな流行を繰り返し、令和 5（2023）年 5月 8日に 5類感染

症に移行されるまで、区内の累計感染者数は 15 万人を超え、290 人を超える死亡者

が報告されました。 

○ 区は、杉並区医師会や基幹病院を始めとする区内医療機関の連携協力の下、感染状況

に即したまん延防止策や相談・医療・検査体制及び保健所体制を整備するとともに、

ワクチンの住民接種等の対策に取り組みました。 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る保健所の取組については、「杉並区健康医療計画」

及び保健所独自にまとめた「取組報告書」を作成し、流行の波ごとの特徴・取組・視

点や事業を整理し、対応と成果をまとめました。また、この対応を踏まえ、既存の感

染症及び次の新興・再興感染症※18の発生に備えた取組内容を、本計画に盛り込んだ形

で計画化しています。 

 

（2）杉並区感染症予防計画の策定 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が改正されたことに伴い、

感染症に関する予防計画について、都道府県に加え、保健所設置市区でも一部事項に

ついて策定が義務付けられたことで、令和 5（2023）年度に「杉並区感染症予防計画」

を新たに策定しました。今後も、感染症発生・まん延時は、地域の実情に応じて主体

的・機動的に感染症対策に対応する必要があるため、関係機関と連携を図っていきま

す。 

 

（3）新型コロナウイルス感染症区内発生状況 

 

 

 

 

 

 

                            
※18 再興感染症：かつて存在した感染症で、公衆衛生学上ほとんど問題にならないようになっていたが、近年再び増加してきたもの、あるいは

将来的に再び問題となる可能性がある感染症 

 

２ 新型コロナウイルス感染症対応及び保健所の取組 

令和2（2020）年2月～発生届数（全数）、令和4（2022）年9月26日～医療機関報告数 
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（1）国の健康日本 21（第三次） 

○ 令和 5（2023）年度に策定された「健康日本 21（第三次）」は、「全ての国民が健やか

で心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとし、そのためには①誰一

人取り残さない健康づくりの展開②より実効性をもつ取組の推進を行うこととし、

基本的な方向として次の 4点を挙げています。 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

② 個人の行動と健康状態の改善 

③ 社会環境の質の向上 

④ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

○ 国は、この「健康日本 21（第三次）」の計画期間を、令和 6（2024）年度を始期とし

て、令和 17（2035）年度までの期間としています。また、計画開始後の概ね 9 年間

の令和 14（2032）年度を目途として、具体的な目標値を設定しています。 

 

（2）国のがん対策 

○ 国は、平成 19（2007）年 4 月にがん対策基本法を施行するとともに、がん対策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、同年 6月に「がん対策推進基本計画」を策定しま

した。 

○ この「がん対策推進基本計画」は 3回の見直しを経て、令和 4(2022)年度に「第 4期

がん対策推進基本計画」を策定し、令和 5（2023）年度から令和 10（2028）年度まで

を期間として、「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を

目指す」を全体目標とした上で、①がん予防②がん医療の充実③がんとの共生の各分

野に対する取り組むべき施策を定めています。 

 

（3）東京都健康推進プラン 21（第三次） 

○ 東京都においては、都道府県健康増進計画として、令和 5（2023）年度に「東京都

健康推進プラン 21（第三次）」が策定されました。生活習慣病の予防とともに、身

体やこころの健康の維持及び向上を図ることで、誰もが生涯にわたり健やかで心豊

かに暮らすことができる持続可能な社会を目指し、総合目標として、「健康寿命の延

伸」と「健康格差の縮小」を掲げ、誰一人取り残さない健康づくりを推進し、これ

らを達成するために、一人ひとりの主体的な取組と関係機関を含めた社会全体での

支援の両方が欠かせないとしています。 

○ また、「東京都健康推進プラン 21（第三次）」の計画期間を令和 6（2024）年度を始

期とし、令和 17（2035）年度までの 12年間とし、計画開始後 7年の令和 12

（2030）年を目途に、中間評価を行うこととしています。 

３ 国及び東京都の健康医療政策の動向 
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○ 区は、杉並区基本構想において、「『人生 100年時代』を自分らしく健やかに生きるこ

とができるまち」を健康・医療分野の将来像として示しました。「人生 100年時代」

を迎え、健康の重要性はますます高まっており、区民一人ひとりの主体的な取組や、

個々の状況に合わせた医療情報の提供等に基づき、効果的な健康づくりを展開する

必要があります。 

○ 国の「健康日本 21（第三次）」及び「東京都健康推進プラン 21（第三次）」を踏まえ

た誰一人取り残さない健康づくりの展開と、区民生活や社会環境の変化等に沿った

健康づくりの充実を図り、病気になる前段階からの予防的な取組やＩＣＴを活用し

た利便性の高い取組などを講じていく必要があります。 

○ 高齢期に至るまで健康を保持して健康寿命を延伸するためには若年期からの取組が

重要であり、身体の健康や心の健康について、ライフコースアプローチを踏まえた健

康づくりを進める必要があります。 

○ 女性については、ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性

等を踏まえ、人生の各段階における健康課題の解決を図ることが重要です。 

○ 高齢化に伴い、糖尿病等の生活習慣による有病者の増加が見込まれていることから、

生活習慣病の予防と早期発見のために、がん検診及び健康診査の受診率や特定保健

指導の利用率向上に向け、更なる受診勧奨を推進する必要があります。 

○ 住み慣れた地域で、誰もが自分らしくいきいきと健康に安心して暮らし続けること

ができるよう、区は、災害や新興・再興感染症に平時から備えるとともに、区民の主

体的な取組支援のため、正しい情報をわかりやすく発信することに加え、関係機関と

連携して、区民の生命と健康を守る取組を一層推進することが求められています。 

○ 令和 6（2024）年 4月 1日に施行された「困難な問題を抱える女性※19への支援に関す

る法律」に基づき、困難な問題を抱える女性の健康問題に、きめ細やかに対応すると

ともに、関係機関と連携して支援していく必要があります。 

○ 令和 5（2023）年度に改正された気候変動適応法において、熱中症の発生の予防を強

化する方針が示されたことや、近年、気候変動等の影響により、国内の熱中症による

救急搬送人員は毎年 4～9万人となっており、これまでの地球温暖化の進行状況を踏

まえると、今後も熱中症による被害が更に拡大されるおそれがあることから、関係機

関と連携し、熱中症予防や対策に係る一層の普及啓発が求められています。 

○ 区における自殺者数は減少傾向でしたが、新型コロナウイルス感染症による生活環

境の変化などで令和 2（2020）年以降は増加に転じました。年代別では 10 歳代から

30 歳代の死因は自殺が 1 位となっています。自殺の背景は、精神保健上の問題だけ

                            
※19 困難な問題を抱える女性：性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により、日常生活又は社会生活を円滑に営む

上で困難な問題を抱える、あるいは抱えるおそれのある女性 

４ 社会情勢の変化と課題 
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でなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因が

あり、保健、医療、福祉、教育、労働などの分野を超えた対応が求められています。 

 

 
 

 

○ 平成27（2015）年9月の国連サミットにおいて、令和12（2030）年に向けた国際目標

である「ＳＤＧｓ」（持続可能な開発のための2030アジェンダ）が採択されました。

ＳＤＧｓでは「地球上の誰一人として取り残さない」を基本理念に、持続可能で多様

性と包摂性のある社会の実現に向けて、17の目標と169のターゲットを掲げています。 

○ このことを踏まえて、本計画においてもＳＤＧｓの目標と区の取組との対応関係を

明示するとともに、今後とも世界共通の目標として設定されたＳＤＧｓの考え方と

軌を一にした取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ SDGｓへの取組 
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第３章

計画内容
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施策

(1) 健康づくりの総合的な推進 P 31

(2) ヘルスリテラシーの向上 P 32

(3) 歯と口腔の健康づくりの推進 P 33

(4) 多様な主体による健康づくりの推進 P 34

(5) 健康づくりに取り組む団体の育成・支援 P 34

(6) 受動喫煙防止対策等の推進 P 35

(1) 社会とのつながりの醸成 P 36

(2) 自然に健康になれるまちづくり P 37

(3) 身体活動向上への機会の充実 P 38

(4) スポーツを通じた健康づくりの推進 P 38

(1) 食育の普及啓発 P 39

(2) ライフコースに応じた食育の推進〔再掲〕 P 40

(3) 健康的な食生活への環境整備 P 40

(4) 食育推進ネットワークの強化 P 41

(1) 区民健康診査の実施 P 42

(2) 国保特定保健指導の実施 P 43

(3) 成人歯科健康診査等の実施 P 43

(4) 生活習慣病予防の普及啓発 P 44

(5) 健診データの活用による生活習慣病（糖尿病）予防対策の推進 P 45

(1) 精神保健に関する相談の充実 P 46

(2) 心の健康に関する正しい知識の普及啓発 P 47

(3) 自殺対策の推進〔再掲〕 P 47

(4) うつ病対策の推進 P 48

(5) 精神障害者への療養支援 P 49

(1) 難病対策の推進 P 50

(2) アレルギー・ぜん息患者への支援 P 51

目標　人生100年時代を自分らしく健やかに生きることができるまち

2

健康づくりを支援する

社会環境の整備と質の

向上

P36 ➡

…実行計画事業及び実行計画関連事業

事業 主な取組

1
区民と進める

健康づくりの推進
P31 ➡

施

策

1

い

き

い

き

と

住

み

続

け

る

こ

と

が

で

き

る

健

康

づ

く

り

5
心の健康づくりの

推進
P46

3 食育活動の推進 P39 ➡

4
生活習慣病

予防対策の推進
P42 ➡

6
難病・アレルギー

対策の推進
P50 ➡

➡

実

実

実

実

実

1 施策を構成する事業の体系
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施策

(1) 安心して妊娠・出産できる環境づくりに対する支援 P 56

(2) 母子保健の充実 P 57

(3) 身体活動・運動 P 59

(4) 喫煙・飲酒 P 60

(5) 歯と口腔の健康 P 61

(6) 食育・栄養・食生活 P 61

(7) 休養・睡眠・心の健康 P 62

(1) 職域との連携推進・働く人への健康支援 P 63

(2) 身体活動・運動 P 64

(3) 喫煙・飲酒 P 65

(4) 歯と口腔の健康 P 66

(5) 食育・栄養・食生活 P 66

(6) 休養・睡眠・心の健康 P 67

(1)
高齢期の健康づくりと介護・フレイル予防・認知症予

防の推進
P 68

(2) 身体活動・運動 P 69

(3) 喫煙・飲酒 P 70

(4) 歯と口腔の健康 P 71

(5) 食育・栄養・食生活 P 72

(6) 休養・睡眠・心の健康 P 72

(1) 健康相談の充実 P 74

(2) 健康に関する総合的な支援 P 75

(3) 母子保健の充実〔再掲〕 P 76

(4) 女性特有のがん対策 P 76

(5) 骨粗鬆症対策と検診実施に向けた検討 P 77

➡

4
女性の健康づくりの推

進
P74 ➡

事業 主な取組

施

策

２

ラ

イ

フ

コ

ー

ス

ア

プ

ロ

ー

チ

を

踏

ま

え

た

健

康

づ

く

り

の

推

進

1
子どもの健康づくりの

推進
P56 ➡

2
成人期における健康づ

くりの推進
P63 ➡

3
高齢期における健康づ

くりの推進
P68

実

実

実

実
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施策

(1) たばこ対策の強化 P 80

(2) がんの原因となるウイルス等への感染対策の推進 P 80

(3) がんを予防する生活習慣の普及啓発 P 81

(4) がんに関する教育の充実 P 81

(1) 科学的根拠に基づくがん検診の実施 P 82

(2) がん検診受診率の向上 P 83

(3) がん検診の質の向上 P 84

(1) 相談支援の充実 P 86

(2) 緩和ケア等の普及啓発 P 86

(3) アピアランスケアの支援 P 87

施策

(1) 地域医療連携の推進 P 91

(2) 医療安全の確保 P 91

(3) 歯科保健医療センターの運営 P 92

(4)
かかりつけ医・かかりつけ歯科医・

かかりつけ薬剤師の普及・定着
P 92

(1) 急病医療情報センターの運営 P 93

(2) 急病診療体制の確保 P 93

(3) 初期救急対応力の向上 P 94

(1) 緊急医療救護所備蓄品の整備等 P 95

(2) 災害拠点病院等と連携した医療救護訓練の実施 P 95

(3) 医療救護が必要な災害時要配慮者等の支援体制の充実 P 96

(4) 急性期以降の医療救護保健体制の整備 P 96

(5) ＩＣＴを活用した新たな災害保健医療体制の構築 P 96

(1) 在宅療養者への支援の充実 P 97

(2) 医療と介護の連携強化 P 97

(3) 在宅医療の普及啓発 P 98

(1) 移行期医療支援の促進 P 99

(2) 移行期医療に対する保護者等への普及啓発 P 99

(3) 重症心身障害児の短期入所先の確保 P 100

施

策

３

が

ん

対

策

の

推

進

1 がんの一次予防の推進 P80 ➡

2 がん検診の推進 P82 ➡

3
がん患者と家族への

支援の充実
P86

P95

➡

➡

事業 主な取組

主な取組

P93 ➡

事業

P91 ➡

施

策

４

地

域

医

療

体

制

の

充

実

2 救急医療体制の充実

3
災害時保健医療体制の充

実

5
障害者の地域医療体制の

整備

1
地域医療連携の推進と

かかりつけ医等の定着

P99 ➡

4 在宅医療体制の充実 P97 ➡

実

実

実

実

実

実
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施策

(1)
健康危機発生時における保健所内及び関係機関との連携協力体制の

整備・確保
P 104

(2) 職員の健康危機管理対応力の向上 P 104

(3) 災害時保健医療体制の充実（再掲） P 104

(1) 新型インフルエンザ等感染症対策の推進 P 105

(2) 感染症予防計画の施策推進 P 105

(3) 感染症対策の強化 P 106

(4) 予防接種事業の推進 P 107

(1) 食中毒対策の推進 P 108

(2) 食品等事業者の自主的衛生管理の推進 P 109

(3) 食品添加物の適正使用及び食品の適正表示の確保 P 109

(4) リスクコミュニケーションの推進 P 109

(1)
環境衛生関係営業施設の衛生確保と

住宅宿泊事業（民泊）の適正運営の確保
P 110

(2) 安全で良質な飲料水の確保 P 111

(3) 快適な住まいづくりの支援 P 111

(1) 医薬品、医療機器等の安全確保 P 112

(2) 毒物劇物の危害防止 P 112

(3) 有害物質を含有する家庭用品の安全確保 P 113

(1) 感染症関連検査の実施 P 114

(2) 衛生微生物検査の実施 P 114

(3) 放射能測定の実施 P 115

(4) 検査情報収集・精度管理の充実 P 115

(1) 動物の適正飼養ルールの普及啓発 P 116

(2) 飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業の実施 P 116

(3) ドッグランの運営 P 117

(4) 狂犬病予防の推進 P 117

(5) 災害時におけるペットの救護対策の充実 P 117

P112 ➡

4 環境衛生の確保 P110 ➡

食の安全対策の推進 P108 ➡

主な取組

2 感染症対策の推進 P105 ➡

事業

施

策

５

健

康

危

機

管

理

の

推

進

と

安

全

な

環

境

衛

生

の

確

保

1
健康危機管理体制の

強化
P104 ➡

3

7
動物と共生できる

地域社会づくりの推進
P116 ➡

5 医薬品等の安全確保

6
試験検査による

安全確保
P114 ➡

実

実
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（凡例）第３章の見方 

計画で掲げる目指す姿の達成

に向け取り組む事業です。 

施策を

構成す

る事業

です。 

実は、

実行計

画事業

です。 

事業を構成する主な取組とその概要、3 年間の取組、実施する所管課を記載

しています。 

施策を

取り巻

く現状

と課題

を記載

してい

ます。 

施策と関連のある

[ＳＤＧｓ]のゴール

を示しています。 

施策を推進するに当たり、 

目指すべき状態や姿を記載

しています。 

施策指標

の現状値

と目標値

です。 

目標値は

計画最終

年度の 9

年度と杉

並区健康

づくり推

進条例に

基づく指

標設定し

た 12 年

度まで、

記載して

います。 

基本構想で示す将来像を 

実現するための施策で

す。 

 

主な取組

のうち、

目標及び

指標化で

きるもの

は、施策

指標の現

状値と目

標値を記

載してい

ます。 
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○ 「人生100年時代」を迎え、生涯にわたって健やかに暮らせる健康長寿社会の実現を

目指し、杉並区健康づくり推進条例に基づき、区民一人ひとりが主体的に健康づくり

に取り組みやすい環境の整備を推進していくとともに、健康づくりに向けた様々な取

組を支援していきます。 

○ 杉並区自殺対策計画（第2次）に基づき、自殺予防の取組を進めるとともに、心の健

康づくりを推進していきます。 

○ ＩＣＴの普及などの社会環境の変化や超高齢化社会を迎えて、誰もが生涯にわたり、

健やかで心豊かに暮らすことができる持続可能な社会を目指す中で、誰一人取り残さ

ない健康づくりの展開と、より実効性の高い取組を推進するとともに、区民生活や社

会環境の変化等に沿った健康づくりの充実を図り、病気になる前段階からの予防的な

取組やＩＣＴを活用した利便性の高い取組などを講じていきます。 

 

 
 

 

○ 糖尿病等の生活習慣による有病者が増加していることを踏まえ、糖尿病等の生活習慣

病の発症予防や重症化予防への取組が求められています。 

○ 近年の心の病気の増加に加えて、区民生活や社会環境の変化等がある中で、心の病気

になる前段階からの予防的な取組の充実を、きめ細かく取り組む必要があります。 

○ 社会環境の質の向上を図るため、健康的な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじ

めとする自然に健康になれる環境づくりへの取組や誰もがアクセスできる健康増進の

ための基盤整備によって、健康に関心の薄い者を含む、幅広い対象に向けた予防・健

康づくりの推進が求められています。 

○ 生活習慣病は、食生活や運動習慣、喫煙等の様々な生活習慣に起因していることから、

区民一人ひとりが自身の健康課題に気づき、自発的に健康づくりに取り組むことが重

要です。そのために、自身の課題に応じて健康に関する情報を適切に収集し、正しく

理解し、実際の行動につなげるよう、「ヘルスリテラシー※20」を高めていく必要が

あります。 

 
 
 

                                                      
※20 ヘルスリテラシー:健康に関する様々な情報を入手し、理解し、活用する能力のこと 

施 策 １ 

いきいきと住み続けることができる健康づくり

踏まえた健康づくり 
 

２ 施策別の計画内容 
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○ 区民一人ひとりが健康づくりに関する様々な情報をＳＮＳ等で容易に入手し、健康ア

プリ等を活用しながら、健康づくりに主体的に取り組んでいます。 

○ 「ヘルスリテラシー」を高め、健康づくりを“自分事”として捉えて実際の行動に結

びつけています。また、日常生活の中で負担感なく健康づくりに取り組める環境整備

を行い、保健医療分野のみならず、教育や産業など様々な分野とも幅広く連携・協働

し、多方面から区民の主体的な健康づくりを支えていきます。 

○ 区民や事業者などが協働・連携し、ＩＣＴなどの活用が進み、誰もが健康づくりに参

加できる機会が保障されています。また、一人ひとりが健康管理・健康増進に取り組

み、健康寿命が延伸されています。 

○ 糖尿病などの生活習慣病対策が効果的に実施され、発症予防・重症化予防が進み、生

活習慣病有病者・予備群が減少しています。 

○ 生活習慣病予防から介護予防・フレイル予防・認知症予防の取組により、高齢になっ

ても自立して生活できています。 

○ 心の病気に関する正しい知識の普及が進むとともに、早期発見、早期対処が行われて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
※21 特定保健指導：特定健康審査（40～74 歳までの杉並区国民健康保険加入者全員を対象に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着

目した健診項目で実施する健康診査）の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待

できる方に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が実施する生活習慣を見直すための支援 

※22 特定健康診査における特定保健指導対象者割合の減少率：（平成 20 年度（2008 年度）比） 

指標名 単位 現状値 

目標値 

9年度 

(2027) 

12年度 

(2030) 

(1) 65歳健康寿命 

男 歳 
83.5 

≪4年≫ 
84.2 84.4 

女 歳 
86.6 

≪4年≫ 
87.8 88.2 

(2) 
特定保健指導※21対象者割合の減少率
※22 

 ％ 
27.7 

≪5年度≫ 
25.0以上 25.0以上 
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事業 

1 区民と進める健康づくりの推進 

2 健康づくりを支援する社会環境の整備と質の向上 

3 食育活動の推進 

4 生活習慣病予防対策の推進 

5 心の健康づくりの推進 

6 難病・アレルギー対策の推進 
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○ 区民一人ひとりが健康管理・健康増進に取り組み、健康寿命が延伸されていく環境づ

くりを進めていきます。 

○ 健（検）診の情報など、健康に関する様々な情報を適切に収集し、正しく理解して、

それを実際の行動につなげていくことができるよう、一人ひとりのヘルスリテラシー

を高めていきます。 

  また、区民や事業者などとの協働・連携やＩＣＴの活用を進め、誰もが健康づくりに

参加できる機会を確保していきます。健康づくり事業の詳細の取組については、ライ

フステージに着目し、各ステージに特有の健康づくりを推進していきます。 

○ テクノロジーの発展に伴い、利便性が向上する一方、不健康・不活動な生活スタイル

につながりやすいため、行政の取組だけではなく、多様な主体がそれぞれの取組を推

進し、連携して区民の健康づくりを支えていきます。 

 
 

 

 

(1) 健康づくりの総合的な推進 健康推進課 

概要 

「人生100年時代」を迎える中で、生涯にわたって健やかに暮らせる健康

長寿社会の実現を目指し、杉並区健康づくり推進条例に基づき、区民一人ひ

とりが主体的に健康づくりに取り組みやすい環境の整備を推進していくとと

もに、健康づくりに向けた様々な取組を支援していきます。 

また、ライフステージに応じた健康課題に効果的に対応するため、杉並区

健康づくり推進協議会※23の意見を聞きながら、杉並区健康づくり推進条例

の目標の達成状況について評価し、施策の方向性などを確認するとともに、

地域社会の多様な社会資源を活用しながら健康づくりを総合的に推進しま

す。 

3年間の取組 

国の「健康日本21（第三次）」及び「東京都健康推進プラン21（第三

次）」を踏まえ、杉並区健康づくり推進条例に基づき、杉並区の健康課題を

評価し、課題に沿った事業を総合的に実施します。 

関係機関とも連携をしながら、健康づくり教室、ＩＣＴ等を活用し動画作

成、健康スポットでの情報発信、若い世代から高齢期に至るまでのライフス

テージ毎の健康づくりに取り組みます。また、現行の歩数アプリを見直し、

歩数・検（健）診の受診・各種健康イベント参加などに応じたポイントを付

与するほか、健康情報の配信など、多くの方が利用できる総合的な健康アプ

リを導入します。 

                                                      
※23 杉並区健康づくり推進協議会：健康づくりに関する施策の実施に関して必要な事項の調査審議を行うため、杉並区健康づくり推進条例の規定

に基づき学識経験者や医療関係者、公募区民などで構成する区長の附属機関 

【１】区民と進める健康づくりの推進 
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（2）ヘルスリテラシーの向上 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

健康に関する情報を適切に収集し、正しく理解して、それを実際の行動に

つなげていくことができるよう、一人ひとりのヘルスリテラシーを高めてい

けるような各種健康講座の開催と健康づくり情報の発信を行います。 

区民、事業者、関係団体が主体的に健康づくりに取り組む際に有用な情報

を、収集、整理、分析して、区広報、ポスター、チラシ、区ホームページ

（すぎなみ健康サイト）や、ＳＮＳなどのＩＣＴを活用して発信します。 

また、保健センターは、地域健康づくりネットワークの情報拠点となり、

情報発信の場を作ります。 

3年間の取組 

若い世代からの健康づくりや高齢者介護予防などの各種講座等を対面式の

ほかＩＣＴを活用してオンライン講座や動画配信を行います。 

区公式チャンネルを活用し、各講座の動画等を配信し、区民がいつでも正

しい知識が得られ、予防のための運動習慣を促す等環境を整えていきます。 

区広報、ポスター、チラシ、区ホームページ（すぎなみ健康サイト）等で

の情報発信を引き続き行います。併せて、動画配信やＳＮＳなどＩＣＴを活

用して健康に関心の薄い方などが気軽にアクセスできる情報発信をしていき

ます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

ヘルスリテラシーにつ

いて、知っている者の

割合 

20.4％ 

（令和 6 年度） 
増やす 増やす アンケート調査 

年 1回以上定期健診

（人間ドッグを含

む。）を受けている者

の割合 

70.5％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

標準体重に近づけるよ

う、あるいは標準体重

を維持しようと心がけ

ている者の割合 

男性  

68.2％ 

女性 

75.2％ 

（令和 5 年度） 

男性  

増やす 

女性 

増やす 

男性  

増やす 

女性 

増やす 

喫煙が及ぼす健康被害

について知っている 

者の割合 

94.6％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 
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(3) 歯と口腔の健康づくりの推進 健康推進課 

概要 

生涯を通じ誰もが歯と口腔の健康の保持・増進ができるよう、地域の関係

団体と区民が一体となって、若い世代から切れ目のない歯と口腔の健康づく

りの推進に取り組みます。また、ライフステージの特徴に応じた取組を啓発

していくことで、生涯を通じた歯科保健の充実を図ります。 

成人歯科健康診査等の健診結果から、歯周病のリスクの高い対象者に、成

人期における歯周病予防と高齢期における口腔機能の維持・向上に関する適

切な情報を提供することで、歯科疾患の重症化予防の啓発を図ります。 

歯と口腔の健康に関心が薄い区民も適切な情報が取得できるよう、動画配

信やＳＮＳなどのＩＣＴを活用し、幅広い年代の区民が気軽にアクセスでき

る情報発信の充実を図ります。 

3年間の取組 

区民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、歯と口の健康週間に講演会

を開催するとともに、二十歳のつどいにおいて、口腔ケアの知識や歯周病予

防に関するリーフレットを配布する等、様々な機会を捉えてライフステージ

に応じた歯科保健の啓発に取り組みます。 

併せて、区の歯科健康診査のデータを活用し、歯周病のリスクの高い方

に、重症化予防のリーフレットを送付し、歯科疾患の重症化予防に取り組み

ます。 

また、誰もが容易に歯と口腔の健康について正しい知識を得られるよう

に、区の公式YouTubeすぎなみ健康チャンネルで動画を配信します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

80 歳で 20本以上自分

の歯を持つ者の割合 

82.1％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 事業実績 
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(4) 多様な主体による健康づくりの推進 健康推進課 

概要 

区民一人ひとりが主体的に身体と口腔の健康づくりに取り組めるよう、関

係団体及び民間事業者等との協働により、健康づくり応援店※24の拡充及び

よい歯健口フェスティバル※25を開催します。さらに、地域の団体及び事業

所の様々な取組内容を広く紹介することで、地域全体での健康づくり活動の

活性化を図ります。 

3年間の取組 

健康づくり応援店の新規登録の拡大、区民に向けた普及啓発に引き続き取

り組むとともに、区民や関係団体と協働し「よい歯健口フェスティバル」を

開催していきます。また、区内で健康づくりに積極的に取り組み、地域に貢

献する事業所・団体の表彰や事例集の発行を行います。 

医師会等の医療関係団体または地域団体とともに、健康づくり活動を推進

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※24 健康づくり応援店：健康栄養情報の掲示（健康情報店）やヘルシーメニューの提供（ヘルシーメニュー店）などを行い、区民の健康づくりを

推進する飲食店、惣菜店、コンビニエンスストア等で区が登録した店舗 

※25 よい歯健口フェスティバル：健康づくりの基礎となる歯と口の健康を地域で考えるきっかけをつくるために、地域の関係団体と協力して実施

する普及啓発イベント 

※26 健康づくりリーダー：すぎなみ地域大学の健康づくりリーダー講座を受講し、区へ健康づくりリーダーの登録をした区民。登録メンバーで

「杉並健康づくりリーダーの会」を組織し、区の支援を受けながら主体的に健康づくりの企画・運営を行っている 

 

(5) 健康づくりに取り組む団体の育成・支援 
保健サービス課 

健康推進課 

概要 

生涯にわたって健やかでいきいきと暮らせる健康長寿の地域社会を実現す

るため、健康づくりリーダー※26を育成・支援し、健康づくりを推進する区

民を増やします。これにより地域に健康づくりを広めて、区民の健康度を向

上させます。 

また、保健センターの健康講座等の参加者から生まれた自主グループや、

共通の趣味などでつながる区民グループが地域の健康づくり活動の担い手と

なるよう、技術や情報の提供などによる支援を行います。 

3年間の取組 

健康づくりリーダーの会では、積極的に健康づくりに関してリーダーが

個々に活動して、区民の健康づくりに寄与する活動や区民の健康寿命を延ば

せるような活動を行っており、区では引き続き支援を行っていきます。ま

た、自主グループ活動を支援するとともに、自主グループのメンバーを対象

に学習会等を実施し、活動支援を実施します。 



35 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

健康づくりリーダー 

登録数 

50 名 

（令和 5 年度） 
83 名 110名 事業実績 

 

 

(6) 受動喫煙防止対策等の推進 健康推進課 

概要 

区民の健康を守るため、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の規定に基

づく、受動喫煙防止対策の普及啓発を進めていきます。 

飲食店等の事業者や区民に対して、区広報や区ホームページを通じて受動

喫煙防止の周知・啓発を行うとともに、飲食店等における店内の喫煙状況標

示の順守と指導を進め、望まぬ受動喫煙の防止を図っていきます。また、飲

食店が適切な対策を取ることができるよう、技術的助言等を行います。 

3年間の取組 

区内飲食店を地域ごとに順次巡回訪問を行い、飲食店等の標識掲示調査や

周知啓発を図ります。さらに、主に区内飲食店の事業者等に対し、受動喫煙

に関する施設管理者ハンドブック※27等を送付し、受動喫煙防止対策を推進

します。  

 

 

  

                                                      
※27 施設管理者ハンドブック：健康増進法と東京都受動喫煙防止条例のポイントを分かりやすくまとめた施設管理者向けのハンドブック 
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○ 区民、事業者、関係団体等による主体的な健康づくりを進めるため、科学的根拠に基

づく健康づくりに関する情報の発信や、身近な地域で様々な健康づくりの活動が行え

るよう、環境整備を進めていきます。また、地域のつながりを生かした健康づくりや

社会活動への参加促進など生きがいを持って生活できる環境を整える支援を行いま

す。 

○ 健康に関心を持つ余裕がない方であっても、無理なく自然に健康な行動を取ることが

できる環境の整備を推進するため、保健医療分野のみならず、様々な分野と幅広く連

携していきます。 

 

 

 

 

 

 

（1）社会とのつながりの醸成 

健康推進課 

保健サービス課 

高齢者施策課 

概要 

社会とのつながりが豊かである方が、将来長く健康でいられ、認知症にも

なりにくいことが知られています。社会とのつながりを醸成するため、住民

や地域で活動する団体に向け、地域活動の状況などについて、情報提供の実

施や地域で活動する団体を通じて、参加者に健康づくりの情報を発信しま

す。  

3年間の取組 

健康を維持・向上するためには、本人の生活習慣の改善のみならず、地域

や人とのつながりと健康との関連など、ソーシャルキャピタル※28の重要性

について周知を図るとともに、各保健センターの健康講座等の参加者から生

まれた自主グループや、共通の趣味などでつながる区民グループが地域の健

康づくり活動の担い手となるよう、技術や情報の提供などによる支援を引き

続き行います。 

健康づくりリーダーの養成や区民等と協働の普及啓発事業及びイベントを

実施するほか、交流会等によるネットワーク作りを進めます。 

高齢者の知識及び経験を生かし、いきがいと健康づくりのための多様な社

会活動を実践するいきいきクラブ※29等に対して、様々な支援を行います。 

 

 

 

                                                      
※28 ソーシャルキャピタル：地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社会関係資本 

※29 いきいきクラブ：概ね 60 歳以上の高齢者が、自らの知識や経験を生かし、いきがいと健康づくりのために多様な社会活動を通じて、高齢期を

いきいきと過ごすことを目的とした地域団体 

【2】健康づくりを支援する社会環境の整備と質の向上 
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＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

地域活動に参加した 

者の割合 

13.6％  

（令和 5 年度） 
20.0％ 24.0％ 

杉並区区民意向 

調査 

健康づくり活動に参加 

した者の割合 

17.9％ 

（令和 5 年度） 
29.4％ 35.0％ 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

スポーツボランティア 

活動をした者の割合 

7.1％ 

（令和 5 年度） 
18.0％ 25.0％ 

杉並区スポーツ 

推進計画 

 

 

(2) 自然に健康になれるまちづくり 

都市整備部管理課 

みどり公園課 

健康推進課 

概要 

「誰でも、気軽に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に

基づくまちづくりを総合的に推進します。また、気軽に健康づくりに取り組

めるよう公園の健康遊具の活用推進に取り組みます。 

杉並区産 MaaS システム※30「ちかくも」の活用、「自転車フレンドリープロ

ジェクト※31」の展開により便利に楽しく安全に車利用からの転換を促進しま

す。  

3年間の取組 

① まちづくり 

「人生 100 年時代」の健康長寿社会に向け、子供や若者を含め、地域を超

えて生涯を通じた健康づくりを進めるため、誰もが健康に外出したり、まち

をストレスなく移動することができるようユニバーサルデザインのまちづく

りを進めます。 

② 公園の整備と活用 

健康遊具の設置等区民が健康づくりに取り組みやすい環境の整備を進めて

いきます。また、東京都の「TOKYO WALKIN MAP※32」を活用し、ウォーキング

マップ近くにある公園の健康遊具を紹介し、健康づくり支援を推進します。 

③ 車利用からの転換 

「ちかくも」の活用により、徒歩、自転車や公共交通の利用を促進し、便

利さ・楽しさを伝えていきます。また、環境負荷の低減や健康増進等の自転

車・公共交通の多面的な価値や魅力を周知するとともに、自転車を安全・安

心に利用できる環境づくりを行います。 

                                                      
※30 MaaS システム：Mobility as a Service の略。ICT 活用による移動をスムーズにつなぐ新たな「移動」の概念又は様々な移動サービスを１つに統合させ

たモビリティサービス 

※31 自転車フレンドリープロジェクト：未就学児を対象とした楽しみながら交通ルール等を学べるじてんしゃゲームの実施、区独自の自動車ドライバー向け

路面表示の設置など 

※32 TOKYO WALKIN MAP：東京都が運営する、区市町村等が作成したウォーキングマップを集約・情報発信するポータルサイト 
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(3) 身体活動向上への機会の充実 健康推進課 

概要 

「人生 100 年時代」の健康長寿社会に向けて、誰もが自分らしく健康に外

出し、まちをストレスなく歩き、運動することができるよう、関係機関との

連携のもとに取り組んでいきます。 

また、健康づくりは日常生活の中での動機付けが重要であることから、継

続して楽しく身体を動かす動機付けの機会の充実を図っていきます。 

3年間の取組 

チラシや区ホームページなどでウォーキングコースの紹介を行い、身近な

地域で体を動かすきっかけとなる有用な情報を発信していきます。 

健康アプリによる歩数や活動量の見える化など楽しく継続できる工夫を実

施していきます。また、身近な身体活動・運動としてエレベーターを使わず

に階段を使うことや、身体活動を増やす身近な目標として「今より 10 分多

く体を動かすこと＝＋10（プラス・テン）」を周知していきます。 

 
 

(4) スポーツを通じた健康づくりの推進 
健康推進課 

スポーツ振興課 

概要 

「区民の健康づくりに関する協定」を締結している民間運動施設との協働

により、区民が身近な運動施設で専門家による質の高い運動プログラム※33

を利用できる機会を提供し、民間運動施設との協定による生活習慣病予防の

推進を行います。また、区民が生涯にわたり心身共に健康で文化的な生活を

営むために、誰もがスポーツ・運動に親しむことのできる環境づくりを進め

ます。 

3年間の取組 

「健康づくりスポーツライフ連絡会※34」において区の事業計画や各事業

所の取組の情報交換を行います。専門家による指導や専用の器具等を使った

プログラムを案内し、区民が運動施設を気軽に利用できる機会を提供しま

す。 

地域の身近な場所で参加できるプログラム等の充実や、区民体育祭、スポ

ーツ・レクリエーション大会の開催、すぎなみスポーツアカデミーによる地

域人材の活躍支援等により、誰もがスポーツに親しむことができる場と機会

を充実していきます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

成人の週１回以上のス

ポーツ・運動の実施率 

58.3％ 

（令和 5 年度） 
64.0％ 65.0％ 

杉並区スポーツ 

推進計画 

                                                      
※33 区民の健康づくりに関する協定による運動プログラム：民間施設との協働により、専門家による指導や専用の器具等を使ったプログラムを案

内し、区民が参加しやすい内容や日程・プログラムを組み、運動教室等を実施 

※34 健康づくりスポーツライフ連絡会：区民の健康づくりに関する協定に基づく、定期的な連絡会 
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○ 区民の誰もが、生涯にわたって心身ともに健康で、豊かな人間性を育むために、食育

推進ボランティア※35をはじめ、個人、団体、企業などの多様な主体の参加と連携・

協力により食育を総合的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

 

(1) 食育の普及啓発 健康推進課 

概要 

区民の健康寿命を延伸するため、講演会や体験型のイベント、動画配信に

よる料理教室、レシピ集の配付等、様々な実施方法により食育の普及啓発を

行います。 

3年間の取組 

健全な食生活、歯と口の健康、食の安全性に関する知識等を講演会や体験

型のイベント、動画配信による料理教室、レシピ集の配布等により普及啓発

します。 

また、地産地消を取り入れた食育や、食品ロスの削減など、食の循環や環

境に配慮した食の在り方についてもイベント等で普及啓発します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

主食・主菜・副菜をそ

ろえて食べる者の割合 

48.1％ 

（令和 5 年度） 
70.0％ 80.0％ 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

減塩を心がけている者

の割合 

63.1％ 

（令和 5 年度） 
74.3％ 80.0％ 

果物の摂取量(1日当た

り)100g未満の者の割合

(20歳以上) 

45.5％ 

（令和 5 年度） 
35.5％ 30％ 

                                                      
※35 食育推進ボランティア：すぎなみ地域大学の講座を受講して登録するボランティアで、レシピ集等の配布や食育イベントへの参加等の食育活

動を行っている  

【3】食育活動の推進 
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(2) ライフコースに応じた食育の推進 

〔再掲→P61.P66.P72〕 

健康推進課 

保健サービス課 

保育課 

学務課 

高齢者在宅支援課 
 

 

(3) 健康的な食生活への環境整備 健康推進課 

概要 

区民が安全で健康的な外食や中食※36を選択できるよう、特定給食施設や

飲食店等への指導支援を行い、健康的な食環境を整備します。また、無駄の

出ない適量摂取に向けて食品表示や健康情報の提供を行う食品販売店等を増

やし、健康的な食の選択や食品ロスを減らせるような地域環境を整備しま

す。 

3年間の取組 

給食施設に対しては、栄養管理報告書の確認や巡回による個別指導や、講

習会の実施により栄養管理向上の支援を行います。 

また、健康栄養情報やヘルシーメニューの提供を実施する飲食店（健康づ

くり応援店）の登録店を拡大し、健康的な食生活を実践しやすい環境整備を

推進します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

健康づくり応援店（ヘ

ルシーメニュー店及び

健康情報店）実店舗数 

385店 

（令和 5 年度） 
535店 600店 事業実績 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
※36 中食（なかしょく）：弁当や惣菜等のテイクアウト、デリバリーを利用する等、家庭外で調理された食品を家庭や職場に持ち帰って食べる食事

形態 
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(4) 食育推進ネットワークの強化 健康推進課 

概要 

食育推進ボランティアを育成するとともに、その活動を支援していきま

す。 

また、食育に関する各施策の実効性を高めるため、食育推進ボランティ

ア、区民、地域団体、事業者、企業等の食育に係る様々な関係者と協力し

て、成長期の中学生を対象とした「すぎなみ朝ベジごはんメニューコンテス

ト※37」を実施するなど、多様な連携によりネットワークを拡充し、食育活

動を推進します。 

3年間の取組 

食育推進ボランティアを育成、活動支援を行い、協働で食育イベントを実

施、野菜のレシピ集を制作して青果店や杉並野菜販売所等への配布を行いま

す。 

また、区内の食育関係者で組織された食育推進実行委員会との協働で中学

2 年生を対象とした「すぎなみ朝ベジごはんメニューコンテスト」を実施

し、区民、地域団体、事業者、企業等の関係者とのネットワークを拡充し、

食育を推進します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

野菜の摂取量（1日あ

たり）350g（5皿）以

上の者の割合（20歳以

上） 

7.0％ 

（令和 5 年度） 
12.0％ 15.0％ 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

 

 

 

  

                                                      
※37 すぎなみ朝ベジごはんメニューコンテスト：中学 2 年生を対象とし、栄養バランス、野菜量などを審査基準とした朝食メニューコンテスト 
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○ 健康寿命の延伸を目指して、区民が自らの健康に関心を持ち、生活習慣病予防のため

に食生活、禁煙、運動、歯・口腔の健康などの生活習慣の改善に取り組めるように事

業を充実します。 

○ 「人生100年時代」の健康長寿社会に向け、糖尿病・メタボリックシンドローム※38・

ＣＯＰＤ※39等の生活習慣病を予防するため、正しい知識の普及啓発を図るととも

に、区民健康診査等を実施することにより疾病の早期発見に努めるほか、合併症や重

症化の予防対策を進めます。 

 

 

 

 

(1) 区民健康診査の実施 

健康推進課 

杉並福祉事務所 

国保年金課 

概要 

区民健康診査の対象者へ受診勧奨を行うとともに、未受診者については健

診期間中に再勧奨を行い、受診率の向上に努めます。こうした勧奨を通じ

て、生活習慣病の早期発見・予防を図り、区民の健康増進に取り組みます。 

3年間の取組 

健康を維持・増進するとともに、生活習慣病予防対策の一環として、糖尿

病などの疾患を早期発見するために、以下のとおり区民健康診査を実施しま

す。 

① 国保特定健康診査  

40～74 歳の国民健康保険加入者を対象とする国保特定健康診査を実施し

ます。 

② 後期高齢者健康診査 

後期高齢者医療制度※40加入者を対象とする後期高齢者健康診査を実施し

ます。 

③ 成人等健康診査 

30～39 歳で、職場などで健康診査を受ける機会のない人及び 40 歳以上で

医療保険に加入していない人を対象に、成人等健康診査を実施します。ま

た、30 歳代の成人等健康診査のうち杉並区国民健康保険加入者に対し受診

勧奨を行うとともに、医療保険に加入していない生活保護受給者等に対する

受診勧奨を福祉事務所と連携して実施していきます。 

                                                      
※38 メタボリックシンドローム：内臓脂肪症候群（内臓脂肪型肥満をきっかけに脂質異常、高血糖、高血圧となる状態） 

※39 ＣＯＰＤ：慢性気管支炎や肺気腫など慢性的に呼吸がしにくくなる肺の炎症性疾患の総称 
※40 後期高齢者医療制度：生活保護受給者を除く 75 歳以上全員と前期高齢者（65 歳～74 歳）で障害認定による者を対象とする他の健康保険とは

独立した医療保険制度 

【4】生活習慣病予防対策の推進 
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(２) 国保特定保健指導の実施 国保年金課 

概要 

国保特定健康診査の検査結果により、生活習慣病発症リスクが高いと判断

された方に対して、医療機関等と連携し、生活習慣の改善に向けた国保特定

保健指導を行います。 

3年間の取組 

国保特定保健指導の未利用者の方へ利用勧奨を行うほか、ビデオ通話シス

テム等のデジタル技術を活用した保健指導を実施するなど、利用の促進や利

便性向上を図り、区民の生活習慣の改善と生活習慣病の予防対策に努めま

す。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

国保特定健診受診率 
42.8％ 

（令和 4 年度） 
54.0％ 60.0％ 

（法定報告値） 

特定健診 

特定保健指導 
国保特定保健指導 

実施率 

10.3％ 

（令和 4 年度） 
16.7％ 20.0％ 

※令和 12年度の目標値は杉並区国民健康保険第三期データヘルス計画における令和 11年度の目標値を記載 

 

 

(3) 成人歯科健康診査等の実施 
健康推進課 

国保年金課 

概要 

歯科疾患の発症及び重症化予防とかかりつけ歯科医の定着を促すために、

20・25・30・35・40・45・50・60・70 歳の区民を対象に歯科健康診査と歯科

保健指導を実施します。 

また、76 歳の区民を対象に後期高齢者歯科健康診査を実施し、生涯にわた

る口腔機能の維持・向上を図ります。 

3年間の取組 

成人歯科健康診査を実施し、区民の歯科疾患予防とかかりつけ歯科医の定

着を促すとともに、後期高齢者歯科健康診査では、口腔機能の検査も併せて

実施することで、高齢期における口腔機能の維持・向上につなげていきま

す。 

また、地域の歯科医療機関と連携して、成人歯科健康診査等の精度の担保

に努めてまいります。 
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＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

40 歳の重度歯周疾患 

有病者率 

46.3％ 

（令和 5 年度） 
39.4％ 35.0％ 

事業実績 

（成人歯科 

健康診査） 

定期的に歯科健診を受

けている者の割合 

55.5％ 

（令和 5 年度） 
62.0％ 65.0％ 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

 

 

(4) 生活習慣病予防の普及啓発 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

生活習慣病予防のために地域の健康課題に則した実践的な講座を実施する

とともに、動画配信やＳＮＳなど IＣＴを活用して健康に関心の薄い方や幅

広い年代の区民が気軽にアクセスできる情報発信を行います。 

3年間の取組 

保健センター等で糖尿病や循環器疾患、歯周病等の生活習慣病予防の講座

を実施し、生活習慣病予防の啓発を図ります。 

区公式ホームページの「すぎなみ健康サイト※41」や区公式 YouTubeの「す

ぎなみ健康チャンネル※42」を更新するとともに、より多くの区民に向けて

周知し、幅広い年代の生活習慣病予防を図ります。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

国保メタボリックシン

ドローム該当者の割合

（40～74 歳） 

16.5％ 

（令和 4 年度） 
減らす 減らす 

（法定報告値） 

特定健診 

特定保健指導 国保メタボリックシン

ドローム予備軍の割合

（40～74 歳） 

9.9％ 

（令和 4 年度） 
減らす 減らす 

喫煙による健康影響と

してＣＯＰＤを知って

いる者の割合 

39.4％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

                                                      
※41 すぎなみ健康サイト：栄養士・保健師・歯科衛生士がお伝えしたい健康づくりに関する情報がたくさん記載された区公式サイト 

※42 すぎなみ健康チャンネル：杉並保健所が管理する公式サイトであり、栄養士・保健師・歯科衛生士がお伝えしたい健康づくり動画サイト 
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(5) 健診データの活用による生活習慣病（糖尿病）予防 

対策の推進 
健康推進課 

概要 

国保特定健康診査のデータから確認された糖尿病予備群等の方に、糖尿病

予防教室の案内や糖尿病予防リーフレットを個別に送付し、糖尿病の発症予

防や悪化の防止を図ります。 

3年間の取組 

健診データから抽出した糖尿病予備軍の方へ、糖尿病予防教室の案内や糖

尿病予防のための食事・栄養・運動のリーフレット、糖尿病予防動画の案内

を送付し、発症予防のための生活習慣改善について啓発をします。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

国保糖尿病患者数／ 

有病率 

患者数 

12,353人 

有病率 

11.3％ 

（令和 5 年度） 

増加を抑制する 増加を抑制する 
国保レセプト 

データ 

国保新規人工透析 

患者数 

26 人 

（令和 5 年度） 
減らす 減らす 事業実績 

糖尿病性腎症に関する 

知識を有する者の割合 

29.5％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 
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〇 新型コロナウイルス感染症の流行により、テレワークの普及・デジタル化・失業など

の生活様式や社会環境が大きく変化したことでストレスを抱え、心の病気になる人が

増加しました。区民がいきいきと安心して生活できるよう、うつ病対策や自殺対策な

どの取組を通じて、地域の精神保健福祉活動の充実を図ります。 

〇 精神疾患の患者が増加していることから、心の健康について区民が早期に相談ができ

るよう相談窓口の周知に努めるとともに、精神保健に関する相談などの取組を通じて、

心の健康づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

（1）精神保健に関する相談の充実 
保健予防課 

保健サービス課 

概要 

心の健康について区民が気軽に、かつ早期に相談ができるよう保健センタ

ー、医療機関及び関係機関等の相談窓口の周知に努めます。各保健センター

で行っている精神保健相談や医療機関及び関係機関等の相談窓口について、

区広報・区ホームページなどを活用し周知します。 

また、心の健康相談等を行う区職員の対応力の向上のため人材育成に取り

組みます。 

3年間の取組 

各保健センターで行っている精神保健相談や医療機関及び関係機関等の相

談窓口について、区広報・区ホームページなどを活用し周知します。 

保健センターで実施する「心の健康相談」では、うつ、幻聴幻覚、もの忘

れ、依存症、思春期問題、ひきこもり、ＰＴＳＤ※43及び発達障害など多様

化する問題に対応します。 

また、家族の心の健康に関し、同じような悩みを抱える人に向けた講演会

の開催や交流の場を作ります。 

さらに、心の健康相談等を行う区職員及び関係機関職員の対応力の向上や

関係機関との連携強化を図ります。 

 
 
 
 
 

                                                      
※43 ＰＴＳＤ：心的外傷後ストレス障害。災害など命の危険にさらされるような事件や衝撃、喪失体験のあと、その場を再体験する感覚や不眠、

過度の緊張状態、感情マヒなどの症状がでること 

【5】心の健康づくりの推進 
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(2) 心の健康に関する正しい知識の普及啓発 
保健予防課 

保健サービス課 

概要 

心の健康を保つために「休養」「睡眠」「ストレスへの対応」が重要であ

ることや精神疾患に対する正しい理解を図るため、講演会や区広報、区ホー

ムページを活用して普及啓発に努めます。 

3年間の取組 
精神保健学級や自殺予防月間の取組について、区広報・区ホームページな

どを活用した普及啓発を行います。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

睡眠で休養がとれて 

いない者の割合 

33.4％ 

（令和 5 年度） 
27.8％ 23.0％ 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 最近、１か月間にスト

レスが大いにある者の

割合 

21.7％ 

（令和 5 年度） 
減らす 減らす 

 

 

(3) 自殺対策の推進〔再掲→P119 第4章杉並区自殺対策 

計画（第2次）〕 

保健予防課 

保健サービス課 ほか 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

自殺の死亡率（人口 10

万人当たりの自殺によ

る死亡数） 

13.3％ 

（令和 5 年度） 
減らす 減らす 

人口動態調査 

（杉並区集計） 

ゲートキーパー 

養成者数※44 

2,389 人 

（令和 5 年度） 
3,000 人 3,450 人 事業実績 

 

 
 

 

                                                      
※44 ゲートキーパー養成者数：悩みや不安に寄り添えるよう、区のゲートキーパー養成講座を受講した区民・学校関係者・区職員等の数 
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(4) うつ病対策の推進 

保健予防課 

保健サービス課 

地域子育て支援課 

概要 

うつ病は早期に相談することが効果的であることから、うつ病について区

民に正しい情報を提供し、早期発見・早期対応を推進するとともに、本人や

家族への支援を行います。 

① 普及啓発の強化 

うつ病の早期発見のポイントやうつ病予防に関する情報について、区広

報、区ホームページ、パンフレット等を通じて周知を図るとともに、うつ病

に対する正しい知識や対応に関する講演会を開催します。 

② 出産前後のうつの早期発見・早期対応の推進 

ゆりかご面接※45などにより妊娠期からの相談体制を強化するとともに、

すこやか赤ちゃん訪問※46の際に母親に産後うつのスクリーニングを実施す

るほか、必要に応じて専門医等の相談につなぎます。 

③ 家族への支援の充実 

うつ病の方がいる家族を対象に、うつ病の理解と適切な対応についての講

演会を実施します。 

3年間の取組 

区民がうつ病について正しく理解するため、区広報及び区ホームページ並

びにパンフレットなどを通じて情報提供を行います。 

妊娠期から子育て期までのきめ細かな支援のため、妊娠届時にゆりかご面

接を実施し、妊娠中から相談対応を行います。出産後は、すこやか赤ちゃん

訪問時のスクリーニングなどにより早期対応を行います。必要に応じて、保

護者の心の相談の利用や医療機関受診ができるよう支援を行います。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

ストレスを感じている 

人のうち、相談した者

の割合 

69.5％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※45 ゆりかご面接：妊娠期から保健師等の専門職が関わり、一緒にセルフプランを作成する事業 

※46 すこやか赤ちゃん訪問：生後 4 か月までの乳児のいる全家庭に保健師や助産師等の専門職が訪問し、母子の健康状態や生活状況の把握、育児

に関する相談、子育てに関する情報提供を行い、産後うつの早期発見・早期対応や育児不安の解消・軽減を図る事業 
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(5) 精神障害者への療養支援 
保健予防課 

保健サービス課 

概要 

治療が必要にもかかわらず自ら医療にかかれない方や複合的な問題を抱え

る方を支援します。また、退院後の自立と社会経済活動への参加を促進する

ための支援計画を策定するなど継続的な支援を行うとともに、社会復帰訓練

を実施します。加えて、個別ケースの相談を通じて医療機関や関係機関と連

携・協力体制を強化します。 

3年間の取組 

精神疾患が疑われるものの精神科医療機関未受診や受療中断の方、警察官

通報されたが入院に至らなかった方などを対象に、本人の意思を尊重しなが

ら適切な医療機関受診や障害福祉サービスの利用を支援し、本人及び家族等

が安定した生活が送れるようにするために、地区担当保健師や精神保健福祉

士等が家庭訪問等の支援を行います。 

精神科病院への入院は長期化することが多く、退院後の生活がイメージし

にくくなることから、地域生活への移行と定着を目指し、入院中から病院に

訪問面接を実施し医療機関及び地域の関係機関と連携し退院に向けた調整・

支援を行います。 
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〇 在宅難病患者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるように、療養相談等を実施

するほか、関係機関と連携して療養環境を整備し、在宅難病患者の生活の質の向上を

図ります。また、様々な原因や症状があるアレルギー疾患について、重症化の予防や

症状を軽減させるための正しい知識の啓発に努めます。併せて、アレルギーの心配が

ある子どもとその保護者を対象に専門医によるアレルギー相談を実施します。 

 

 

 

 

（1）難病対策の推進 

保健予防課 

保健サービス課 

在宅医療・生活支援センター 

概要 

在宅難病患者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるように、療養相

談を実施するほか、各種支援制度等を適切に案内していきます。また、医

療、保健及び福祉等の関係機関と連携して、在宅難病患者の療養環境を整備

します。さらに、支援者のスキル向上を図るため、多職種研修を実施しま

す。 

3年間の取組 

在宅療養に当たり支援が必要と思われる対象疾患（例：筋萎縮性側索硬化

症）の難病患者が各保健センターに難病医療費助成を申請する際、保健師が

面接を行い、療養相談や各種支援制度等の紹介を行います。面接後は、患者

に関わる医療、保健及び福祉等の関係機関と連携して、在宅サービスの調整

を行い、療養環境を整備します。 

また、保健師や看護師等を対象とした多職種研修を実施し、支援者のスキ

ル向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【6】難病・アレルギー対策の推進 
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(2) アレルギー・ぜん息患者への支援 
保健予防課 

保健サービス課 

概要 

4 か月児健康診査及び 1 歳 6 か月児健康診査の際に、子どものアレルギー

や喘息の症状有無の問診を行います。アレルギーの心配がある子どもとその

保護者に対して、専門医によるアレルギー相談を実施するとともに、栄養士

及び保健師が対応について相談を実施します。 

区民がアレルギーや喘息について正しく理解するため、区広報や区ホーム

ページなどを通じて普及啓発を行います。 

3年間の取組 

気管支ぜん息患者等へ医療費助成を行うほか、アレルギー疾患の重症化予

防等に関する知識の啓発や専門医によるアレルギー相談等を実施します。 

① 大気汚染による健康障害者への医療費助成 

認定審査会で認定された気管支ぜん息等の患者に医療券を交付し、治療に

要した医療費を助成します。 

② アレルギー相談の充実 

4 か月児健康診査及び 1 歳 6 か月児健康診査の際に問診を行い、アレルギ

ーの心配がある子どもとその保護者に対して、専門医によるアレルギー相談

を実施します。 

③ アレルギーに関する情報提供 

区広報や区ホームページなどを通じて、アレルギーやぜん息に関する情報

提供を行います。 

④ 快適な住まいづくりの支援〔再掲→P111〕 
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○ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりを支援します。将来の健康状態を良好

に保つためには、成人期※47から健康づくりの意識を高め、自ら行動することが重要

です。また、子どもの発達段階に応じた生活習慣の確立、働く世代・子育て世代であ

る成人期の生活習慣の確立と維持、高齢者の生活機能の維持に加え、女性の特性を踏

まえた取組など、ライフステージを通じた健康づくりを推進します。 

○ 健康的な運動習慣や食習慣などの生活習慣を身に付けている子どもの割合を増やして

いきます。 

○ 出産・子育てに関する不安を軽減するとともに、産前・産後の支援を図り、妊娠期か

ら母子の健康づくりを引き続き推進していきます。 

○ 多くの高齢者が、いきがいを持って、生活を送るとともに地域共生社会づくりの担い

手となるなど、いきいきと活躍しています。 

○ ライフステージに応じた健康づくりを実践している女性の健康活動を推進していきま

す。 

○ 不妊相談だけでなく、思春期から老年期まであらゆる年代の女性に対して、女性の生活習慣

病予防やライフステージ毎の健康課題や悩みに関する相談窓口の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※47 成人期： 概ね 18 歳から 64 歳までの者 

施 策 ２ 

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの推進 
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○ 子どもが健康的な生活習慣を身に付けるためには、家庭を中心に学校、地域が連携し

て支援に取り組むことが求められます。生涯にわたる健康の基礎を作るため、保健指

導や学校における健康教育等を通じて、体力の基盤となる基本的生活習慣の改善・定

着や心の健康づくりを進めていくことが重要です。また、胎児期からの健康づくりを

進めるために、妊娠期から保健師等の専門職が関わり、母子保健を含む、健康づくり

の支援の充実を図ります。 

○ 健康づくりの基本となる生活習慣については、現状維持・悪化傾向にある指標がいく

つか見られており、世代間や男女間で達成状況に差あるものも見受けられます。成人

期は、仕事や育児等に忙しい世代となることから、自身の健康に関心を持つ余裕がな

い方を含め、日常生活の中で負担感なく取り組める身体活動や心の健康づくりを進め

ることが重要です。特に、働く人の健康づくりを推進するため、区内の企業等と連携

した取り組みを支援するとともに、一人ひとりが健康づくりに関する様々な情報をＳ

ＮＳ等で容易に入手し、健康アプリ等を活用しながら、自然と健康づくりに取り組め

るような環境の整備を推進します。 

○ 要介護高齢者の多くが、フレイルという段階を経て徐々に要介護状態に陥ることか

ら、高齢期※48になっても自立した日常生活を送るためには、フレイル予防に取り組

むとともに、フレイルの兆候に早期に気づいて適切な対応をとることが重要です。令

和6（2024）年度高齢者社会白書によると、高齢者の社会活動への参加状況といきが

いの感じ方について、何らかの活動に参加した人は、いきがいを「十分感じている」

または「多少感じている」と回答した者の割合が、84.4％を占めていることが報告さ

れています。社会参加は、人とのコミュニケーションにより脳の機能が活性化され、

認知機能の維持に効果があります。高齢期に元気で心豊かに自分らしく過ごすには、

フレイル予防に取り組むだけでなく、社会参加の支援と環境を整えることが求められて

います。 

○ 若年女性における健康課題の一つであるやせは、排卵障害（月経不順）や女性ホルモ

ンの分泌低下、骨量減少と関連すること、また、妊娠前にやせであった女性は、標準

的な体型の女性と比べて低出生体重児を出産するリスクが高いことが報告されていま

す。また、がんによる75歳未満年齢調整死亡率について、女性は、令和元（2019）年

までは減少傾向でしたが、令和4（2022）年は増加傾向に転じています。がんのリス

ク要因である生活習慣やがん予防に関する正しい知識の普及ならびに受診率向上に向

けた取り組みが必要です。女性の社会進出が進む中で、生涯にわたって健康な生活を

送るために、生活・労働環境等を考慮しつつ、女性が思春期・性成熟期、更年期、老

年期等の各ライフステージにおける健康状態に応じて、適確に自己管理を行えるよう

支援を推進していきます。 

 

 

 

 

                                                      
※48 高齢期：65 歳以上の者 
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○ 子どもは、発達段階に応じて健康に関する知識を得て、習慣的に運動を行うなど健康

的な生活習慣を確立し、健やかな心身と生活機能を獲得しています。社会活動に参加

し、多世代との交流を行っています。保護者をはじめとした周囲の大人は、子供の健

康を保つために必要な生活習慣について正しく理解し、子ども自身の力で実践できる

ようになるまで支援しています。また、胎児期からの健康づくりを進めるために、地

域で安心して妊娠・出産・育児をすることができる社会が実現されています。 

○ 成人期から、生活習慣病予防対策や、ロコモティブシンドローム※49、認知機能障害

の予防を意識して望ましい生活習慣を確立するとともに、社会活動への参加を通じ、

社会とのつながりを築いています。 

○ 高齢期になってからは、生活習慣病予防に加えてフレイル予防にも取り組み、加齢に

伴う体力の低下や障害があっても、やりがいや興味を持って社会活動に参加し、高齢

者がいきいきと暮らしています。 

○ ライフステージに応じた健康づくりを実践し、生涯を通じて女性がいきいきと暮らし

ています。 

 

 

 

 

         

         

         

         

         
 

 

 

                                                      
※49 ロコモティブシンドローム：運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態 

指標名 単位 現状値 

目標値 

9年度 

(2027) 

12年度 

(2030) 

(1) 
今後もこの地域で子育てをしたいと思う 

親の割合【乳幼児健康診査時アンケート】 
％ 

97.1 
≪5年度≫ 

98.0 98.0 

(2) 
健康であると感じている区民の割合 

【区民意向調査】 
％ 

83.6 
≪5年度≫ 

88.0 90.0 

(3) 
地域活動・ボランティア活動・働いている

高齢者の割合【区民意向調査】 
％ 

50.1 
≪5年度≫ 

48.9 50.0 

(4) 
習慣的に運動している女性の割合（20～64

歳）【杉並区生活習慣行動調査】 
％ 

33.9 
≪5年度≫ 

37.3 40.0 
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事業 

1 子どもの健康づくりの推進 

2 成人期における健康づくりの推進 

3 高齢期における健康づくりの推進 

4 女性の健康づくりの推進 
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○ 妊娠期から保健師等の専門職が関わり、一緒にセルフプランを作成するゆりかご面接

や、産後の身体的回復と心理的な安定を促進する産後ケア事業、生後4か月までの乳児

のいる全家庭を訪問する、すこやか赤ちゃん訪問などを行い、出産・子育てに関する

不安を軽減するとともに、産前・産後の支援を図り、母子保健を含む、健康づくりの

支援を実施します。 

○ 子ども自らが運動習慣の定着を図る取組の充実など、基本的生活習慣の定着、健康三

原則（栄養、運動、休養及び睡眠）、アクティブライフの実践の徹底を図り、子ども

が自ら健康的な生活スタイルを確立することができる施策を進めていきます。 

○ 学習指導要領※50に基づき、飲酒・喫煙防止教育や薬物乱用防止教育、性教育、生活

習慣病の予防に関する教育やがん教育等を推進し、発達段階に応じた健康教育を適

正に実施していきます。 

また、学校保健安全法※51による健康診断や法令に基づく統計調査の実施により、子

どもの健康状態を把握するとともに、健康管理を充実していきます。 

○ 集団への不適応や摂食障害など、児童・生徒の様々な心とからだの健康課題に対し

早期発見・早期対応を図るため、精神科医・産婦人科医等の専門家による学校相談

体制の充実を図ります。また、児童・生徒の抱える思春期特有の様々な悩みに対し

て、ヘルスケアに関する専門的な相談体制の整備を促進し、学校における重層的な

支援体制を構築するとともに、関係機関との連携を強化していきます。 

 
 
 

 

 

(1) 安心して妊娠・出産できる環境づくりに対する支援 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

妊娠を望む夫婦等が望む時期に安心して妊娠・出産ができるように、相談

体制及び財政的支援を実施します。 

また、区民が安心して身近な医療機関で出産できるよう、分娩を取り扱う

産科医や助産師への助成制度を継続して実施します。 

3年間の取組 

特定不妊治療費助成事業は、医療保険の適用外である先進医療について治

療費の一部を助成していきます。 

① 特定不妊治療費（先進医療）の助成 

高額な治療費のかかる特定不妊治療（先進医療）について、医療保険が適

用されない治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

                                                      
※50 学習指導要領：全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程（カリキュラム）の基準 

※51 学校保健安全法：学校における児童・生徒・および職員の健康の保持増進や安全の確保に必要な事項を定めた法律 

【１】子どもの健康づくりの推進 
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② 不妊相談等の実施 

妊娠を望む夫婦等や不妊に悩む夫婦等が気軽に利用できる講座・専門相談

等を行い、不妊に対する正しい知識の普及啓発と不安軽減を図ります。 

不妊相談については、24 時間いつでも気軽に相談できる体制を確保する

とともに、オンラインによる講座を実施します。 

③ 分娩手当支給事業の実施 

地域の産科医の減少に歯止めをかけ、身近で安心して子どもを出産できる

環境を整えるため、医療機関等が産科医・助産師に支給する分娩手当の一部

を助成します。 

④ 分娩施設整備助成事業の実施 

区民が安心して身近な医療機関で出産できる環境を整えるため、医療機関

に対して出産用のベッドを増やす際等に施設整備費の一部を助成します。 

 

(2) 母子保健の充実 
保健サービス課 

地域子育て支援課 

概要 

妊娠期から保健師等の専門職が関わり、一緒にセルフプランを作成するゆ

りかご面接や、産後の身体的回復と心理的な安定を促進する産後ケア事業、

生後 4 か月までの乳児のいる全家庭を訪問するすこやか赤ちゃん訪問などの

産前・産後の支援と経済的支援を合わせて行い、妊娠期から子育て期の切れ

目のない伴走型相談支援の充実を図ります。 

3年間の取組 

妊娠・出産後の心身の健康な生活に向けた正しい知識の普及や、保健師等

の専門職による相談・支援等を行い、安心して妊娠・出産できる環境整備を

推進します。また、出産後は保護者が健康で安心して子育てができ、乳幼児

が健やかに成長できるよう、妊娠期から切れ目のない母子保健サービスと子

育て支援サービスを総合的に推進します。 

① ゆりかご面接の実施 

妊娠の届出のあった全妊婦に保健師・助産師等の専門職が面接を行い、母

子保健や子育て支援サービスの情報提供を行うとともに、体調や相談の内容

に応じて、その後の育児までも見通したセルフプラン（ゆりかごプラン）を

作成する「ゆりかご面接」を実施します。面接後には、妊娠期から利用でき

る「子育て応援券（ゆりかご券）」を交付するとともに、経済的支援として

妊婦支援給付金を支給します。さらに、面接後も管轄の保健センターの保健

師が妊婦一人ひとりの実情を把握して相談等に応じるなど、不安の多い妊娠

初期から支援を実施します。 

② 出産育児準備教室の実施 

 妊娠・出産についての正しい知識の普及や仲間づくり、子育てに関する情

報提供を行う平日・休日母親学級に加え、保護者で協力して育児をする動機

づけを図る平日・休日パパママ学級を開催し、地域で安心して出産・育児が

できるよう取り組みます。 

③ 妊産婦健康診査の実施 

 妊婦健康診査のほか、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査を実施し、安全・

安心に妊娠から出産後まで過ごせるよう支援の充実を図ります。また、低所
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得等の妊婦に対する初回産科受診に要する費用の助成により、経済的な負担

を軽減することで、妊娠早期の段階から妊婦に寄り添い、必要な支援につな

げる取組を充実させます。 

④ 産後ケア事業の実施 

 母体のケアや休養、育児不安の軽減、育児技術の習得等を図るため、医療

機関等への委託により、宿泊や日帰り（個別・少人数）で行う産後ケアを実

施します。 

⑤ 新生児聴覚検査 

 新生児聴覚検査の費用の一部助成を実施します。聴覚の異常を早期に発見

し、言葉の発達などへの影響を最小限に抑えられるよう、適切な治療や支援

につなげます。 

⑥ すこやか赤ちゃん訪問の実施 

 生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を、保健師・助産師等の専門職が

訪問し、育児に関する様々な不安や悩みの相談に応じるとともに、子育てに

関する情報提供を行い、産後うつの早期発見・早期対応や育児不安の解消・

軽減を図ります。また、各保健センターの保健師が家庭の状況に応じて、訪

問後の継続した支援を関係機関と連携しながら行います。 

⑦ 訪問育児サポーター事業の実施 

 0 歳児の子どもの子育てに不安や悩みを持つ家庭の希望に応じて、育児経

験があり、区の研修を受けた訪問育児サポーターが訪問し、保護者の育児の

サポートや相談・助言を行います。 

⑧ あそびのグループ事業の実施 

 １歳 6 か月児健康診査後に、発達の偏り等の心配がある幼児とその保護者

に対し、親子参加型のグループ活動（あそびのグループ）を実施します。そ

の後も必要な場合には、あそびのグループプラスとしてグループ活動を継続

し、これらの活動を通じて保護者の子どもへの関わり等について助言を行う

とともに、療育機関等への円滑な通所に向けた支援を図ります。 

⑨ 乳幼児健康診査等の実施 

乳幼児の病気や身体発育・精神発達の問題等を早期発見・早期対応し、健

全な発育・発達を確認するため乳幼児健康診査（4か月児・6か月児・9か月

児・1 歳 6 か月児・3 歳児）を実施するとともに、保護者の育児不安を軽減

できるよう適切な保健指導や必要な育児支援を行います。また、歯と口腔の

健康づくりを進めるため、乳幼児歯科相談及び 1 歳 6 か月児、3 歳児におけ

る歯科健康診査を実施します。 

⑩ 育児相談・離乳食講習会等の実施 

乳幼児を持つ保護者に対する育児相談を実施するとともに、離乳食の進め

方について実践的な講習会を実施し、生涯にわたる健康な身体づくりの基礎

としての食の大切さや、健康的な食事の選び方等の支援を行い、食育を推進

します。また、日常的にも電話・面談等による相談を行います。 

⑪ 多胎児家庭支援事業の実施 

 多胎妊婦と多胎児家庭の子育てを応援するため、多胎児の妊婦や子育てす

る方の心身の不調や、育児不安等を軽減し、安心して子育てすることができ

るよう様々なサービスを提供します。 
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（3）身体活動・運動 
済美教育センター 

学務課 

概要 

子どもの健康的な生活習慣について、学校での授業を通し、生涯にわたっ

た健康づくりを視野に入れた適切な運動習慣が身に付くように推進します。

また、肥満傾向の子どもの増加や、情報化等を背景とした生活様式や生活環

境の変化に伴う身体的活動の減少、偏食・欠食などの課題が生じていること

から、子どもと保護者双方に普及啓発を行い、心身の健康を子どもたちが自

ら保持増進するために必要な能力や意識を育むことを推進します。 

3年間の取組 

小・中学校では、学習指導要領に基づき、体育科（保健領域）や保健体育

科（保健分野）等の学習を通して、健康教育の一環として、生活に取り入れ

ることが望ましい適切な運動習慣が必要であることなど、子どもたちが運動

と健康が密接に関連していることに考えをもてるように指導していきます。 

子どもたちを対象に小児生活習慣病予防検診を行うとともに、食生活や運

動習慣の改善が必要と思われる子どもに対し、個別に健康相談室による指導

及びフォロー健康相談室による事後指導を実施します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

習慣的に運動をしてい

る子どもの割合 

小学 5年 男子 

88.8％ 

小学 5年 女子 

84.4％ 

中学 2年 男子 

92.3％ 

中学 2年 女子 

86.2％ 

（令和 5 年度） 

小学 5年 男子 

増やす 

小学 5年 女子 

増やす 

中学 2年 男子 

増やす 

中学 2年 女子 

増やす 

小学 5年 男子 

増やす 

小学 5年 女子 

増やす 

中学 2年 男子 

増やす 

中学 2年 女子 

増やす 

東京都児童・生徒

体力・運動能力、

生活・運動習慣等

調査 

児童・生徒における 

肥満傾向児の割合 

小学 5年 男子 

11.7％ 

小学 5年 女子 

6.3％ 

中学 2年 男子 

9.4％ 

中学 2年 女子 

8.5％ 

（令和 4 年度） 

小学 5年 男子 

減らす 

小学 5年 女子 

減らす 

中学 2年 男子 

減らす 

中学 2年 女子 

減らす 

小学 5年 男子 

減らす 

小学 5年 女子 

減らす 

中学 2年 男子 

減らす 

中学 2年 女子 

減らす 

杉並区の学校保健

統計 
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(4) 喫煙・飲酒 
済美教育センター 

健康推進課 

概要 
学校教育と連携して喫煙などの状況を把握し、情報共有を図るとともに、

両親学級などの機会をとらえて喫煙や飲酒の健康被害の啓発を実施します。 

3年間の取組 

20 歳未満の飲酒・喫煙防止対策については、子育て世代や小中学生に向

け、受動喫煙、喫煙、飲酒による健康への影響について周知を図ります。ま

た、中学 2 年生と高校 2 年生を対象に、3 年に 1 回の未成年の健康習慣に関

する調査を実施し、未成年の飲酒・喫煙状況の把握に努めます。 

小・中学校では、学習指導要領に基づき、体育科（保健領域）や保健体育

科（保健分野）等の学習を通して、健康教育の一環として、喫煙、飲酒、薬

物乱用などの行為は、健康を損なう原因となります。また、そのような行為

には、個人の心理状態や人間関係、社会環境が影響することから、それらに

適切に対処する必要があることなど、健康な生活と病気の予防について理解

できるよう指導します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

未成年者の飲酒経験 

の割合 

中学 2年 男子 

3.5％ 

中学 2年 女子 

2.3％ 

高校 2年 男子 

9.1％ 

高校 2年 女子 

5.4％ 

（令和 5 年度） 

0％ 0％ 

中学生・高校生の

飲酒・喫煙・薬物

に関する調査 

未成年者の喫煙経験 

の割合 

中学 2年 男子 

0.3％ 

中学 2年 女子 

0.5％ 

高校 2年 男子 

2.3％ 

高校 2年 女子 

0.5％ 

（令和 5 年度） 

0％ 0％ 
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(5) 歯と口腔の健康 

保健サービス課 

学務課 

保育課 

概要 

歯科健康診査と保健指導を通じて、乳幼児期のむし歯予防の取組と口腔機

能の獲得に向けた普及啓発を行い、子どもの歯と口腔の健康づくりを推進し

ます。 

学齢期においては、乳幼児期の取組に加え、歯周病予防にも取り組み、今

後の歯と口腔の健康につながる支援をします。 

3年間の取組 

保健センターが実施する乳幼児を対象にした歯科保健事業と保育園・幼稚

園等の歯科健康診査を通じて、むし歯予防と口腔機能の育成に向けた支援を

します。また、必要に応じて関係機関や多職種と連携を図りながら事業を実

施します。 

学齢期においては、学校が実施する定期健康診断や口腔保健指導を通じ

て、子どもが自ら適切な歯科保健行動がとれるよう啓発を行います。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

4 本以上のむし歯（う

蝕）のある者の割合

（3歳児） 

0.65％ 

（令和 5 年度） 
減らす 減らす 事業実績 

むし歯（う蝕）のない

者の割合（12歳） 

76.6％ 

（令和 4 年度） 
78.0％ 80.0％ 

杉並区の学校保健

統計 

 

 

(6) 食育・栄養・食生活 

学務課 

保育課 

健康推進課 

保健サービス課 

概要 

保育園や学校では子どものときから望ましい食習慣の定着と食の選択力が

自然と身につくよう、給食を食育の媒体の要として食育活動を推進します。  

また、食育推進実行委員会や食育推進ボランティア等との協働で、体験型

のイベントや講座を通じて朝食の欠食率の改善や野菜摂取量の増加を目指し

ます。 

3年間の取組 

保健センターでは、乳幼児を持つ保護者に対しする育児相談や離乳食の進

め方についての実践的な講習会を実施し、生涯にわたる健康な身体づくりの

基礎としての食育の大切さや、健康的な食事の選び方等の支援を実施しま

す。 

学校では「国内産食材の日」や「地元野菜デー」を設けて生産地などを学

ぶ地産地消の食育を実施するとともに、学校で策定する「食に関する指導全
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体計画」を基に、学校給食を生きた教材として活用しながら、学校教育全体

を通じて組織的・計画的に食育を推進します。 

食育推進実行委員会と協働で、中学 2 年生を対象に、「すぎなみ朝ベジご

はんメニューコンテスト」と称して、生徒が自分でつくるバランスの取れた

朝食メニューコンテストを実施するなど、子どもたち自らが健康への関心を

高め、健康づくりに取り組めるよう健康教育・食育を推進していきます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

朝食の欠食率 

小学 5年 男子 

1.6％ 

小学 5年 女子 

1.3％ 

中学 2年 男子 

3.8％ 

中学 2年 女子 

3.7％ 

（令和 5 年度） 

0 に近づける 0 に近づける 

東京都児童・生徒

体力・運動能力、

生活・運動習慣等

調査 

児童・生徒における 

やせ傾向児の割合 

小学 5年 男子 

2.8％ 

小学 5年 女子 

3.8％ 

中学 2年 男子 

3.4％ 

中学 2年 女子 

5.0％ 

（令和 4 年度） 

小学 5年 男子 

減らす 

小学 5年 女子 

減らす 

中学 2年 男子 

減らす 

中学 2年 女子 

減らす 

小学 5年 男子 

減らす 

小学 5年 女子 

減らす 

中学 2年 男子 

減らす 

中学 2年 女子 

減らす 

杉並区の学校保健

統計 

 

 

(7) 休養・睡眠・心の健康 

済美教育センター 

保健予防課 

保健サービス課 

概要 

心の健康について理解を深めることができるよう支援します。 

児童・生徒がスクールカウンセラーなどに気軽に相談し、悩みや不安を和

らげることができる体制を強化するとともに、いじめや不登校などについ

て、未然の防止を図るため、学校・医療・保健・福祉などの各機関が連携し

て取り組みます。 

3年間の取組 

乳幼児期・学齢期は、心身ともに成長・発達の著しい時期です。特に、思

春期は子どもから大人への移行期にあたり、こころの成長と身体の成長がア

ンバランスになることがあります。このため、心身ともに健全で楽しい学校

生活が送れるよう健康への関心を深めるとともに、望ましい生活習慣の確立

と生活環境を整備します。また、いじめ・不登校・ひきこもりなどの問題を

抱える児童・生徒の社会問題化や、思春期やひきこもりなどのこころの問題

を抱える子どもや、その家族を包括的に支援します。 
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○ 仕事や育児等に忙しい成人期に対しては、日常生活の中で負担感なく取り組める身体

活動を働きかけるとともに、健康アプリ等を活用しながら自然に健康になれる環境づ

くりを推進し、健やかにいきいきと暮らすための心と身体づくりを支援します。 

○ 区内の企業等と協力をしながら、健康的な食生活の実践を支援するとともに、自身の

健康に関心を持つ余裕がない方も含め、多くの区民が無理なく自然と生活習慣を良く

改め、自然に健康になれる健康習慣を目指します。また、動画等のコンテンツを活用

し、日中の時間以外にも閲覧できるよう、正しい健康の知識の啓発に努めます。 

○ 心の健康を保つために、適切な休養、バランスのとれた食事、適度な運動等の健康的

な生活習慣の維持によりストレスとうまく付き合うなど、ストレスへの対処法を普及

していきます。特に、支援が必要な程度の心理的苦痛を感じている者の割合は、15歳

から54歳までの若年層や働いている世代でその割合が高くなっていることから、自身

や周囲の人のこころの不調に早めに気づく方法等について、情報提供に努めます。 

 

 

 

 

(1) 職域との連携推進・働く人への健康支援 

健康推進課 

保健サービス課 

障害者施策課 

介護保険課 

保育課 

概要 

定期的に区内の企業等への健康づくりに関する実態調査を実施し、働く人

の健康づくりに関する意識向上に努めるとともに、職域と連携を図ります。 

また、働く世代・子育て世代である成人期の生活習慣の確立と維持を図る

ため、飲酒喫煙、肥満、運動習慣、ストレスなどの多くの健康課題につい

て、区公式ホームページ等を活用し、運動・食育・心の健康など健康づくり

に向けた動画や役立つ情報を発信します。 

そのほか、健康づくり活動の良い事例を紹介し、健康づくりへの関心を高

めるために、区内の健康づくりに努めます。 

3年間の取組 

「働く人の健康づくり」を推進するため、区内の企業や社会福祉施設等にお

ける、健康意識や健康づくり推進活動に関してのアンケート調査を実施し、

状況把握に努めるとともに、ニーズに沿った健康に関する情報発信や健康づ

くり事業実施に努めます。 

また、区公式ホームページ等を活用し、自宅や職場でできる運動をはじ

め、生活習慣の改善に向けた動画や役立つ健康情報を発信するとともに、自

分の健康習慣を見直すきっかけとして、生活習慣病予防対策及び働く方々の

将来の健康を支援します。そのほか、地域で健康づくりに関する活動や従業

員に対する健康づくりの取り組みを行っている事業者や団体を表彰します。 

【２】成人期における健康づくりの推進 
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＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

生活習慣病予防が認知

症予防につながること

を知っている者の割合 

66.1％ 

（令和 6 年度） 
増やす 増やす 

アンケート調査 
健康問題でストレスを

感じている者の割合 

22.1％ 

（令和 6 年度） 
減らす 減らす 

女性特有の症状等に対

する職場環境が整って

いると感じている者の

割合 

72.0％ 

（令和 6 年度） 
増やす 増やす 

 

 

（2）身体活動・運動 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

健康づくりに関する普及啓発を実施するとともに、まちづくりに健康づく

りの視点を取り入れた、ウォーキングロード（遊歩道等）や運動施設の周

知、日常生活の中で自然に歩きたくなるような環境の整備を推進します。 

健康づくりに取り組む事業所等に、健康づくり表彰を実施し、健康づくり

に関する意識向上に努めます。 

3年間の取組 

身体活動・運動の意義や身体活動量を増やす方法について、教室や動画等

を活用し、普及啓発を行います。 

成年期においては、仕事や子育て等により多忙な世代が、普段から意識し

て歩く、階段を使うなど日常生活の中で身体を動かす機会をつくり、習慣化

できるよう身近な健康活動を紹介するなど、支援していきます。また、現行

の歩数アプリを見直し、歩数・検（健）診の受診・各種健康イベント参加な

どに応じたポイントを付与するほか、健康情報の配信など、総合的な健康ア

プリを導入し、継続できる健康づくり活動をより一層推進していきます。 

日常生活の中で身体を動かす機会が増えるよう、運動教室を実施するとと

もに区内のウォーキングロード（遊歩道等）や運動施設等を周知します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

日常生活における１日

当たりの平均歩数

（7,000歩以上／日の

割合） 

(7000 歩以上/日

の割合) 

20～64歳 男性 

45.4％ 

20～64歳 女性 

34.5％ 

（令和 5 年度） 

増やす 増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 
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習慣的に運動をしてい

る者の割合 

20～64歳 男性 

40.6％ 

20～64歳 女性 

33.9％ 

（令和 5 年度） 

20～64歳 男性 

46.0％ 

20～64歳 女性 

37.3％ 

20～64歳 男性 

50.0％ 

20～64歳 女性 

40.0％ 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

【再掲】成人の週１回

以上のスポーツ・運動

の実施率 

58.3％ 

（令和 5 年度） 
64.0％ 65.0％ 

杉並区スポーツ 

推進計画 

 
 

(3) 喫煙・飲酒 健康推進課 

概要 

喫煙者の禁煙の支援については、禁煙外来を実施する医療機関との連携の

もと、たばこの健康影響や禁煙の方法についての適切な情報提供を進めてい

きます。 

過度な飲酒は生活習慣病のリスクを高め、心の健康との関連もあることか

ら、適切な情報提供と啓発を進めていきます。 

3年間の取組 

喫煙（加熱式たばこを含む）が及ぼす影響について、区民が正しく理解す

るための普及啓発をさらに進めるとともに、禁煙したい方へ禁煙外来マップ

や禁煙に関するリーフレット等を通じて情報提供と啓発を行います。飲酒に

ついては、適正飲酒や健康への影響、妊娠・授乳中の女性の飲酒による影響

について、パネル展示やパンフレット等の配布を通じた普及啓発や相談をし

ていきます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

生活習慣病のリスクを 

高める量を飲酒してい

る者の割合 

20～64歳 男性 

19.2％ 

20～64歳 女性 

17,8％ 

（令和 5 年度） 

20～64歳 男性 

減らす 

20～64歳 女性 

減らす 

20～64歳 男性 

減らす 

20～64歳 女性 

減らす 杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

成人の喫煙率 

20～64歳 男性 

22.0％ 

20～64歳 女性 

8.2％ 

（令和 5 年度） 

20～64歳 男性 

減らす 

20～64歳 女性 

減らす 

20～64歳 男性 

減らす 

20～64歳 女性 

減らす 
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(4) 歯と口腔の健康 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

歯と口腔の健康に関する正しい知識を得られるよう、普及啓発を通じて、

かかりつけ歯科医での口腔管理の推進とともに、主体的に歯と口腔の健康に

取り組むことができるよう支援します。 

歯の喪失の原因となる歯周病は、糖尿病等の生活習慣病とも関係があり、

また喫煙が歯周病の危険因子となるから、それを踏まえた歯周病予防に取り

組みます。併せて、口腔機能の維持・向上に向けた適切な情報を提供し、ラ

イフコースに沿った歯と口腔の健康づくりを推進します。 

3年間の取組 

歯科疾患の早期発見と早期治療を促すとともに、身近な地域でかかりつけ

歯科医を持つきっかけになるよう、成人歯科健康診査を実施します。 

また、受診勧奨と併せて歯周病予防等の歯科保健に関する正しい知識を普

及啓発するために、区広報や区ホームページ等を通じて広く周知を行いま

す。 

保健センターが実施する歯周疾患予防教室や歯科健康診査等の機会を捉

え、若い世代を対象に歯科疾患予防に関する正しい知識と取組について啓発

を行います。 

 
＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

【再掲】40歳の重度 

歯周疾患有病者率 

46.3％ 

（令和 5 年度） 
39.4％ 35.0％ 事業実績 

なんでも噛んで食べる

ことができる者の割合 

（50歳～64 歳） 

86.5％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

 
 

(5) 食育・栄養・食生活 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

区民一人ひとりが、野菜や果物の摂取や減塩に配慮するなどの生活習慣病

やがんを予防し、健全で充実した食生活を実践できるよう保健センター及び

地域の様々な場や機会を通じて食育を推進します。また、地域の健康づくり

応援店や青果店等との協働により、バランスのよい食事の普及を行います。 

3年間の取組 

健康的な食生活に向けて子育て家族の食育教室や生活習慣病予防の実践的

な食育教室を実施します。また、杉並区健康づくり推進期間に合わせ、ＪＡ

との協働により若年層の家族も日常の健康な食事の実践に役立つようなイベ

ントの実施及び野菜のレシピの作成、配布を通して食育を推進します。 
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＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

朝食の欠食率 

20 歳～30歳代 

男性 22.8％ 

20 歳代 女性 

21.3％ 

（令和 5 年度） 

20 歳～30歳代 

男性 17.2％ 

20 歳代 女性 

17.2％ 

20 歳～30歳代 

男性 15.0％ 

20 歳代 女性 

15.0％ 杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 野菜の摂取量（1日あ

たり）350g（5皿）以

上の者の割合（20～64

歳） 

4.6％ 

（令和 5 年度） 
12.3％ 15.0％ 

 

 

 

(6) 休養・睡眠・心の健康 
保健予防課 

保健サービス課 

概要 

ストレスへの対処法、自身の心の不調に早めに気付く方法、周囲の人の悩

みに気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげ、見守ることの重要

性、身近な相談窓口や専門機関の普及啓発を実施します。 

3年間の取組 

心の健康は、人がいきいきと自分らしく生きるために重要であり、生活の

質に大きく影響します。ストレスに耐える力には個人差があり、それを大き

く超える強いストレスが続くと、心の病気が起こりやすくなります。支援が

必要な程度の心理的苦痛を感じている者の割合は、15 歳から 54 歳までの若

年層や働く世代でその割合が高くなっています。そのため、心の健康を保つ

ために「休養」「睡眠」「ストレス」への対応が重要であることから、区公式

ホームページ等を活用し普及啓発を行うとともに、働く人のメンタルヘルス

不調を予防するための冊子やストレスチェックシステムである「こころの体

温計※52」のツールを通じて、支援していきます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

睡眠で休養が取れてい

る者の割合 

20～64歳 男性 

54,4％ 

20～64歳 女性 

57.6％ 

（令和 5 年度） 

20～64歳 男性 

増やす 

20～64歳 女性 

増やす 

20～64歳 男性 

増やす 

20～64歳 女性 

増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

 

                                                      
※52 こころの体温計：自分の健康状態や人間関係、住環境などのストレス度が、水槽の中で泳ぐ金魚など複数のキャラクターが登場し、あなたの

ストレス度や落ち込み度を表示するツール 
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○ 筋力の低下や低栄養などに陥りがちな高齢者の特性を踏まえ、日常生活の中で負担感なく

身体活動量を増やす方法や、適切な量と質の食事（望ましい野菜、食塩、果物の摂取量及

び主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の摂取）、健康的な食生活の意義や栄養に関する

知識について普及啓発するとともに、関連した取組を行っていきます。 

○ 生涯にわたり健やかにいきいきと暮らすためには、特に健康状態が変化しやすい高齢期の

健康づくりが大切です。元気に自立して日常生活を送れるよう、高齢者が、住み慣れた地域

でいきいきと自立した生活を継続できるように、介護予防の基本的知識や取組方法の周知を

図るとともに、高齢者が参加しやすい「かよいの場」を設定する等の支援を行います。 

○ 「人生100年時代」の健康長寿社会に向け、多くの元気な高齢者が、いきがいを持っ

て生活を送るとともに、自らの知識・経験等を生かしながら、地域共生社会づくりの

担い手となって活動しています。 

 

 

 

 

 

(1) 高齢期の健康づくりと介護・フレイル予防・認知症 

予防の推進 

保健サービス課 

高齢者在宅支援課 

概要 

介護予防・フレイル予防・認知症予防のため、認知症予防教室などの健康

講座・講演会・オンライン講座を実施します。また、高齢者が、住み慣れた

地域でいきいきと自立した生活を継続できるように、介護予防の基本的知識

や取組方法の周知を図るとともに、高齢者が参加しやすい通いの場を設定す

る等の支援を実施していきます。 

3年間の取組 

介護予防事業・生活支援事業の着実な推進と今後の充実に向けた検討を進

めます。また、介護予防・フレイル予防・認知症予防に役立つ基本的な知識

を普及啓発するため、パンフレット等を作成し配布するとともに、高齢者を

対象にした講演会や身体能力測定会などのイベントや各教室を通じて介護予

防・フレイル予防・認知症予防に関する理解を深めます。 

① 介護予防普及啓発事業 

運動機能維持・改善や年齢とともにおきる口腔機能の低下の予防方法と、

バランスの良い食事のとり方などの理解を深めるために「足腰げんき教室」

「口腔・栄養講座」「65 歳からの身体能力測定会」などの講座を実施しま

す。また、介護予防・フレイル予防・認知症予防を目的として「介護予防・

認知症予防講演会」「認知症予防教室」を開催し、参加した受講者が具体的

な手法を身に付けることで自主的な介護予防等の活動につなげていきます。 

② 地域介護予防活動支援事業 

高齢者の社会参加や交流の機会を広げていくため、介護予防の意識を持っ

【３】高齢期における健康づくりの推進 
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て活動する自主グループや地域住民が主体となって運営する「わがまち一番

体操」「公園から歩く会」などの継続的な集いの場を支援し、今後も、地域

で支えあう介護予防活動を推進していきます。 

③ 地域介護予防活動支援者の育成・支援 

地域で介護予防の活動を担う人材を、養成講座を開催して育成していきま

す。また、地域介護予防活動支援者のレベルアップのため、専門職による相

談・支援や定期的な研修等を実施します。 

④ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

国保データベース（ＫＤＢ）システム上の健診・医療・介護等の情報か

ら、医療専門職が地域の健康課題を整理・分析し、支援が必要な対象者を抽

出して保健事業や介護予防事業へつなげるとともに、地域の関係機関や医療

関係団体等と連携しながら、糖尿病等の個別的支援を実施します。 

 
＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

65 歳以上の高齢者でい

きがいを感じている人

の割合 

76.0％ 

（令和 5 年度） 
79.0％ 82.0％ 

杉並区区民 

意向調査 
【再掲】地域活動・ボ

ランティア活動・働い

ている高齢者の割合 

50.1％ 

（令和 5 年度） 
48.9％ 50.0％ 

 

 

（2）身体活動・運動 

保健サービス課 

健康推進課 

高齢者施策課 

概要 

健康な高齢期を迎え、過ごせるよう、保健センター等で健康講座、講演

会、教室等を実施し、介護予防・フレイル予防や望ましい生活習慣の実践、

ロコモティブシンドロームの予防に効果的な運動について普及啓発を行いま

す。多くの元気な高齢者が、いきがいを持って、生活を送るとともに地域共

生社会づくりの担い手となるなど、高齢者のいきがい活動を支援します。誰

もが安全・安心に外出したり、活動したりすることができる環境整備を進め

ます。 

3年間の取組 

各保健センターでの健康講座や、介護予防・フレイル予防・認知症予防事

業を実施し、健康づくりの意識向上を図るとともに、いきがい活動支援とし

て、ゆうゆう館、コミュニティふらっと、高齢者活動支援センターの運営

や、いきいきクラブの活動支援を実施します。 

また、ユニバーサルデザインによるまちづくりや誰もが利用しやすい公園

づくり等を推進し、社会参加に資する環境整備を実施します。 
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そのほか、長寿応援ポイント事業※53を通して、高齢者の地域貢献活動や

いきがい活動、健康増進活動への参加を支援します。 

 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

日常生活における１日

当たりの平均歩数

（7,000歩以上／日の

割合） 

(7000 歩以上/日

の割合) 

65 歳以上 男性 

23.7％ 

65 歳以上 女性 

19.2％ 

（令和 5 年度） 

増やす 増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 習慣的に運動をしてい

る者の割合 

65 歳以上 男性 

56.5％ 

65 歳以上 女性 

45.3％ 

（令和 5 年度） 

65 歳以上 男性 

56.0％ 

65 歳以上 女性 

50.0％ 

65 歳以上 男性 

57.0％ 

65 歳以上 女性 

53.0％ 

ロコモティブシンドロ

ームの認知度 

37.8％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 

 

 

(3) 喫煙・飲酒 健康推進課 

概要 

禁煙の意向がある区民に対し、禁煙についての情報提供を行うとともに、

区ホームページやリーフレット等を通じて普及啓発を図ります。また、ＣＯ

ＰＤの原因や症状等、病気について正しく理解し、禁煙等の予防行動をとれ

るよう啓発を行います。 

過度な喫煙・飲酒は生活習慣病のリスクを高め、心の健康との関連もある

ことから、適切な情報提供と啓発を進めていきます。 

3年間の取組 

禁煙したい方へ、禁煙外来マップや禁煙に関するリーフレット等を通じて

情報提供と啓発を行うとともに、広報やパネル展示等を通じて喫煙や受動喫

煙の健康影響について普及啓発を図ります。また、喫煙による健康影響につ

いての展示とともにＣＯＰＤについての展示、リーフレット配布を行い、周

知を図っていきます。 

飲酒については、適正飲酒や健康への影響について、パネル展示やパンフ

レット等の配布を通じた普及啓発や相談をしていきます。 

 

 

                                                      
※53 長寿応援ポイント事業：区が事前に設定した地域貢献活動やいきがい活動等へ参加した高齢者に、商品券等を交換できるポイントシールを配

ることで、いきがいや支え合いを応援する仕組み 
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＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

生活習慣病のリスクを

高める量を飲酒してい

る者の割合 

65 歳以上 男性 

17.5％ 

65 歳以上 女性 

7.5％ 

（令和 5 年度） 

65 歳以上 男性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 

65 歳以上 男性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

成人の喫煙率 

65 歳以上 男性 

13.0％ 

65 歳以上 女性 

6.5％ 

（令和 5 年度） 

65 歳以上 男性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 

65 歳以上 男性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 

 
 

(4) 歯と口腔の健康 

健康推進課 

保健サービス課 

国保年金課 

概要 

成人期から引き続き、歯と口腔の健康に関する正しい知識を得られるよ

う、普及啓発を通じて、かかりつけ歯科医での口腔管理の推進とともに、主

体的に歯と口腔の健康に取り組むことができるよう支援します。 

歯科疾患による歯の喪失と加齢による口腔機能の衰えは、誤嚥性肺炎のリ

スクになるため、歯科疾患予防と口腔機能の維持・向上に関する適切な情報

を提供することで、ライフコースに沿った歯と口腔の健康づくりを推進しま

す。 

また、地域の関係団体と区民が一体となって、8020※54に取り組みます。 

3年間の取組 

歯科疾患予防と口腔機能の維持・向上を図るために、後期高齢者歯科健康

診査を実施します。受診後も歯と口腔の健康づくりに取り組むことができる

よう、よい歯健口体操のちらしの配布と介護予防事業「口腔・栄養講座」を

実施していきます。 

また、8020 を普及するために、地域の関係団体とともに「よい歯健口フ

ェスティバル」などの啓発イベントを開催します。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

【再掲】80歳で 20 本

以上自分の歯を持つ者

の割合 

82.1％ 

（令和 5 年度） 
増やす 増やす 事業実績 

 

 

                                                      
※54 8020：80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保つこと 
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(5) 食育・栄養・食生活 

健康推進課 

保健サービス課 

高齢者在宅支援課 

概要 

高齢者の低栄養は、フレイルを招き、健康寿命延伸の妨げとなることか

ら、自分にあった適量の食事をしっかり噛んで食べる、食を通じたフレイル

予防を推進します。また、高齢者が多様な暮らしの中で身体状況の変化に応

じた健全な食生活を送ることができるよう、食事の形態や調理法について区

民に周知するとともに、集いの場を設定します。 

3年間の取組 

適正な質と量の食事をとることが重要であることから、健診結果等から低

栄養状態の一定基準に該当する区民に、低栄養防止の個別支援プログラムお

よびフォローアップ会を実施します。また、医療機関や介護施設等との連携

を強化し、食情報の共有化を推進します。 

地域区民センターやゆうゆう館などで栄養バランスの良いメニュー紹介や

試食を行うことで、低栄養の改善や閉じこもり予防、仲間づくりにつながる

サロンを実施していきます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

主食・主菜・副菜をそ

ろえて食べる者（適正

な質と量の食事をとる

人）高齢者の割合 

64.7％ 

（令和 5 年度） 
70.0％ 80.0％ 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 低栄養傾向（BMI20 以

下）の高齢者の割合 

（65歳以上） 

27.7％ 

（令和 5 年度） 
減らす 減らす 

 

 

(6) 休養・睡眠・心の健康 

保健予防課 

高齢者施策課 

保健サービス課 

概要 

高齢になると、環境変化への対応低下、加齢に伴う衰えや病気などが増え

るため、うつ病になりやすいと考えられており、さらに定年退職等により喪

失感から、孤独・孤立感を感じ、倦怠感や元気がでないことなど心の健康を

維持することが非常に大切です。 

多くの元気な高齢者が、いきがいを持って、生活を送るとともに地域共生

社会づくりの担い手となるよう支援していきます。 
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3年間の取組 

うつ病は早期に対策を行うと早く回復しますが、高齢者が自分自身でうつ

病であることに気づくのは非常に難しく、同居する家族や周りのサポートが

大事です。また、単身世帯や高齢者のみの世帯等の高齢者が、必要な時に必

要な支援を受け入れる体制の充実を図るとともに、社会とのつながりを醸成

します。 

そのほか、就労支援センター・シルバー人材センターの運営支援や、すぎ

なみ協働プラザによるＮＰＯ就労支援を通して多様な働き方を支援するとと

もに、いきいきクラブの活動支援など、高齢者のいきがい活動支援をしま

す。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

睡眠で休養が取れてい

る者の割合 

65 歳以上 男性 

80.7％ 

65 歳以上 女性 

74.2％ 

（令和 5 年度） 

65 歳以上 男性 

増やす 

65 歳以上 女性 

増やす 

65 歳以上 男性 

増やす 

65 歳以上 女性 

増やす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 
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〇 女性の社会進出が進む中、女性が心身の変化に対応し、自分らしくいきいきと暮らし

ていけるよう、女性の健康づくりを支援します。 

〇 日頃から望ましい食習慣を身に付け実践し、適切な健康管理ができるよう、健康的な

食生活の意義や適正体重を維持することの重要性等について、普及啓発を行っていき

ます。また、飲酒の健康影響や、妊娠・授乳中の女性の飲酒による胎児・乳児への影

響等を踏まえ、年齢や性別、体質、アルコール代謝能力の個人差など、個人の特性に

応じた飲酒に関する正しい知識について、普及啓発を行います。 

〇 様々な女性の健康問題について、女性の自らの健康に対する意識付けを促し、女性の

ライフステージに応じた病気の予防・健（検）診受診等の行動変容につなげるため、

女性の健康を支援する普及啓発を行うとともに、「女性の健康週間」※55に合わせたイ

ベントや、女性の健康増進に関する正しい知識の普及啓発に取り組みます。また、健

康相談の充実を図り、女性の様々な健康課題や悩みに関する支援の充実を図ります。 

〇 乳がんや子宮がんなどのがん予防対策、さらには女性ホルモンが減少し、骨の代謝バ

ランスが崩れることで骨の量が減少し、骨粗鬆症※56による骨折のリスクが高くなる

など更年期以降に現れる問題も取り組むべき課題となっていることから、引き続きラ

イフステージに応じた女性特有の健康課題を学ぶ機会を増やすとともに、検診の受診

率の向上を図ります。 

 

 

 

 

（1）健康相談の充実 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

女性の健康問題に関する普及啓発を行うとともに、女性が生涯を通じて健

康で充実した日々を過ごせるよう、月経や更年期、不妊相談、女性特有の病

気など、様々な健康問題や悩みを相談しやすい体制の充実や、相談窓口の周

知を実施します。 

3年間の取組 

不妊相談だけでなく、成人期から老年期のあらゆる年代に対して、女性の

ライフステージ毎の健康づくりや月経、ＰＭＳ、思春期、周産期、婦人科疾

患、更年期、緊急避妊等の悩みに関して気軽に相談できるアプリ等を活用し

た相談内容の範囲を拡充するとともに、オンライン相談の無料回数を、３回

から無制限に変更し、相談窓口の充実を図ります。そのほか、各保健センタ

ーで女性の健康問題に関する相談事業を引き続き実施するとともに、国、東

京都、区が実施する相談窓口のより分かりやすい周知や連携に努めます。 

                                                      
※55 女性の健康週間：厚生労働省が、女性の健康づくりを国民運動として展開する、毎年 3 月 1 日から 3 月 8 日までの週間 

※56 骨粗鬆症：骨の量（骨量）が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気 

【４】女性の健康づくりの推進 
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（2）健康に関する総合的な支援 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

女性の健康問題に関する知識について普及啓発を行うとともに、特に若年

女性においての健康課題の一つであるやせは、排卵障害（月経不順）や女性

ホルモンの分泌定低下、骨量減少につながることから、女性の健康問題に関

する知識について普及啓発を行うとともに、様々な健康問題や悩みを相談し

やすい体制の充実を図ります。 

また、女性の社会進出が進む中で、心身の変化に対応し、女性が生涯を通

じて健康で充実した日々を過ごせるよう、月経や更年期、女性特有の病気な

どライフステージに応じた健康課題に関する講座の開催やリーフレット等の

配布を実施し、正しい知識やその対処法について若い世代から広く普及啓発

していきます。 

3年間の取組 

成人期から老年期まであらゆる年代に対して、女性の生活習慣病予防やラ

イフステージ毎の健康づくりに関する普及啓発を実施します。また、各保健

センターで女性の健康問題に関する相談事業を引き続き実施するとともに、

女性の健康週間を活用し、女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を

過ごすことができるよう、女性の健康問題に関するパネル掲示や講座等を実

施します。そのほか、ヘルスリテラシーの向上を図るため、女性の健康週間

や健康づくり月間の機会等を活用し、健康測定の機会を増やし、普及啓発に

努めていきます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

【再掲】女性特有の症

状等に対する職場環境

が整っていると感じて

いる者の割合 

72.0％ 

（令和 6 年度） 
増やす 増やす アンケート調査 

20 代・30代女性の 

やせの者の割合 

20 代 女性 

29.3％ 

30 代 女性 

19.0％ 

（令和 5 年度） 

減らす 減らす 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

【再掲】習慣的に運動

している者の割合 

20～64歳 女性 

33.9％ 

65 歳以上 女性 

45.3％ 

（令和 5 年度） 

20～64歳 女性 

37.3％ 

65 歳以上 女性 

50.0％ 

20～64歳 女性 

40.0％ 

65 歳以上 女性 

53.0％ 

【再掲】朝食の欠食率 

20 歳代 女性 

21.3％ 

（令和 5 年度） 

20 歳代 女性 

17.2％ 

20 歳代 女性 

15.0％ 
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【再掲】成人の喫煙率 

20～64歳 女性 

8.2％ 

65 歳以上 女性 

6.5％ 

（令和 5 年度） 

20～64歳 女性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 

20～64歳 女性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 
【再掲】生活習慣病の

リスクを高める量を飲

酒している者の割合 

20～64歳 女性 

17,8％ 

65 歳以上 女性 

7.5％ 

（令和 5 年度） 

20～64歳 女性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 

20～64歳 女性 

減らす 

65 歳以上 女性 

減らす 

 

(3) 母子保健の充実〔再掲→P57〕 
保健サービス課 

地域子育て支援課 

 
 

(4) 女性特有のがん対策 
健康推進課 

保健予防課 

概要 

女性特有のがんである乳がん、子宮頸がんの罹患率は、ともに増加してい

ることから、乳がん、子宮頸がん検診の実施による早期発見や子宮頸がんの

原因と考えられているヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症の予防とし

ての予防接種の推進に加え、正しい知識の普及啓発を実施します。 

また、仕事や家事、育児・介護などに追われて、自身の健康に関心を持つ

余裕がない方や検診受診を先送りしてしまいがちな方を含め、正しい知識の

普及啓発をしていきながら、がん対策を推進していきます。 

3年間の取組 

全国女性の乳がん罹患率は、40 代から 60 代にかけて多くなり、子宮頸が

ん罹患率は、20 代後半から 40 代で多くなります。がんは早期発見・早期治

療が重要であることから、がん検診の意義及び必要性について普及啓発する

と共に、受診率の向上を図ります。 

ＨＰＶワクチン接種については、区民に予防接種の効果やリスク等、正し

い知識の普及を行うとともに、区医師会等の関係機関と十分に連携し、接種

体制を確保していきます。 

また、女性の健康週間やがん征圧月間イベント等で、乳がん、子宮頸が

ん、ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）について普及啓発

を図ります。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

乳がん・子宮頸がん検

診受診率（項目） 

子宮頸がん  

(20～69歳) 

58.9% 

乳がん  

(40～69歳) 

66.6% 

（令和 5 年度） 

子宮頸がん  

(20～69歳) 

60.0%以上 

乳がん  

(40～69歳) 

70.0%以上 

子宮頸がん 

(20～69歳) 

60.0%以上 

乳がん 

(40～69歳) 

70.0%以上 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 
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(5) 骨粗鬆症対策と検診実施に向けた検討 
健康推進課 

保健サービス課 

概要 

女性は閉経後に急激に骨量が減少するため、男性より骨粗鬆症になる方が

多く、骨折のリスクが高まります。骨量は 10 代での運動・栄養により上昇

し、20 代をピークに 40 代まで持続することから、幅広い年代へ骨粗鬆症予

防についての啓発を実施していきます。 

無症状の段階で検診を受診することで骨粗鬆症及びその予備群を発見し、

早期に治療することが、骨粗鬆症による骨折患者の減少、ひいては健康寿命

の延伸につながると考えられることから、骨粗鬆症検診の実施に向け検討を

進めます。 

3年間の取組 

女性の健康週間や出産準備教室等の機会を活用し、パネル展示や骨密度測

定等を実施します。 

骨粗鬆症は男性より女性に圧倒的に多く、10 代の運動・栄養摂取が最大

骨量に影響することから、本人だけでなく、親世代への幅広い啓発を実施し

てきます。また、閉経後の骨量の減少割合を運動や栄養摂取の工夫により抑

えることが重要であることから、女性の健康講座等の実施により、健康づく

りを支援していきます。さらに、健康増進法に基づく骨粗鬆症検診の適正な

実施に向け、各機関と調整しながら検討を進めていきます。 
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○ 区民が、がんに関する正しい知識を身に付けるとともに、生活習慣の改善を図り、が

んになる確率を低くするための適切な行動ができるようにしていきます。また、がん

の原因と考えられている肝炎ウイルスやヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）の感染対

策に取り組んでいきます。 

○ がん検診については、がんの早期発見・早期治療のため、国の指針を踏まえたがん検

診の受診率の向上を図るとともに、精度管理の強化により、がん検診の質を向上さ

せ、がん死亡率の減少を目指していきます。 

○ がん患者と家族が安心して療養生活を送れるように、がん患者と家族への支援の充実

を図ります。 

 

 

 

 

 

○ がんは、区民の死亡原因の25.2％（令和5（2023）年）を占めており、第1位となって

います。がん対策については、健康増進法の改正による受動喫煙防止の取組や小学校、

中学校及び高等学校におけるがん教育の開始のほか、社会保険の適用範囲の拡大によ

る職域健診の受診機会の増加などの環境の変化が起きています。 

○ 国の研究結果から、生活習慣に気を付けて生活している人はがんになるリスクが低く

なることが分かっていることから、がんになることを防ぐ生活習慣の改善や健康教育

などの一次予防に取り組むことが大切です。 

○ がんの75歳未満年齢調整死亡率はおおむね改善傾向ですが、がん検診の受診率は新型

コロナウイルスの感染拡大による受診控え等の影響から完全に回復しておらず、受診

率向上に向けた取組が必要です。 

○ 生涯で2人に1人はがんになる時代と言われている中で、早期発見により、がんが治療

可能な疾病となってきたことなどを踏まえ、がん患者と家族への支援を充実させてい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 ５ 施 策 ３ 

がん対策の推進 
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○ がん対策が効果的に実施され、がんの75歳未満年齢調整死亡率が減少しています。 

○ がん患者と家族が安心して療養生活を送れるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      
※57 年齢調整死亡率：人口規模や年齢構成が異なる地域の死亡率を基準人口（昭和 60 年(1985 年)モデル人口）で補正して算出（人口 10 万対） 

指標名 単位 現状値 

目標値 

9年度 

(2027) 

12年度 

(2030) 

(1) がんの 75歳未満年齢調整死亡率※57 
男 － 

73.6 
≪4年≫ 

65.1 57.4 

女 － 
57.8 

≪4年≫ 
50.4 49.2 

事業 

1 がんの一次予防の推進 

2 がん検診の推進 

3 がん患者と家族への支援の充実 
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〇 がんの正しい知識やがんのリスクを減らす生活習慣の改善（一次予防）について、普

及啓発を図ります。 

 

 

 
 

(1)  たばこ対策の強化 健康推進課 

概要 

生活習慣の中でも喫煙（受動喫煙を含む）は種々のがんのリスク因子であ

り、たばこ対策を進めていくことが重要です。 

喫煙者の禁煙支援について、健康への影響や禁煙外来の普及啓発など適切

な情報提供と啓発を進めていきます。また、肺がん検診受診者のうち問診に

より喫煙していることが判明した方には、結果説明の際に禁煙支援を実施し

ます。 

中学生及び高校生に対し、飲酒・喫煙等についての調査を3年に1度行い、

調査結果については、杉並区健康づくり推進協議会など関係者に情報提供し

ます。 

妊娠をきっかけに自身や生まれてくる子どもの健康への関心が高まること

から、妊娠届や出産準備教室の機会を通じて、喫煙や受動喫煙による健康へ

の影響について普及啓発を図ります。 

3年間の取組 

禁煙外来マップを作成し、肺がん検診を実施する医療機関に配布するとと

もに、健診結果から禁煙したい方へ送付し、周知に取り組みます。 

 中学生及び高校生に対し、飲酒・喫煙等についての調査を令和8（2026）

年度に実施し、調査結果については、杉並区健康づくり推進協議会委員など

関係者に情報提供するとともに、小学6年生、中学3年生に対し、リーフレッ

トを通じて周知を図ります。 

 妊娠届出時や出産準備教室等において、喫煙や受動喫煙が妊婦や胎児だけ

でなく家族の健康に影響すること、禁煙方法などについて周知を図ります。 

 

 

(2)  がんの原因となるウイルス等への感染対策の推進 
保健予防課 

健康推進課 

概要 

肝炎ウイルスに感染すると自覚症状がないことが多く、本人が気付かない

うちに慢性肝炎から肝硬変や肝がんへ移行してしまうことがあります。区で

は、生後2か月から12か月までの乳児を対象に、定期予防接種を実施してい

ます。また、感染を早期に発見するため、区民健康診査の際に肝炎ウイルス

検査を実施するとともに、15歳以上で職場や他の制度で検査を受ける機会の

【1】がんの一次予防の推進 
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ない区民を対象に、杉並保健所で肝炎ウイルス検査を実施します。いずれも

未受診者を対象に無料で実施するほか、陽性者には東京都の医療費助成制度

を周知し、感染者の治療を支援します。 

また、子宮頸がんの原因と考えられているヒトパピローマウイルス（ＨＰ

Ｖ）感染症の予防等として、男性についてもＨＰＶワクチン接種の機会を確

保し、接種の効果や副反応などの情報提供を適切に行います。 

3年間の取組 

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を実施し、結果が、陽性等であった方に対

し、適切な保健指導および医療機関への受診勧奨等のフォローアップを行い

ます。また、Ｂ型肝炎及びＨＰＶワクチン接種については、予防接種の効果

やリスク等、区民に正しい知識の普及を行うとともに、区医師会等の関係機

関と十分に連携し、接種体制を確保します。 

 

 

 

 

(4)  がんに関する教育の充実 済美教育センター 

概要 

小・中学校では、学習指導要領に基づき、体育科（保健領域）や保健体育

科（保健分野）等において、小学校では、主としてがんに関する教育を通じ

て健康と命の大切さについて学ぶとともに、中学校では、主としてがんに関

する科学的根拠に基づいた正しい知識を理解することを狙いとして、がんの

予防等、がんに関する教育を行います。また、医師やがん患者等の外部講師

を活用した授業を行うなど、がんに関する教育の充実を図ります。 

3年間の取組 

学習指導要領を踏まえ、健康教育の一環として、体育科（保健領域）や保

健体育科（保健分野）等の学習を通して、がんについての正しい知識と、が

んと向き合う人々に対する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康

と命の大切さについて学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の

育成を図ります。また、がん教育における外部講師活用を促進します。 

(3)  がんを予防する生活習慣の普及啓発 健康推進課 

概要 

生活習慣の改善によりがんを防ぐことは、がんによる死亡率の減少の第一

歩であり、区民が望ましい生活習慣を意識し実践できるよう普及啓発に取り

組みます。がん予防の科学的根拠に基づく正しい知識として、がん発症の要

因や仕組みとともに、がんになるリスクを減らす5つの健康習慣（「禁煙」

「適正な飲酒」「バランスの良い食事」「適度な運動」「適正体重の維

持」）について、講演会、がん征圧月間でのキャンペーンＰＲの実施に加

え、リーフレットの配布や区ホームページ等で普及啓発を図っていきます。 

3年間の取組 

区ホームページや講座・イベント等で、がんになるリスクを減らす５つの

健康習慣や区でがん検診を実施する5つのがん（胃、肺、大腸、子宮、乳

房）の正しい知識と予防について周知をします。さらに、女性特有のがんに

ついては、乳がん、子宮がんの正しい知識や、ブレスト・アウェアネス（乳

房を意識する生活習慣）についての啓発を充実させます。 
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(1) 科学的根拠に基づくがん検診の実施 健康推進課 

概要 

がんによる死亡を減少させるためには、予防効果のあるがん検診を実施す

る必要があります。国は、死亡率減少効果に関する科学的根拠や、国内外の

ガイドラインによる推奨度を踏まえた検診方法を、区市町村が実施すべきが

ん検診（対策型がん検診）として指針（がん予防重点健康教育及びがん検診

実施のための指針）に示しています。区民のがんによる死亡率の着実な減少

を目指し、国の指針を踏まえた対策型がん検診の実施に取り組みます。 

3年間の取組 

国の「がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」に基づいた対策

型がん検診として、杉並区医師会と連携し、指針で定められたがん検診の内

容（下記表のとおり）に沿い、胃がん（胃部エックス線検査及び胃内視鏡検

査）、肺がん、子宮頸がん、乳がんと大腸がんの 5 種類のがん検診を実施し

ます。 

 

                                                      
※58 喫煙指数:1 日の喫煙本数×喫煙年数 

検診の種類 効果のある検診方法 対象者 受診間隔 

胃がん検診 
胃部エックス線検査または 

胃内視鏡検査 
50歳以上 

2年に 1回(当分の間胃

部エックス線検査に関

しては年 1 回の実施も

可) 

肺がん検診 

胸部エックス線検査 

(喀痰検査は原則 50歳以上で

喫煙指数※58が 600以上の方の

み。過去の喫煙者も含む。) 

40歳以上 年 1 回 

大腸がん検診 免疫便潜血検査 2日法 40歳以上 年 1 回 

〇 がんの早期発見・早期治療のため、国の指針を踏まえたがん検診について、受診率の

向上を図るとともに、がん検診の質の向上のために精度管理を強化し、がん死亡率の

減少を目指します。 

【2】がん検診の推進 
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(2) がん検診受診率の向上 健康推進課 

概要 

がん検診電算システム※59を活用した効果的な個別受診勧奨等に取り組

み、がん検診受診率の向上を図ります。特に40歳（子宮頸がん検診は20歳）

から69歳の働き盛りの区民の受診率を高める取組を強化します。 

また、国のがん検診推進事業である「新たなステージに入ったがん検診の

総合支援事業」を実施し、子宮頸がん検診・乳がん検診の初年度の受診対象

者（子宮頸がん検診：20歳、乳がん検診：40歳）に対して、無料クーポン券

と検診手帳を配布するなど、新規受診者の獲得と、継続受診の動機付けを図

ります。 

さらに、継続受診には個別通知はもとより、かかりつけ医からのアプロー

チが効果的であることから、杉並区医師会との連携により、対面によるがん

検診の結果説明のタイミングなどを活用して勧奨していきます。 

これらのほか、区広報や区ホームページへの掲載、検診実施機関へのポス

ター掲示や区立施設でのリーフレットの配布に加え、Ｘ・フェイスブックな

どのＳＮＳを活用した啓発にも努めていきます。   

3年間の取組 

区のがん検診システムを活用し、対象者に対し、本人の申込なしに受診券

シールを送付する個別勧奨を実施します。 

また、杉並区医師会と連携し、検診の結果については、全受診者に対し原

則対面で説明することとし、がん検診は継続して受診することが重要である

旨を伝えることで、継続受診に繋げていきます。 

さらに、検診実施医療機関との連携を強化し、検診未受診の方には受診券

シール申込ハガキが付いたがん検診案内チラシを手渡すなど、未受診者への

勧奨を強化し受診者の増加を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※59 がん検診電算システム: 検診の効率的な実施や精度管理を目的とした、対象者の抽出から検診結果把握まで一括管理できるシステム 

乳がん検診 
乳房エックス線検査 

（マンモグラフィ） 

40歳以上の女

性 
2年に 1回 

子宮頸がん 

検診 
子宮頸部細胞診 

20歳以上の女

性 
2年に 1回 
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＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

がん検診受診率 

（5項目） 

胃がん 

(50～69歳) 

46.7% 

肺がん 

(40～69歳) 

48.6% 

子宮頸がん 

(20～69歳) 

58.9% 

乳がん 

(40～69歳) 

66.6% 

大腸がん 

(40～69歳) 

46.4% 

（令和 5 年度） 

胃がん 

(50～69歳) 

60.0%以上 

肺がん 

(40～69歳) 

60.0%以上 

子宮頸がん 

(20～69歳) 

60.0%以上 

乳がん 

(40～69歳) 

70.0%以上 

大腸がん 

(40～69歳) 

60.0%以上 

胃がん 

(50～69歳) 

60.0%以上 

肺がん 

(40～69歳) 

60.0%以上 

子宮頸がん 

(20～69歳) 

60.0%以上 

乳がん 

(40～69歳) 

70.0%以上 

大腸がん 

(40～69歳) 

60.0%以上 

杉並区生活習慣行

動調査（3年ごと

実施） 

 

 

(3) がん検診の質の向上 健康推進課 

概要 

がん医療の専門家及び杉並区医師会の医師で構成する「杉並区がん検診精

度管理審議会」及び「杉並区胃内視鏡検査による胃がん検診精度管理審議

会」において、専門的な知見に基づくがん検診の実施体制や精度管理の在り

方等について審議し、安全で質の高いがん検診を安定的に行える体制を継続

して整えていきます。 

また、がん検診を受診し、要精密検査と判定されたにもかかわらず、精密

検査を受診しないことは、がんの発見の遅れにもつながります。がん検診の

結果が「要精密検査」であった方の中で、一定期間経過しても精密検査の受

診結果の報告がない等の状況が把握できない区民について、がん検診電算シ

ステムを活用して、検診を実施した医療機関又は本人に対し、精密検査の受

診状況調査や受診勧奨を行います。調査結果に応じて、再勧奨や追跡調査を

実施するなど、精密検査受診率の向上を目指します。   

3年間の取組 

2 つの審議会の意見を踏まえ、がん検診の精度管理の向上を図り、安全で

質の高いがん検診を実施します。 

また、検診の結果が「要精密検査」であった方に必要な精密検査を受診し

ていただくように、要精密検査となった方については、検診実施機関におい

て全員対面による結果説明を行い、精密検査受診勧奨を含め検診後の指導を

確実に行います。その後、精密検査受診が確認できない方については、個別

に再勧奨及び受診状況調査を実施し、精密検査受診率の向上を図ります。 
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＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

がん検診精密検査受診

率（6 項目） 

胃がん(X 線) 

(50～69歳) 

100.0% 

胃がん(内視鏡) 

(50～69歳) 

100.0% 

肺がん 

(40～69歳) 

89.8% 

子宮頸がん 

(20～69歳) 

94.9% 

乳がん 

(40～69歳) 

95.1% 

大腸がん 

(40～69歳) 

80.2% 

（令和 4 年度） 

胃がん(X 線) 

(50～69歳) 

90.0%以上 

胃がん(内視鏡) 

(50～69歳) 

90.0%以上 

肺がん 

(40～69歳) 

90.0%以上 

子宮頸がん 

(20～69歳) 

90.0%以上 

乳がん 

(40～69歳) 

90.0%以上 

大腸がん 

(40～69歳) 

90.0%以上 

胃がん(X 線) 

(50～69歳) 

90.0%以上 

胃がん(内視鏡) 

(50～69歳) 

90.0%以上 

肺がん 

(40～69歳) 

90.0%以上 

子宮頸がん 

(20～69歳) 

90.0%以上 

乳がん 

(40～69歳) 

90.0%以上 

大腸がん 

(40～69歳) 

90.0%以上 

事業実績 

※指標対象年齢を 40～69歳とする（胃がんは 50～69 歳、子宮頸がんは 20～69歳） 
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(1) 相談支援の充実 在宅医療・生活支援センター 

概要 
がん患者と家族からの相談に対して、適切な対応が図れるように人材育成

等を行います。 

3年間の取組 

がん患者と家族からの相談に応じる多職種の職員を対象とした研修を実施

し、対応力の向上を図るとともに、支援者間の顔の見える関係づくりを進め

ます。また、相談窓口等をまとめたリーフレットを作成し、相談内容に応じ

た窓口を適切に案内します。 

 

 

(2) 緩和ケア等の普及啓発 
在宅医療・生活支援センター 

健康推進課 

概要 

がんと診断されたときから、患者と家族が病気に伴う心と体の痛みを和ら

げられるように、緩和ケア等の普及啓発を図ります。 

また、働く世代のがん患者に対し、がんになっても働き続けることができ

るように情報を提供し、がんになっても自分らしく安心して暮らせるよう支

援します。 

3年間の取組 

緩和ケアに関する講座を開催するほか、口腔ケア等のリーフレットを作成

し、がん患者と家族への周知を図ります。また、仕事と治療の両立を支援す

るため、経験者等によるセミナーを開催するとともに、働きやすい職場づく

りの促進に向けて、区内企業への普及啓発に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

〇 がん患者と家族が安心して療養生活を送れるように、相談支援の充実や緩和ケア等の

普及啓発、アピアランスケアの支援に取り組みます。 

 

 

【3】がん患者と家族への支援の充実 
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(3) アピアランスケアの支援 
在宅医療・生活支援センター 

健康推進課 

概要 

がんになっても、治療を受けながら、がんに罹患する前と変わらず自分ら

しく生活できるように、脱毛や乳房の切除などの外見（アピアランス）の変

化に起因する苦痛を軽減するためのアピアランスケアを支援します。 

3年間の取組 

がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化で悩みを抱えている患者が購

入等したウィッグ・胸部補整具の費用を助成し、心理的及び経済的な負担軽

減を図ります。 
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○ 救急医療体制の更なる充実を図るため、小児急病診療を含めた医科・歯科の救急医療

の確保に取り組みます。また、災害発生時には緊急医療救護所※60の円滑な設置・運

営を行い、非常時にも必要な医療が安心して受けられる環境づくりを進めます。 

○ 高齢者等の在宅医療については、在宅療養者が住み慣れた地域で安心して医療を受け

られるように、ＩＣＴ等を活用して在宅医療と介護の連携を強化します。 

○ 軽症から重篤な症状まで病状に適した医療を円滑に受けることができるように、地域

医療連携を推進していくとともに、かかりつけ医等の普及・定着について取組を進め

ます。 

○ 障害者の地域医療体制については、専門医療から身近な地域医療への移行支援や関係

機関の連携強化により、在宅医療体制の強化を進めます。 

 

 

 

 

 

○ 少子高齢化の加速に伴い各病院の機能分化が進み、地域医療の提供体制が大きく変化

することが見込まれます。そのため、かかりつけ医等による日頃の健康管理を推進す

るとともに、区がこれまで培ってきた地域医療体制を発展させ、区民が安心して医療

を受けられる体制づくりが必要です。 

○ 医師の働き方改革等により、特に不足する傾向がある小児急病診療を含めた医科・歯

科の救急医療の確保等により、更なる救急医療体制の充実を図っていく必要がありま

す。 

○ 災害時の医療体制については、医療機関との連携・強化と併せて、進歩の著しいＩＣ

Ｔの活用を含めた通信体制の拡充に取り組む必要があります。 

○ 高齢者人口の増加に伴い、在宅医療のニーズが高まっており、在宅療養者が安心して

医療を受けられるように、在宅医療と介護の連携を強化していく必要があります。 

○ 障害者の地域医療体制の整備については、在宅への移行に向けた支援や、かかりつけ

医が対応しやすい体制整備に向けて取り組んでいく必要があります。 

 

 

  

                                                      
※60 緊急医療救護所：大地震等の災害が発生し,多数の傷病者が発生したときは、発災後おおむね 72 時間までに開設する救護所であり、主に軽症

者の治療を行う 

施 策 ５ 施 策 ４ 

地域医療体制の充実 
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○ かかりつけ医等による日頃の健康管理が推進され、区民が安心して医療を受けられる

環境が整っているとともに、休日等の医療や相談の体制が充実し、区民の救急医療体

制に対する安心感が増しています。 

○ 医療機関等関係機関の連携・協力により、災害時における緊急的な医療体制が確保さ

れるとともに、災害時要配慮者等に対する必要な支援体制が整備されます。 

○ 在宅医療と介護の連携が図られるなど、在宅療養者が安心して医療を受けられる体制

が整っています。 

○ 在宅訪問診療所と地域基幹病院が連携し、障害者が身近な地域で診療が受けられる体

制が確保されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標名 単位 現状値 

目標値 

9年度 

(2027) 

12年度 

(2030) 

(1) 
かかりつけ医療機関がある区民の割合 

【区民意向調査】 
％ 

63.7 
≪5年度≫ 

64.0 65.0 

(2) 
救急医療体制に安心感を持つ区民の割合 

【区民意向調査】 
％ 

71.3 
≪5年度≫ 

78.0 80.0 

(3) 
在宅医療を受けた人数【在宅療養支援診療所、 

在宅療養支援病院に係る報告書（7月～6月実績）】 
人 

9,542 
≪4年度≫ 

9,700 9,900 
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事業 

1 地域医療連携の推進とかかりつけ医等の定着 

2 救急医療体制の充実 

3 災害時保健医療体制の充実  

4 在宅医療体制の充実 

5 障害者の地域医療体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



91 

 

 

 

 

 

 

〇 杉並区医師会等と協力し、かかりつけ医等の普及・定着と、地域の医療機関同士の連

携を推進するとともに、医療安全の確保に務め、区民が安心して医療を受けられる体

制づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※61 構想区域：将来の機能区分ごとの必要病床数を算出するための区域。都の構想区域は二次保健医療圏（必要な入院病床数や診療体制を圏域内

で基本的に確保し、包括的な保健医療サービスを提供する、複数の区市町村を単位とする圏域）に一致する。杉並区は新宿区、中野区ととも

に区西部構想区域に属する 

(1) 地域医療連携の推進 健康推進課 

概要 

少子高齢化の加速に伴い各病院の機能分化が進み、地域医療体制が大きく

変化しています。地域医療構想調整会議に積極的に参加し、区内医療機関と

連携を取りながら、地域医療の充実を図ります。 

3年間の取組 

東京都が設置した地域医療構想調整会議は、都民、東京都、区市町村、医

療機関、保険者等が参加し、構想区域※61ごとに不足する医療について、現

状と課題を共有しながら、具体的な対応策を話し合う場です。区は、地域医

療構想調整会議に積極的に参加し、区内外の病院との医療連携を推進しま

す。 

(2) 医療安全の確保 
健康推進課 

生活衛生課 

概要 

区民が安心して医療を受けられるよう、医療法等に基づく監視指導を実施

し、医療機関における医療安全の体制整備を推進します。 

医療機関への相談・苦情に応じることにより、区民が安心して医療を受け

られる環境を整えていきます。 

3年間の取組 

診療所・歯科診療所等に立ち入り、衛生面や安全面について監視指導を行

います。また、医療事故や感染症等の医療安全の確保に役立つ情報を、医療

機関等へ区ホームページ上で適宜提供します。 

杉並区医療安全相談窓口において、相談者（匿名）からの診療内容や健康

に関する電話相談を受け、区民の医療に関する疑問や不安の解消に努めると

ともに、区内の診療所等に対する苦情や要望などを当該診療所等に伝達し、

【１】地域医療連携の推進とかかりつけ医等の定着 
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(4) かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師 

  の普及・定着 
健康推進課 

概要 

区民が、身近な地域において日常的な医療の提供や健康管理に関する相談

等が受けられるよう、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師

の必要性について普及啓発し、定着を推進します。 

3年間の取組 

国では国民と医療を守るために「上手な医療のかかり方」を推進していま

す。かかりつけ医を持つことで日頃の健康状態を知ってもらえる、病気の予

防や早期発見・治療ができる、必要に応じて適切な医療機関を紹介してもら

うこと等ができます。こうしたメリットを、区ホームページや各種イベン

ト、健康診査等でのチラシ配布などにより周知していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※62 杉並区医療安全推進協議会：地域における医療の安全と信頼を高め、医療の質を向上させることを目的として設置し、杉並区医師会や医療機

関等の委員により、医療安全相談窓口の運営や医療安全の推進等に関して協議している 

患者と診療所等の良好な関係の構築を支援します。また、杉並区医療安全推

進連絡協議会※62での情報共有や、監視指導と連携した取組で、区民が安心

して医療を受けられる体制づくりを推進します。 

(3) 歯科保健医療センターの運営 健康推進課 

概要 

一般の歯科診療所では受診が困難な障害者や有病の高齢者等が、歯科治療

や健診等を受けることができる場を提供します。 

また、身近にかかりつけ歯科医を持ち、気軽に相談できる環境をつくりま

す。 

3年間の取組 

一般の歯科診療所では受診が困難な障害者や有病の高齢者等が、安心して

歯科治療等を受けられるよう、杉並保健所内に杉並区歯科保健医療センター

を設置し、歯科保健及び歯科診療事業等を東京都杉並区歯科医師会に委託し

て運営します。また、地域の歯科医療機関との連携により、かかりつけ歯科

医の普及を図ります。 

杉並区歯科保健医療センターの事業を円滑かつ適切に実施するため、委託

先である東京都杉並区歯科医師会と事業運営連絡会の開催などを通じて連携

を図ります。 
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〇 病院・診療所の休診日等に対応するため、医療機関案内・相談サービスや医科・歯科

の急病診療運営により救急医療体制を確保するとともに、小児急病診療については、

診療体制の充実について検討します。また、緊急時に備え、迅速・正確に応急手当を

行える救急協力員（すぎなみ区民レスキュー）※63の養成や、応急手当の普及・啓発

活動を通じて地域における初期救急対応力の向上を図ります。 

 

 

 
 

(1) 急病医療情報センターの運営 健康推進課 

概要 

平日の夜間や休日など、病院・診療所等の診療時間外における急な体調不

良や小児急病の相談に、専門の看護師・保健師が電話により対応します。ま

た、受診可能な医療機関の案内や相談に対応していきます。 

3年間の取組 
区民の急病時の不安解消や安心して医療が受けられるよう、急病医療情報

センターを運営し、区公式ホームページやチラシなどで周知していきます。 

 

 

(2) 急病診療体制の確保 健康推進課 

概要 

病院・診療所の休診日等に対応するため、杉並区休日等夜間急病診療所・

杉並区歯科保健センター（歯科休日急病診療）・杉並区休日等夜間調剤薬局

において、一次的な急病対応を行うとともに、区内診療所で輪番による内

科・小児科の診療を実施します。 

小児急病診療については、一般の医療機関の診療時間外においても小児科

を受診できる体制を整えるため、委託により東京衛生アドベンチスト病院

に、平日夜間・休日の時間帯を中心とした小児初期急病診療枠を確保しま

す。 

3年間の取組 

病院・診療所の休診日等に対応しながら、医師会、関係病院と協議し、急

病診療事業の充実を図ります。また、区内の都指定二次救急医療機関（小児

科）に対し、日中・夜間の救急診療、及び地域の医療機関からの紹介受診に

専門的に対応するために必要な医師の確保を目的とした支援を行うことによ

り、小児救急医療体制を維持・確保します。 

                                                      
※63 救急協力員（すぎなみ区民レスキュー）：地域の初期救急対応力の向上を図るため、東京消防庁が認定した普通救命講習などの認定証を取得し

た方で、区の救命救急制度に関する講義を受講し、区に登録された区民等 

【２】救急医療体制の充実 
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(3) 初期救急対応力の向上 健康推進課 

概要 

区民等の応急手当の知識と技術の普及・啓発を図るとともに、ＡＥＤ※64

（自動体外式除細動器）の適切な維持管理を継続し、初期救急の体制整備を

図っていきます。 

3年間の取組 

多数の区民が集まる区の施設を中心に配置した、初期救急に効果的なＡＥ

Ｄを維持・運用します。 

また、心肺停止等緊急時に迅速かつ的確に応急手当を行える救急協力員を

養成して増やすとともに、区職員に対する救命救急講習を実施するなど、救

命救急の普及を図ります。 

さらに、初期救急対応力の向上に向けて、区民の自発的な救命救急講習活

動への支援など、より効率的で地域の実情に合った取組を進めます。 

 

＜目標及び指標＞ 

指標 現状値 

目標 

数値の出典 
令和 9年度 

(2027) 

令和 12年度 

(2030) 

救急協力員の 

新規養成者数 

544名 

（令和 5 年度） 
新規 2,000名 新規 3,500名 事業実績 

 

 
 

 

 

  

                                                      
※64 ＡＥＤ：自動体外式除細動器。心室の細動で全身に血液を送れないとき電気ショックを与えて、正常な機能を回復させる装置 
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〇 災害発生時に災害拠点病院※65等に開設する緊急医療救護所が円滑に運営されるよう、

医薬品等の整備や医療救護訓練等を通して、関係医療機関との協力体制を強固なもの

にしていきます。併せて、災害時要配慮者等（人工透析患者、人工呼吸器使用患者、

妊産婦等）に対する必要な支援体制の整備に向けて、関係機関と検討を進めます。ま

た、発災時における急性期以降（発災後72時間以降）の医療体制について検討します。

さらに、災害発生時における、ＩＣＴを活用した新たな災害保健医療体制の仕組みづ

くりについて検討していきます。 

 

 

 

 

(1) 緊急医療救護所備蓄品の整備等 健康推進課 

概要 
大規模災害が発生した時に円滑に医療救護活動が行えるよう、必要となる

医薬品の確保や医療資器材等に係る経費を一部補助します。 

3年間の取組 

大規模災害が発生した時には、災害拠点病院等 11 か所の敷地内に緊急医

療救護所を開設します。その際に、円滑に医療救護活動が行えるよう、必要

となる医薬品の確保や医療資器材等を整備します。 

 

 

(2) 災害拠点病院等と連携した医療救護訓練の実施 健康推進課 

概要 

緊急医療救護所に該当する 11 か所に対し、これまでの医療救護訓練の結

果等を踏まえ、複数の災害拠点病院等における同時訓練や、病院や関係機関

等との災害時の連絡調整訓練を行うなど、より実践的な医療救護訓練を実施

します。 

3年間の取組 

災害発生時に 11 か所の緊急医療救護所が円滑に運営されるために、複数

の緊急医療救護所同時訓練など実効性のある訓練を実施することに加え、常

に改善点の検証を行うとともに、杉並区災害医療運営連絡協議会を中心に関

係機関との連携体制を更に強化していきます。 

 

                                                      
※65 災害拠点病院：災害発生時に主に重症者の治療・収容を行う病院 

【３】災害時保健医療体制の充実 



96 

 

 

(4) 急性期以降の医療救護保健体制の整備 健康推進課 

概要 

急性期以降（発災後 72 時間以降）、医療ニーズが高く医療機能が回復し

ていない地域などに、状況に応じて震災救援所に医療救護所を開設し、医師

会等と協力して、医療体制を確保します。また、震災救援所等における避難

者への保健対策として、区の保健活動班等が巡回し、健康相談や衛生管理、

感染症対策等に取り組みます。 

3年間の取組 

災害時に、迅速かつ的確に保健活動が展開できるよう、保健師の具体的な

活動内容や発災時の受援体制等について、災害時の保健活動マニュアルをも

とに、平時から対応力向上に向けた取組を行い、災害時の保健活動体制の充

実を図ります。 

 

 

(5) ＩＣＴを活用した新たな災害保健医療体制の構築 健康推進課 

概要 ＩＣＴを活用した災害時の保健医療活動体制を整備していきます。 

3年間の取組 

災害発生時に使用する無線・衛星電話等の通信手段に加えて、通信が混雑

しがちな災害時においても通信が行いやすい地域ＢＷＡ※66等による文字通

信手段を活用し、被災者の健康情報の共有やＤＭＡＴなど外部関係者との情

報共有について新たな災害保健医療体制の構築を図り、災害発生時における

保健医療体制の更なる充実を目指します。  

 

 

 

                                                      
※66 地域ＢＷＡ：2.5GHz 帯の周波数の電波を使用し、地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的とした電気通信業務用の無線システム。ＢＷ

Ａは Broadband Wireless Access の略 

(3) 医療救護が必要な災害時要配慮者等の支援体制の充実 健康推進課 

概要 
災害時要配慮者等（人工透析患者、人工呼吸器使用患者、妊産婦等）に対

し、必要な支援体制の整備をしていきます。 

3年間の取組 

災害時透析医療救護体制について透析患者等に周知するとともに、区内透

析医療機関間での通信訓練等を通してより実行性のあるものにしていきま

す。 

災害時周産期医療救護体制についても産婦人科医療機関等への制度周知な

ど必要な支援体制を整備していきます。 

また、他の災害時要配慮者等についても必要な支援体制の整備に向けて、

関係機関と検討を進めます。 
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〇 在宅療養者が住み慣れた地域で安心して医療を受けられるように、在宅療養者への支

援を充実させるほか、医療と介護の連携強化や在宅医療の普及啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

(1) 在宅療養者への支援の充実 在宅医療・生活支援センター 

概要 
在宅療養者が安心して日常の療養生活を送れるように支援するほか、在宅

療養者の病状が急変した時に適切な対応が行われるようにします。 

3年間の取組 

「在宅医療相談調整窓口」において、専門の相談員が区民等から在宅医療

に関する相談を受け付けた上で、相談内容に応じて在宅医療を実施している

医療機関等の情報を提供するほか、在宅療養者の一時的な入院に関して医療

機関との調整を行うなど、関係機関と連携しながら在宅療養者を支援しま

す。 

 また、在宅医療を実施している医療機関等の情報を「在宅療養ブック」な

どを通じて区民等に広く周知するとともに、在宅療養者の一時的な受け入れ

を行っている後方支援病床の協力医療機関等と連携して、在宅医療の関係者

に後方支援病床の周知を図ります。 

 
 

(2) 医療と介護の連携強化 在宅医療・生活支援センター 

概要 
医療と介護の両方を必要とする在宅療養者が安心して療養生活を送れるよ

うにするため、医療と介護の連携強化を図ります。 

3年間の取組 

医療・介護の関係者による在宅医療地域ケア会議や多職種の職員を対象と

した研修等を通じて、関係者間の顔の見える関係づくりや人材育成を進める

ほか、杉並区医師会が運営するＩＣＴを活用した多職種連携ネットワークシ

ステムへの支援を通じて、関係者が在宅療養者等の情報を効率的に共有でき

るようにします。 

 また、すぎなみガイドラインに基づく情報提供書等を用いて、医療・介護

の関係者間で入退院時の情報共有を図ります。  

 

 

 

【４】在宅医療体制の充実 
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(3) 在宅医療の普及啓発 在宅医療・生活支援センター 

概要 
在宅医療の普及啓発を通じて、看取り等への理解を広め、人生の最終段階

における意思決定を支援します。 

3年間の取組 

在宅医療に関する講演会を開催するほか、区の取組等を紹介する広報誌

「在宅医療地域ケア通信」を定期的に発行し、区民が在宅での看取り等につ

いて十分に認識・理解した上で、人生の最終段階における意思を医療・介護

の関係者等と共有できるようにします。 
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〇 小児期の専門医療機関に通う障害児が成長し、成人の障害者を診療できる医療機関に

受診先を変更する際や、障害者が加齢により身近な医療機関に受診先を変更する際に、

地域の医療機関にスムーズに移行できるよう、訪問診療への移行に向けた支援や、か

かりつけ医が対応しやすい体制整備に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

(1) 移行期医療支援の促進 障害者施策課 

概要 
区内の在宅訪問診療所と地域の救急医療機関が連携し、訪問診療や緊急時

の入院等、障害者の移行期医療※67支援を推進する体制を整備します。 

3年間の取組 

移行期医療の充実に向けた検討会を立ち上げ、ＩＣＴを活用した情報共有

や他職種連携について検討し、在宅療養提供体制を推進する体制を整備しま

す。 

医療的ケア児（者）や障害者の訪問診療に対応できる医療機関の情報を区

公式ホームページ等で区民に周知します。 

 

 

(2) 移行期医療に対する保護者等への普及啓発 障害者施策課 

概要 

小児を中心とした医療から、成人を対象とする医療に切り替えていくこと

に困難を感じる患者や家族は少なくありません。そのため患者が医療関係者

に対して相談しやすい環境を整え、安心して転科ができるよう双方に向けた

講演会等を実施します。 

3年間の取組 

家族や医療機関向けに移行期医療をテーマとした講演会を実施するほか、

家族の相談者である医療や福祉の関係者についても理解が進むよう、自立支

援協議会や特定相談支援事業所連絡会等を活用した普及啓発を行います。 

 

 

 

 

                                                      
※67 移行期医療：小児を中心とした医療から、成人を対象とする医療に切り替えていく過程 

【5】障害者の地域医療体制の整備 
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(3) 重症心身障害児の短期入所先の確保 障害者施策課 

概要 
人工呼吸器を使用する医療的ケア児や重症心身障害児が緊急時等に利用で

きる短期入所先を医療機関等に確保します。 

3年間の取組 

医療型短期入所先の確保に向け、区内の医療機関に対し、短期入所に関す

る情報提供を行います。 

また、医療的ケア児（者）及び重度心身障害児（者）とその家族の在宅医

療の一層の安心を図るため、医療型短期入所先と在宅訪問診療所の連携につ

いて医療機関等と検討を行います。 
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○ 多様化・複雑化する健康危機に的確に対応するため、平常時から計画的な保健所体制の

整備（強化）を進めるとともに、区内関係機関との協力体制の構築に取り組みます。 

また、発生時には、国、東京都、消防、警察、医療機関等との連携体制を確保しま

す。 

○ 感染症対策については、「杉並区感染症予防計画」に基づき、防疫体制の見直し、医

療機関との更なる連携や検査体制の強化を図るとともに、区民の感染症に対する予防

知識を向上させるための情報発信や啓発活動を行っていきます。 

○ 食品衛生、環境衛生、薬事衛生など保健所が担う各種衛生業務において、関係施設へ

の監視指導や普及啓発に取り組みます。また、科学的根拠に基づく指導・助言を行う

ため、迅速かつ正確な衛生検査体制を確保します。 

○ 東京都獣医師会杉並支部や杉並区動物適正飼養普及員（杉並どうぶつ相談員）※68と協力

し、動物愛護と都市における動物飼養ルールの普及啓発や災害時の動物救護対策等の

取組を進めます。 

 

 
 
 

 
 

○ 世界各地で区民の健康や安全の脅威となる様々な新興・再興感染症が発生していま

す。国際化の一層の進展により、これらの感染症が国内で発生するリスクにさらされ

ています。新興・再興感染症や食中毒など、区民の健康や安全の脅威となる健康危機

が生じた際に、迅速な対応を行う体制の整備が必要です。 

○ 区民が、日頃から健康危機に関する意識を持ち、発生時においても適切に行動するこ

とができるよう、正しい知識や情報発信を進めることも重要です。 

○ 動物愛護と都市における動物飼養ルールの普及啓発や災害時のペット救護対策など、

区民や関係機関を巻き込んで動物と共生できる地域社会の実現に向けた取組を推進し

ていくことが求められています。 

 

 

 

                                                      
※68 杉並区動物適正飼養普及員（杉並どうぶつ相談員）：動物の飼い方やマナーの向上に関する普及啓発活動を行う区民ボランティア。地域の身近

な相談員として、区と協働して、動物の愛護及び適正な飼養を推進するための各種の活動を行う 

施 策 ５ 施 策 ５ 

健康危機管理の推進と安全な環境衛生の確保 
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○ 今後も起こり得る新興・再興感染症の発生に対し、平常時からの備えができており、

健康危機発生時に迅速かつ的確に対応できる体制が確保されています。 

○ 区民自らが、感染症や食中毒など健康危機に関する正しい知識や情報を持ち、発生時

においても適切に行動することができています。 

○ 区民が健康かつ安全に暮らすことのできる衛生環境が確保されています。 

○ 動物に対して様々な価値観を持つ区民同士が互いに理解し合うとともに、人も動物も

共に健やかに暮らしていける地域社会づくりの取組が充実しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 単位 現状値 

目標値 

9年度 

(2027) 

12年度 

(2030) 

(1) 
保健所職員等(ＩＨＥＡＴ要員含む)に対 

する研修及び訓練の年間実施回数 
回 

1 
≪5年度≫ 

1回以上 1回以上 

(2) 食中毒発生件数 件 
8 

≪5年度≫ 
減少 減少 

事業 

1 健康危機管理体制の強化 

2 感染症対策の推進 

3 食の安全対策の推進 

4 環境衛生の確保 

5 医薬品等の安全確保 

6 試験検査による安全確保 

7 動物と共生できる地域社会づくりの推進 
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○ 大規模な食中毒や新興・再興感染症など、区民の生命や健康が脅かされるような健康

危機に対し、関係機関との緊密な連携のもと、有事を想定した平時からの計画的な協

力体制の確保や健康危機発生時に迅速かつ的確に対応できる体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

(１) 健康危機発生時における保健所内及び関係機関との 

連携協力体制の整備・確保 

健康推進課 

生活衛生課 

保健予防課 

保健サービス課 

概要 

健康危機発生時に早期に的確な対応が為せるよう、保健所内部の連携体制

の強化を図ります。また、地域の医療機関や支援機関、東京都などの関係機

関との協力・連携体制を整備します。 

3年間の取組 

健康危機発生時に保健所対策本部となる杉並保健所健康危機管理対策会議

を定期開催し、有事に実効性のある機能が発揮できるよう体制を再構築しま

す。また、地域の医療機関や支援機関と必要に応じて協定等を結び、有事の

際の協力体制を確保します。そのほか、情報共有や連携体制の強化を図る目

的で連絡会等を開催し、平時から、顔の見える関係づくりに努めます。 

 

 

(２) 職員の健康危機管理対応力の向上 

健康推進課 

生活衛生課 

保健予防課 

保健サービス課 

概要 
様々な健康危機に対して、保健所職員が一定の知識を持ち業務遂行できる

よう体系だった研修の実施やマニュアルを整備します。 

3年間の取組 

健康危機の種別ごとに、受援も含めた具体的なマニュアルを作成、整備し

マニュアルに基づく職員向けの研修や訓練を実施します。また、訓練の効果

を検証し、明らかになった課題や話題になっている最新の情報を研修やマニ

ュアルに反映させるなど、職員の対応力向上に努めます。 

 

 

(3) 災害時保健医療体制の充実〔再掲→P95〕 健康推進課 

【1】健康危機管理体制の強化 
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○ 新型コロナウイルス感染症への対応を教訓に、今後も起こり得る新興・再興感染症に

適切に対処するため、「杉並区感染症予防計画」に基づき、保健所職員の体制整備、

検査の実施体制等の強化を推進するとともに区内医療機関との更なる連携強化を図り

ます。平時における感染症対策として、集団発生に対する予防対策や結核及びＨＩＶ

を含む性感染症の患者の早期発見のための取組や支援等を行います。また、区公式ホ

ームページ等を活用して、迅速な情報発信、予防接種に関する啓発活動などに取り組

みます。 

 
 

 

 

 

(1) 新型インフルエンザ等感染症対策の推進 
保健予防課 

健康推進課 

概要 

新型インフルエンザを含む新興・再興感染症対策については、保健所職員

等の人材育成や個人防護具など防疫用備品を確保し適切に備蓄するなど防疫

体制を強化します、また、平時から杉並区医師会等の関係機関と連絡調整体

制を確保するなど連携強化を図ります。 

3年間の取組 

新興・再興感染症の発生等の感染症による健康危機に迅速かつ適格に対応

するため、保健所職員等への研修や実践型訓練を実施するとともに、保健所

業務に必要な防護具等の備蓄品を計画的に購入し、適切に準備を進めます。 

また、区内医療関係機関との連絡会を適宜開催し、意見交換及び情報共有

を図ります。 

 

 

(2) 感染症予防計画の施策推進 

保健予防課 

健康推進課 

生活衛生課 

概要 

 令和 6 年度より施行した「杉並区感染症予防計画」に基づき、今後も起こ

り得る新興・再興感染症の感染拡大時に備えるため、保健所職員の体制整備

や検査の実施体制等の防疫体制の強化を図るとともに業務のデジタル化を推

進します。また、令和 6（2024）年度に東京都と医療関係機関が締結した連

携協定に基づき、連携を強化します。 

【２】感染症対策の推進 
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3年間の取組 

新興・再興感染症の感染拡大時において迅速かつ的確に対応するため、感

染症業務に対応できる保健師の育成に努めます。 

検査体制においては、平時から検査機器の整備や検査試薬等の備蓄に加

え、検査手技訓練を行うなど、検査体制の確保・充実に努めるとともに病原

体検査体制の強化を図るため、保有している検査機器を計画的に更新しま

す。 

また、新型コロナウイルス感染症対応時に導入し、令和 6（2024）年度に

改修した「すぎなみ感染症患者等情報管理システム」を運用し、平時から業

務のデジタル化を推進します。 

 

 

(3) 感染症対策の強化 保健予防課 

概要 

集団発生のリスクが高い乳幼児、児童、障害者、高齢者などの施設等への

感染症予防と感染拡大防止策の周知を図るとともに、区民への予防知識の普

及啓発を積極的に行います。 

結核は、依然として注意を要する感染症であり、患者は都市部に集中して

いることから、定期健診や接触者健診による結核の早期発見、発病予防に努

めるとともに、医療機関等と連携を図りながら、服薬・療養の支援を行いま

す。 

輸入感染症※69については、海外旅行者の増加や国際交流の進展により増

加傾向にあることから、区民への情報提供や相談を行い、発生時には積極的

疫学調査等適切に対応し、感染症の拡大防止を図ります。 

また、ＨＩＶ感染症や梅毒などの性感染症については、検査の実施や予防

知識の普及啓発を進めます。 

3年間の取組 

社会福祉施設等における集団発生を防ぐため、施設への訪問指導や区ホー

ムページ等を活用した予防対策の普及啓発を行うなど感染拡大防止に努めま

す。 

輸入感染症については、国内外の感染症の発生動向を注視し、情報収集・

分析を行い、区民及び医療機関等へ情報提供するとともに、海外旅行等が増

える時期に合わせ、予防知識などの普及啓発を適切に行います。 

ＨＩＶ感染症や梅毒などの性感染症については、早期発見のため匿名での

無料検査の実施や区民が自ら感染を予防できるよう知識の普及啓発を進めま

す。 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
※69 輸入感染症: デング熱や細菌性赤痢など日本国内では発生がない、または発生が少なく流行していない感染症で、海外では常在し流行してい

る感染症 
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(4) 予防接種事業の推進 保健予防課 

概要 

感染症のまん延や感染時の重症化を防止するため、予防接種法に基づく子

どもや高齢者等を対象とした定期接種等について、予防接種に関する正確な

情報提供や接種勧奨を行い、接種率の向上を図ります。また、おたふくかぜ

や帯状疱疹ワクチンなどの任意接種の接種費用助成を行い、区民の感染症予

防に向けた更なる取組を推進します。 

3年間の取組 

定期接種の着実な実施に向け、区医師会や区内医療機関等の関係機関と十

分に連携し接種体制を確保するとともに、予防接種による効果やリスク等、

予防接種に関する正しい知識の普及啓発を行い接種率の向上に努めます。 

また、任意接種についても接種費用助成を適切に実施します。 
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○ 区民の食の安全・安心を確保するため、食品等事業者への監視指導や、食品衛生に関

する正しい情報の普及啓発等により、食品による健康被害の未然防止を図ります。食

中毒等の発生時には迅速に対応し、健康被害の拡大防止及び再発防止に努めます。特

に、抵抗力の弱い小児・高齢者の食の安全確保や、生食肉による食中毒対策に重点を

置いて取り組みます。 

○ 食品等事業者に対し、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った食品衛生管理の取組を支援し

ます。併せて、食品の安全に関して、区民、食品等事業者、行政の三者によるリスク

コミュニケーションを進めることにより、総合的な食の安全対策を推進します。 

 

 

 

 

(1) 食中毒対策の推進 生活衛生課 

概要 

腸管出血性大腸菌、ノロウイルス、カンピロバクターをはじめとする食中

毒を防ぐため、食品等事業者に対する監視指導を実施し、区内に流通する食

品の安全性の向上を図ります。特に、「小児・高齢者の食生活安全確保」、

「生食肉対策」に重点を置き、杉並区食品衛生協会等関係機関と連携を図り

ながら食中毒対策を進めます。また、多発するアニサキス（魚の寄生虫）に

よる食中毒についても、予防策の周知を図ります。 

併せて、食品等事業者及び区民に対し、食中毒予防等の食品衛生の情報発

信に努めます。 

3年間の取組 

小児・高齢者等抵抗力の弱い集団を対象とする施設（小中学校・保育園・

福祉施設など）について重点的に監視指導を実施します。また、加熱不十分

な肉による食中毒を防ぐため、居酒屋等をはじめとする施設に立ち入り、取

扱状況の確認や加熱調理方法等について重点的に監視指導を行います。ま

た、店舗の営業時間に合わせ、夜間にも立入検査を実施します。なお、食中

毒を発生させた施設や食品の取扱方法等が不適切な施設に対しては、改善指

導等を行い、衛生上の危害除去及び再発防止を図ります。 

また、食品等事業者を対象に、正しい知識の習得を目的とした衛生講習会

を計画的に実施します。区民に対しては、区ホームページ等を活用し、食中

毒予防等について情報提供や注意喚起を行います。 

 
 

 
【３】食の安全対策の推進 
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(2) 食品等事業者の自主的衛生管理の推進 生活衛生課 

概要 

食品等事業者に対し、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理について

正確な情報を提供するとともに、具体的手法の習得に向けた支援を行いま

す。 

3年間の取組 

食品等事業者を対象に、各種講習会等を通じてＨＡＣＣＰ（ハサップ）に

沿った衛生管理等について、最新の情報や技術を提供します。 

また、施設監視等を通じて、衛生管理計画の内容や実施状況を確認し、必

要な助言・指導を行うことにより、制度の定着を図ります。 

 

 

 (3) 食品添加物の適正使用及び食品の適正表示の確保 生活衛生課 

概要 

食品添加物による違反をなくすため、区内食品製造施設等への監視指導を

実施し、添加物の使用状況を把握するとともに、適正使用について指導しま

す。 

また、食品表示法に基づく適正表示について、監視指導を行います。 

3年間の取組 

区内食品製造施設に立ち入り、使用される添加物の実態を把握するととも

に、その使用方法を確認し、適正な表示がなされているか検査します。併せ

て、アレルギー表示及び遺伝子組換え食品についても検査を行います。 

その他の区内食品取扱施設についても、食品表示法に基づく表示が適正に

行われているか検査を行います。 

なお、不適切な表示等が確認された施設に対しては、改善指導を行い、衛

生上の危害除去及び再発防止を図ります。 

 

 

(4) リスクコミュニケーションの推進 生活衛生課 

概要 

区民の食に対する安全を確保し、不安を解消するため、区民への情報提

供、情報の共有化を進め、区民、食品等事業者、行政の三者によるリスクコ

ミュニケーションを推進します。 

3年間の取組 

区公式ホームページやリーフレット等による情報提供に努めるとともに、

消費者・事業者・行政の三者がそれぞれの立場で食の安全を考え、意見交換

を行うため、食の安全を考えるシンポジウムや三者の意見交換会を開催しま

す。 
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○ 環境衛生の維持、向上を図り、健康被害を防止するため、理容所・美容所・クリーニ

ング所、公衆浴場、旅館、興行場、特定建築物、プール、墓地等の環境衛生関係営業

施設や、飲料用貯水槽を経由して給水する施設への監視指導を実施します。また、住

宅の室内環境（ダニアレルゲン等）の調査と助言を行います。 

 

 

 

 

(1) 環境衛生関係営業施設の衛生確保と住宅宿泊事業 

（民泊）の適正運営の確保 
生活衛生課 

概要 

区民が安心して利用できる衛生的な環境衛生関係営業施設とするため、監

視指導を実施します。また、多様化する営業形態に適した衛生管理方法を提

示するなど、施設の衛生水準の確保・向上を目指すとともに、営業者の自主

管理による安全・安心な営業を支援します。 

住宅宿泊事業（民泊）についても、適正な事業運営を確保するよう指導し

ます。 

3年間の取組 

 環境衛生関係営業施設に対し、計画的に立入検査等を行うとともに、公衆

浴場やプールについては、レジオネラ属菌等の水質検査を実施します。衛生

状態が適切に管理されていない施設に対しては改善を指導し、衛生確保を図

ります。また、衛生管理向上のための講習会の実施や衛生検査への協力、国

等が示す指針の情報提供等を行います。 

住宅宿泊事業（民泊）については、周辺住民への十分な配慮や、年間事業

上限日数を超過することがないよう指導します。年間 180 日の事業日数の上

限を超過するおそれのある施設については事業の中止または旅館業への転換

を促すなど、宿泊事業の適正化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４】環境衛生の確保 
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(2) 安全で良質な飲料水の確保 生活衛生課 

概要 

飲料用貯水槽のある建物の実態把握に努め、そこで生活する区民が安心し

て飲料水を飲めるように、建物の所有者・管理者に対して、貯水槽の清掃、

日常の衛生管理の方法について指導します。また、水道事業体である東京都

水道局と連携し、建物の所有者等に対し、管理が容易で給水事故が起こりに

くい、直結給水方式への転換を働きかけます。 

さらに、建物に給水される飲み水や井戸水について、濁りなどの水質に関

する相談に対応します。 

3年間の取組 

 水道法に基づく簡易専用水道の受検報告等により、飲料用貯水槽設置の建

物を把握し、必要に応じて建物の所有者等に対し、衛生管理について指導・

助言を行います。 

また、水質に関する相談に対しては、水質検査機関の案内や、貯水槽設置

者に対して管理状況の確認等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3) 快適な住まいづくりの支援 生活衛生課 

概要 
住宅の室内環境調査を実施し、区民の快適な住まいづくりを支援します。 

また、区民に対し、快適な住まい方に関する情報提供を行います。 

3年間の取組 

住宅の室内環境調査として、ダニアレルゲン調査を実施し、調査結果を踏

まえて、清掃や効果的な換気方法等、住まい方に関する助言を行います。 

また、区民向けの講習会等を実施し、より快適な住まい方に関する助言を

行います。 
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○ 医薬品、医療機器、毒物劇物及び有害物質を含有する家庭用品による健康被害や事

件・事故から区民を守るため、薬局、毒物劇物販売業の店舗等への監視指導、製品の

安全確認検査及び情報提供を行います。 

 

 

 
 
 

(1) 医薬品、医療機器等の安全確保 生活衛生課 

概要 

医薬品等による健康被害を防ぐため、国･都など関係機関との連携を図り

ながら、薬局、医薬品販売業の店舗、医療機器販売業の営業所等に対して監

視指導を実施します。併せて、医薬品・医療機器等の製品検査を実施し、適

正な品質確保に努めます。 

また、区民に対し、区ホームページ等を活用し、医薬品や医療機器に関し

て注意すべき情報を提供します。 

3年間の取組 

薬局等の施設に立ち入り、衛生面や安全面について監視指導を行います。

近年、濫用等のおそれのある医薬品については、不適正な使用を目的とした

複数購入や用法・用量を超える多量服用等の実態が報告されているため、適

正な販売について指導を行います。 

 
 

(2) 毒物劇物の危害防止 生活衛生課 

概要 

毒物劇物販売業の店舗に対し、都区合同の一斉監視指導を行い、毒物劇物

の適正な受渡しや安全な取扱いができる設備の整備状況を確認します。併せ

て、盗難等による事件･事故を防ぐため、毒物劇物の安全な保管・管理体制

について指導します。 

3年間の取組 

一斉監視指導や登録更新等の際に店舗に立ち入り、購入者へのＳＤＳ（安

全データシート）の提供や、適正な譲渡手続等について監視指導を行いま

す。また、学校や事業所など毒物劇物を取り扱う施設に立ち入り、毒物劇物

の保管管理状況等を確認することにより、安全管理体制の確保を図ります。 

 
 
 
 
 

【５】医薬品等の安全確保 
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(3) 有害物質を含有する家庭用品の安全確保  生活衛生課 

概要 
有害物質を含有する家庭用品による健康被害を防ぐため、対象となる家庭

用品を販売している店舗に立ち入り、品質の確認を行います。 

3年間の取組 

有害物質の含有量・溶出量等の基準が定められている家庭用品について、

試買検査等を実施します。検査結果が不適になった場合は、製造者への指導

等を行います。 
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○ 感染症・食品・放射能等について、健康被害の拡大防止対策及び、科学的根拠に基づ

く指導・助言等を行うため、迅速で正確な試験検査を実施します。また、国際化・高

度化する検査需要に対応するため、検査体制の維持・強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

(1) 感染症関連検査の実施 生活衛生課 

概要 

感染症法に係る発生時対応として、腸管出血性大腸菌等について患者及び

患者関係者の検査を実施するとともに、保菌者検索事業※70による検査を実

施します。また、冬季を中心に発生するノロウイルスによる感染症に対し、

迅速に対応できる検査体制を維持します。 

結核、ＨＩＶ、梅毒等の感染症について、感染拡大防止のため、検査を実

施します。併せて、今後、新興・再興感染症等が発生、流行した場合にも、

状況に応じて最適な検査を実施していきます。 

3年間の取組 

庁内各課からの依頼を受け、継続して検査を実施します。併せて、新興・

再興感染症等の健康危機発生時に即応することのできる検査体制の維持・確

保を図るため、定期的に検査機器等の動作確認及び保守点検を行うととも

に、実践型訓練を年１回以上実施します。 

 

 

(2) 衛生微生物検査の実施 生活衛生課 

概要 

食品や公衆浴場水等について、食品微生物、食中毒細菌、真菌及びレジオ

ネラ属菌の検査を実施します。また、食品の異物等、区民からの食品に関す

る相談等に対応できる検査体制を維持します。 

                                                      
※70 保菌者検索事業:食品取扱従事者等を対象として腸管出血性大腸菌О157 等の細菌検査を行うことにより、食中毒の未然防止を図る事業 

 

【６】試験検査による安全確保 
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3年間の取組 

庁内各課からの依頼を受け、継続して検査を実施します。併せて、区民の

不安解消につながる科学的根拠を示すため、食品の異物等の検査にも柔軟に

対応することのできる検査体制の維持・確保を図ります。 

 
 

(3) 放射能測定の実施 生活衛生課 

概要 

空間放射線量率の測定や、小中学校・保育園等の給食食材等に含まれるセ

シウム等の放射性物質を測定し、その結果を区ホームページ等で公表しま

す。 

3年間の取組 
空間放射線量率の測定や、給食食材等の放射能測定を継続して実施し、区

民の健康不安の解消を図ります。 

 

 

(4) 検査情報収集・精度管理の充実 生活衛生課 

概要 

健康危機発生時の検査に即応するため、試験検査に関連する最新の情報を

収集し、検査技術の維持・向上に努めます。また、検査の信頼性を確保する

ため、精度管理を計画的に実施します。 

3年間の取組 

国、都及び地方衛生研究所が主催する会議や研修等に参加し、試験検査に

関する最新情報を収集します。また、検査の精度管理については、区職員に

よる検査精度の確認及び評価を計画的に行うとともに、厚生労働省が認めた

第三者機関等による精度管理調査を受けます。 
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○ 動物に対して様々な価値観を持つ区民同士が理解し合うとともに、動物が命あるもの

として尊重され、人のよきパートナーとして幸福で健康な生涯を送ることができるよ

う、東京都獣医師会杉並支部及び杉並区動物適正飼養普及員（杉並どうぶつ相談員）

等と協力し、動物愛護と都市における動物飼養ルールの普及啓発や災害時のペット救

護対策等の充実を図ります。 

 

 

 

 

(1) 動物の適正飼養ルールの普及啓発 生活衛生課 

概要 

ペットの飼い主やこれから飼おうとする人に対し、杉並どうぶつ相談員の

地域に根ざした活動等を通して、都市におけるペットの適正な飼い方や終生

飼養、動物愛護精神について、普及啓発を行います。 

3年間の取組 

犬のしつけ方教室や動物愛護週間事業での講演会等の開催、都市における

適正飼養ルールの冊子等の作成・配布等を通して、適正飼養の周知を図りま

す。 

 

 

(2) 飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業の実施 生活衛生課 

概要 

東京都獣医師会杉並支部の協力を得て、「飼い主のいない猫を増やさない

活動支援事業※71」を実施します。また、杉並どうぶつ相談員と共に、飼い

主のいない猫を適正に管理する個人・ボランティアグループを育成・支援し

ます。 

このような取組により、不妊・去勢手術の促進、餌場・フン等の適正管理

を推進し、飼い主のいない猫の頭数の減少と区民の快適な生活環境の確保に

努めます。 

3年間の取組 

杉並どうぶつ相談員や東京都獣医師会杉並支部の協力の下、飼い主のいな

い猫を管理する個人やグループを継続して支援し、不妊去勢手術等繁殖抑制

に取り組みます。また、保護・譲渡等に関する相談対応等についても検討し

ます。 

                                                      
※71 飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業: 飼い主のいない猫を適切に管理する個人・グループの育成を目的とした事業。「飼い主のいない

猫・杉並ルール」を守って活動する個人・グループが管理している猫の不妊・去勢手術等を、区の費用負担の下、東京都獣医師会杉並支部の

協力を得て実施する 

【７】動物と共生できる地域社会づくりの推進 
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(3) ドッグランの運営 生活衛生課 

概要 

都立和田堀公園内に設置した杉並区立ドッグラン広場を運営し、犬を自由

に運動させる場を提供するとともに、犬の適正飼養に関する知識の普及啓発

を行います。 

3年間の取組 
杉並どうぶつ相談員や関係機関と連携し、ドッグランを活用した講座等の

開催を通じ、動物愛護及び適正飼養の普及啓発を行います。 

 

 

(4) 狂犬病予防の推進 生活衛生課 

概要 

区民と動物の健康と安全を確保するため、狂犬病の国内発生の危険性につ

いて周知を図るなど、人と動物に共通する感染症の知識の普及を進めます。

併せて、狂犬病の発生予防とまん延防止のため、狂犬病予防注射の接種率向

上に取り組みます。 

3年間の取組 

狂犬病予防注射の接種率向上のため、協力動物病院での定期集合注射や未

接種の飼い主へ督促を行うとともに、動物愛護週間事業等を通し、動物由来

感染症に関する普及啓発を図ります。 

 

 

(5) 災害時におけるペットの救護対策の充実 生活衛生課 

概要 

災害発生時に、飼い主による同行避難や適正な飼養管理が行われるよう、

飼い主や震災救援所関係者等に対して、平常時からの「災害時におけるペッ

トの救護対策」の重要性を普及啓発します。また、杉並どうぶつ相談員や東

京都獣医師会杉並支部等の関係機関と連携し、災害発生時の協力体制の整備

を進めます。 

3年間の取組 

飼い主に対し、平時からの備えや災害時の対応について周知します。ま

た、震災救援所運営連絡会等で関係者に対し、ペット同行避難への理解・協

力を求めるとともに、同行避難時に必要となる設営資材について、震災救援

所への配備を計画的に進めます。 
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第４章 

杉並区自殺対策計画（第２次） 
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（１）誰も自殺に追い込まれることのない社会を目指して 

○ 自殺はその多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけ

でなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があ

ることが知られています。 

○ 自殺に至るまでには多様かつ複合的な問題があることを踏まえ、自殺対策は、誰もが

「生きることの包括的な支援」として必要な支援を受けられるようにすることが重要

です。自殺は個人的な問題として捉えるのではなく、社会的な問題として捉え、すべ

ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、「誰も自殺に追い込まれること

のない社会」の実現を目指します。 

 

（２）自殺者の状況 

○ 我が国の自殺者数は、平成 10(1998)年に年間 3万人を超え、平成 22(2010)年からは減

少傾向に転じたものの 2 万人を超えており、自殺死亡率※72は先進国の中で高い水準に

ありました。令和元(2019)年には自殺者数が 2 万人を下回りましたが、新型コロナウ

イルス感染症のまん延等による社会情勢や生活環境の変化の影響を受け、女性は 2 年

連続して自殺者数が増加、小中高生の自殺者数は令和 2(2020)年が過去最多、令和

3(2021)年が過去 2番目の水準に達するなど、深刻な状況となっています。 

 

（３）国の自殺対策 

○ 国においては、自殺対策基本法（以下「基本法」という。）を平成 18(2006)年度に制

定しました。平成 28(2016)年度には基本法を改正し、「生きること包括的な支援」を

基本理念として定めるとともに、「自殺対策計画」の策定が都道府県及び区市町村に

義務付けられました。 

○ また、基本法に基づき、国の自殺対策の指針となる自殺総合対策大綱（以下「大綱」と

いう。）が 平成 19(2007)年 6月に閣議決定しました。平成 24(2012)年度には、全体的

な見直しが行われ、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すこと

が明記されました。その後、平成 29(2017)年度には基本法改正に基づく改定、令和

4(2022)年度には子どもや若者への対策の推進・強化、女性に対する支援の強化等の改

定がなされました。 

  

                                                                             
※72 自殺死亡率：人口 10 万人当たりの自殺者数。自殺死亡率＝年間の自殺死亡者数÷人口×100,000 

１ 区の自殺対策等について 
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（４）区における自殺者の特徴 

○ 国等が公表している資料から、区における自殺者の特徴をまとめると以下のとおりと

なります（詳細は資料編 P150を参照）。 

図表 1 区における自殺者の特徴 

区分 特徴 

男性 

① 年代では 50歳代の自殺者が最も多い 

② 職業別では被雇用者に自殺者が多い 

③ 自殺の原因・動機は、健康問題、経済・生活問題及び勤務問題が多い 

④ 女性の自殺者数の約 2倍である 

女性 

① 年代では 20歳代の自殺者が最も多い 

② 職業別ではその他無職者と被雇用者に自殺者が多い 

③ 自殺の原因・動機は、健康問題が多い 

④ 自殺者のうち、約 4人に 1人が自殺未遂歴を有している 

若年層 

（39歳以下） 

① 10歳代から 30歳代の死亡原因の 1位は自殺である 

② 女性の 20歳代で自殺者数が増加している 

③ 就学者のうち、大学生及び専修学校生等の自殺割合が高い 

図表 2 【参考】区の自殺者の特徴（ＪＳＣＰ※73提供） 

自殺者の 

特性上位 5区分 

自殺者数 

(5年計) 
割合 

自殺死亡率 

(10万対) 
背景にある主な自殺の危機経路 

1位：男性 40～59歳 

有職同居 
44 11.0% 16.2 

配置転換→過労→職場の人間関係

の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→

自殺 

2位:男性 20～39歳

有職独居 
29 7.3% 17.4 

①【正規雇用】配置転換→過労→

職場の人間関係の悩み＋仕事の

失敗→うつ状態→自殺 

②【非正規雇用】（被虐待・高校

中退）非正規雇用→生活苦→借

金→うつ状態→自殺 

3位:男性 60歳以上

無職同居 
27 6.8% 22.2 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩

み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

4位:女性 60歳以上

無職同居 
25 6.3% 11.4 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

5位:男性 40～59歳

無職同居 
22 5.5% 119.1 

失業→生活苦→借金＋家族間の不

和→うつ状態→自殺 

出典：地域自殺実態プロファイル 2022 

 

                                                                             
※73 JSCP：一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター（Japan Suicide Countermeasures Promotion center）。自殺対策に関する情報収

集・発信、調査研究等を実施 



122 

（５）自殺対策の取組と評価 

○ 区では区内の自殺者数を減らすため、平成 19(2007)年度から区民や地域の関係機関及

び国や都と連携し、自殺に関する知識の普及啓発、自殺の危険を示すサインに対応す

るゲートキーパー※74の養成及び心の健康の維持に関する相談・支援の実施並びにうつ

病対策などに取り組んできました。 

○ また、保健、医療、福祉、教育、労働などの分野を超えた総合的な自殺対策を推進する

ため、令和元(2019)年 5月に杉並区自殺対策計画（以下「計画」という。）を策定しま

した。計画では「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を目指し、施策における数

値目標及び成果指標を設定して計画の実行性及び妥当性を評価するとともに、分野を

越えた組織的な取組の強化を推進しました。 

① 数値目標の達成状況 

○ 令和 3(2021)年の自殺死亡率を、平成 27(2015)年と比べて 15％以下に減少させるこ

ととし、平成 27(2015)年の自殺死亡率 15.7を基準とし、令和 3(2021)年の自殺死亡

率を 13.3以下にすることを数値目標としました。 

○ 令和元年(2019)年時点での自殺死亡率は 12.8 となり、数値目標を下回る状況とな

りましたが、令和 2(2020)年から上昇に転じ、令和 3(2021)年時点での自殺死亡率は

15.7となり、数値目標には至りませんでした。長期化する新型コロナウイルス感染

症の影響等で雇用情勢が悪化した事などによる生活苦や、仕事や学校での人間関係

に悩みを抱える人が増加したことで、相対的に自殺者が増えたことが、自殺死亡率

が再上昇した要因のひとつと考えます。 

図表 3 数値目標の達成状況 

数値目標 
平成 27(2015)年 

実績 

令和 3(2021)年 

目標値 

令和 3(2021)年 

実績 

自殺死亡率 15.7 13.3以下 15.7 

② 成果指標の達成状況 

■自殺対策に関心がある人の割合 

○ 毎年 5月、9月、3月を杉並区自殺予防月間に定め、区広報や区ホームページで自殺

予防やうつ病対策等に関する周知を行うとともに、自殺予防に関する講演会の開催

や、啓発グッズの作成・配布を行うなどの普及啓発を集中的に実施しました。 

○ その結果、区政モニターアンケートにおける「自殺対策に関心がある人の割合」は、

平成 30(2018)年度は 44.4％でしたが、令和 3(2021)年度は 53.9％と上昇しており、

目標を達成することができました。 

■ゲートキーパー養成数 

○ ゲートキーパーの養成を平成 19(2007)年から開始し、令和 3(2021)年度には養成者

                                                                             
※74 ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気付き、適切な対応（悩んでいる人に気付き、声を掛け、話を聞いて、必要な支援につなげ、

見守る）を図ることができる人のこと 
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の累計が 2,000人を超え、目標値の 1,653 人を達成することができました。新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により、研修の規模縮小や、関係機関や大学生等を

対象とした研修の中止等を余儀なくされましたが、令和元（2019）～3(2021)年度の

3年間で 806人を養成することができました。今後も悩みに寄り添える人を増やし、

自殺予防に向けた取組を強化していく必要があります。 

■悩みを抱えたときに相談できる人の割合 

○ 杉並区生活習慣行動調査における「悩みを抱えたときに相談できる人がいる割合」

は、平成 29(2017)年度は 67.1％、令和 3(2021)年度は 69.5％となり、目標値には達

しませんでした。悩みを抱えたときに社会的に孤立している状況では、その解決が

難しくなるだけでなく、孤立感から心の健康に不調が生じる恐れがあります。 

○ 社会情勢や生活環境の変化などによって、区民が孤立しやすい要因が増加している

状況を踏まえて、区民一人ひとりの状況に対応した、自殺するリスクを減らす相談

体制の確立が課題です。 

図表 4 成果指標の達成状況 

成果指標 

平成 29 

(2017) 年度 

実績 

令和 3 

(2021)年度 

目標値 

令和 3 

(2021)年度 

実績 

自殺対策に関心がある人の割合 

（区政モニターアンケート） 
44.4%※1 50% 53.9% 

ゲートキーパー養成者数 

（杉並区実行計画） 
1,073人 1,653人 2,009人 

悩みを抱えたときに相談ができる人

がいる割合 

（杉並区生活習慣行動調査） 

67.1% 75% 69.5%※2 

※1 平成 30(2018)年度実績 

※2 令和 3(2021)年 2月調査結果 
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（６）計画の方向性等 

○ 自殺やうつ病対策等の心の健康を保つための普及啓発活動や、保健、医療、教育など

の関係機関と分野を超えた体制を構築し、横断的な相談・支援を引き続き実施してい

きます。 

○ また、社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロナウイルス感染症の流行

拡大により人との接触機会が減り、それが長期化することで、自殺の要因となり得る

リスクが深刻化している点も踏まえて、個々が抱える様々な問題に、よりきめ細やか

に、かつ効果的な取組を実施していきます。中でも、医療や福祉、教育などの分野にお

ける対人援助職※75向けの人材育成が重要です。これまでもゲートキーパーの養成研修

を実施し、相談・支援の担い手を増やす取組を行ってきましたが、これまでの取組に

加えて、相談・支援を行う組織の特徴に応じた出前講座の実施など、より適切な支援

につながる取組を実施するための施策を講じていきます。 

① 数値目標 

○ 大綱では、令和 8(2026)年までに自殺死亡率を平成 27(2015)年と比べて 30％以上減

少（13.0以下）させることを当面の目標としています。また、東京都では、自殺死

亡率を令和 8(2026)年までに 12.2以下にすることを目標としています。これらを踏

まえて、区は令和 8(2026)年までに自殺死亡率を平成 27(2015)年に比べて 30％以上

減少（11.0 以下）させ、令和 9(2027)年は、その数値を維持又は減少させることを

目標とします。 

図表 5 数値目標 

数値目標 
平成 27(2015) 年 

実績 

令和 3(2021)年 

実績 

令和 8(2026)年 

目標値 

自殺死亡率 15.7 15.7 11.0以下 

② 成果指標 

○ 第 1次（令和元(2019)～4(2022)年度）計画における成果指標は、おおむね達成する

ことができました。新たな計画においては、自殺対策に関する知識の普及啓発を継

続して実施し、区民の関心と理解をより一層深めていきます。また、ゲートキーパ

ー等の悩みや孤立などの解決に向けた相談・支援の担い手を増やしていく取組を重

点的に実施していくこととし、成果指標は以下のとおりとします。 

図表 6 成果指標 

成果指標 
令和 3(2021)年度 

実績 

令和 9(2027)年度 

目標値 

自殺対策に関心がある人の割合 53.9% 60% 

ゲートキーパー養成者数 2,009人 3,000人 

                                                                             
※75 対人援助職：医師や看護師、教師、ソーシャルワーカー等、援助が必要な人と実際に関わって活動を行っている人 
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（７）基本施策の方向性 

① ゲートキーパー等の相談・支援者の拡充 

○ 自殺を予防するためには、多くの人が身近な人の変化に気付き、声を掛け、思いを

受け止め、適切な対応ができるようになることが大切です。区民のゲートキーパー

を増やす取組を進めるとともに、区や関係機関等の相談窓口において、自殺予防の

視点を持って適切に対処できるよう、職員等の対応力を向上させる取組を実施し、

相談・支援の担い手の拡充を図ります。 

② 総合的な施策の推進に向けた関係機関の連携強化 

○ 自殺の背景には、家庭や仕事、学校、人間関係等、様々な問題が複雑に絡み合って

いる場合があります。誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、関連

する施策を総合的に実施し、より効果的な自殺対策が実現できるよう、杉並区自殺

対策関係機関連絡会等を通して関係機関の連携を強化します。 

③ 自殺未遂者への支援の強化 

○ 自殺未遂者は再び自殺を試みてしまう可能性が高いことから、再度の自殺を防ぐた

めの取組が必要です。区内の警察署等と連携・協力して、自殺未遂者やその家族等

が区の相談窓口につながる体制を整備します。また、保健師や精神保健福祉士、精

神科医の多職種による自殺未遂者に向けた心の健康に関する相談・支援を実施しま

す。さらに、地域のネットワーク体制の構築に向けた関係機関との連絡会を開催し、

自殺対策に関する認識を共有するとともに連携強化を図ります。 

 

（８）重点的に取り組む対象への支援 

○ 過去 5年間の自殺者数の合計に基づき、令和 4(2022)年に、いのち支える自殺対策推進

センター（JSCP）が分析した「推奨される重点施策」対象に加えて、若者の死因の 1位

が自殺であること、女性の自殺者の割合が増加していることから、これらを重点的に

取り組む対象と位置付け、自殺予防に向けた必要な対策を関係機関と協力して実施し

ていきます。 

① 若年層及び女性への支援の充実 

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大などで生活に影響を受け、小中学生の自殺や、女

性の自殺者・自殺未遂者が著しく増加しています。若年層や女性に対して、心の健

康の保持に係る教育及び啓発などを一層推進するとともに、重点的な支援が実施で

きるよう、関係機関とも連携して支援体制の充実を図ります。 

② 働く人への支援の強化 

○ 区の職業別の自殺者数では、男性は被雇用者が最も多くなっています。職場での長

時間労働や過労、配置転換、人間関係の悩みなどから、うつ状態となることが、働

く人の自殺の背景として考えられます。 
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○ 区は、働く人を対象とした心の健康に関する普及啓発や相談窓口の周知を強化し、

ストレスチェック※76の活用等を促進します。 

③ 生活困窮者への支援の強化 

○ 生活困窮、無職、失業中の人の多くは、離職・長期間失業などの就労の問題ととも

に、経済的な問題や心身の疾病、障害などの健康問題、ひきこもりや家族・近隣と

の人間関係などの生活問題など、様々な問題を抱えている場合があります。新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、新たな生活困窮や社会的な孤立等に直面するこ

とも考えられます。関係機関等と連携を図りつつ、適切な制度や相談機関、窓口に

つなげることで、生きることの包括的な支援となるよう対策を進めていきます。 

 

（９）推進体制 

○ 計画の着実な推進を図るため、杉並区自殺対策推進本部において、進捗状況の確認や

取組の調整を行います。また、杉並区自殺対策推進本部幹事会において、庁内関係各

課との実務的な調整や取組の充実・強化に向けた検討を行います。 

○ さらに、区内関係機関で構成する杉並区自殺対策関係機関連絡会において、計画に関

する情報共有や連絡調整を行い、関係機関と連携・協力して、自殺対策に関する取組

を推進します。 

 

図表 7 推進体制（イメージ） 

  

                                                                             
※76 ストレスチェック:ストレスに関する質問票（選択回答）に該当者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような

状態にあるかを調べる簡便な検査 
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（１）自殺対策に関する普及啓発の推進 

○ 自殺に追い込まれることは誰にでも起こり得る危機であり、特別な人だけの問題では

ありません。危機に陥った人の心情や背景を理解することや、自身が危機に陥った場

合には誰かに援助を求めることが大切です。そのような自殺予防に関する正しい知識

が共通認識となるよう普及啓発を行います。 

○ また、心の健康に対しての関心を高め、専門家の支援を受けることへのためらいを減

らし、早期の相談につなげるための啓発に取り組みます。 

 

（２）相談・支援体制の強化 

○ 身近な人が悩みや不安を抱えているときに、その変化に気付き声を掛けることや、身

近な人から自殺について相談されたときに、その思いを受け止め、適切な対応が取れ

るようになることが大切です。 

○ 生活や健康の不安等の悩みを持った区民が相談する窓口などにおいて、自殺に追い込

まれようとしている区民のサインに気付いて、的確な対処ができるよう、ゲートキー

パーを養成します。 

○ 加えて、虐待、性暴力被害、依存症、性的マイノリティ※77、知的障害、発達障害、精

神障害、被災避難、介護、多重債務、労働問題などの悩みを抱えている人は、複数の問

題を抱えていることが多いことから、各種相談等を通じ、それらの人が抱える複合的

な問題について、的確に受け止め、適切な支援につなげることができる人材の育成に

努めます。 

○ また、抱えている悩みや問題が複雑に連鎖して自殺に追い込まれる危険性の高い人に

適切な支援を行っていくため、関連機関との連携を強化し、総合的な相談・支援体制

の拡充を図ります。 

 

（３）「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やす 

取組の推進 

○ 自殺は、悩みや問題が深刻化し追い込まれた末の死です。悩みなどが深刻化し命を絶

たざるを得ない状況に向かう前に、「生きることの阻害要因」（自殺のリスク要因）を

減らし、「生きることの促進要因」（自殺に対する保護要因）を増やしていけるよう、

一人ひとりの状況に応じた対応が必要です。 

○ 悩みが深刻化しないよう、その解決に向けた相談支援や、心の健康保持及びうつ病予

防に向けた取組を推進していくことが重要です。 

○ また、社会的に孤立している状況では、悩みを抱えたときの解決が難しくなるだけで

なく、孤独感から心の健康に不調が生じることで、自殺につながる恐れがあることか

ら、孤立の防止に向けた取組が大切です。さらに、自殺未遂者が再び自殺に向かわな

                                                                             
※77 性的マイノリティ：性的指向や性自認等に関して、そのあり方が少数派の人々 

２ 自殺対策の基本施策 
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いよう、関係機関と連携して、自殺未遂者やその家族も含めた多面的な支援を実施し

ていく必要があります。 

○ こうした区民一人ひとりの状況に対応した取組を通じて、自殺のリスクを減らしてい

くとともに、自己肯定感や信頼できる人間関係などの生きるための促進要因を増やす

取組を推進します。 

図表 8 計画における基本施策と取組の概要 
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（１）自殺対策に関する普及啓発の推進 

① 自殺対策・心の健康に関する知識の啓発 

○ 自殺対策の重要性について、区民の理解と関心を深めるため、区広報等を活用して

自殺予防等に関する普及啓発を行います。また、自殺予防月間を定め、自殺予防に

関する普及啓発の取組を集中的に実施します。 

 

【１】自殺対策等に関する啓発活動 

概要 
区民に向け自殺予防や心の健康の保持等について、区広報や区ホームペ

ージを通じて啓発を実施します。 

所管 保健予防課 

 

【２】自殺予防に関する講演会の実施 

概要 自殺予防や心の健康の保持等に関する区民向け講演会を実施します。 

所管 産業振興センター事業担当、保健予防課、保健サービス課等 

 

【３】自殺予防月間の設定 

概要 
区民が自殺予防に関心を持つ契機となるよう、9 月及び 3 月を区の自殺

予防月間に定め、自殺予防に関する普及啓発を集中的に実施します。 

所管 保健予防課 

 

【４】自殺予防啓発物の配布 

概要 啓発用グッズやパンフレット等を作成し、相談窓口等で配布します。 

所管 保健予防課 

 

  

３ 基本施策ごとの取組内容 
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（２）相談・支援体制の強化 

① ゲートキーパー養成の推進 

○ 悩みに寄り添い、必要な支援につなげることができる身近な相談・支援の担い手で

ある区民のゲートキーパーを増やすため、ゲートキーパー養成講座の拡充を図りま

す。また、自殺に追い込まれる危険性が高い人に出会う機会が多い区の窓口業務や

相談事業を担当する職員を対象にゲートキーパー養成研修を実施します。 

 

【１】区民向けゲートキーパーの養成講座の実施 

概要 
すぎなみ地域大学の講座を活用して、区民向けゲートキーパー養成講座

を実施し、身近な人の悩みに寄り添えるゲートキーパーを増やします。 

所管 地域課、保健予防課 

 

【２】相談・支援業務従事職員向けゲートキーパー養成研修の実施 

概要 

区民の暮らしに関する悩みや相談に従事する職員や、区民への支援に対

応する職員向けにゲートキーパー養成研修を実施します。また、各部署

の状況に合わせたゲートキーパーを養成するため、出前研修を実施しま

す。 

所管 

保健予防課 

【関連する所管】 

区政相談課、危機管理対策課、男女共同参画担当、産業振興センター事

業担当、障害者施策課、高齢者施策課、高齢者在宅支援課、介護保険課、

杉並福祉事務所、生活自立支援担当、地域子育て支援課、子ども家庭支

援課、児童青少年課、保健サービス課、済美教育センター 

 

【３】高等教育機関職員向けゲートキーパー養成研修の実施 

概要 
大学・短期大学・専修学校生等の悩みや相談に対応する職員向けにゲー

トキーパー養成研修を実施します。 

所管 保健予防課、生涯学習推進課 
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② 相談・支援要員の育成 

○ 多様化する区民の悩みに対し、寄り添うことができる人を増やすとともに、職員の

対応力を向上する取組を行います。 

 

【１】 自殺未遂者支援に関するセミナー等の開催 

概要 

自殺未遂者支援に関わる職員や関係機関職員を対象に、自殺未遂者支援

に関するセミナーや事例検討会を実施し、職員等の対応力を強化しま

す。 

所管 保健予防課 

 

【２】困難事例対応研修等の実施 

概要 
複数の生活課題を抱えている区民を支援する職員を対象として、困難事

例対応研修等を実施し、職員の対応力向上を図ります。 

所管 在宅医療・生活支援センター 

 

③ 相談支援体制の強化に向けた関係機関との連携 

○ 自殺を区全体の課題として捉え、自殺予防に向け、分野を超えた包括的な取組が実

施できるよう、区と関係機関の連携強化を図ります。また、様々な悩みを抱える区

民が、適切な相談機関で問題や悩みの解決が図られるよう、地域における関係機関

のネットワーク体制の構築及び充実を図ります。 

 

【１】杉並区自殺対策推進本部の開催等 

概要 

杉並区自殺対策推進本部を開催し、自殺対策の実務的な取組の検討など

を行い、自殺対策に関する庁内連携を強化します。また、相談窓口や支

援内容等をまとめた相談フローを作成し、各窓口に配布します。 

所管 保健予防課 

 

【２】自殺対策関係機関連絡会の開催 

概要 

地域での自殺対策に関するネットワーク体制を構築し、特に自殺未遂者

支援に関する認識の共有及び連携強化を図るため、区内の二次救急医療

機関※78や関係機関等と自殺対策関係機関連絡会を開催します。 

所管 保健予防課 

 

 

 

                                                                             
※78 二次救急医療機関：入院を要する救急医療を担い、三次救急医療機関（高度医療や先端医療を提供する病院）以外の医療機関 
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【３】「女性に対する暴力」問題対策連絡会議と連携した自殺対策の推進 

概要 

「女性に対する暴力」問題対策連絡会議において、自殺予防の取組を紹

介して自殺対策に関する理解を促進するとともに、連絡会議と連携し

て、女性の自殺対策に関する取組を促進します。 

所管 男女共同参画担当 

 

【４】障害者地域自立支援協議会等と連携した自殺対策の推進 

概要 

障害者地域自立支援協議会※79や障害者福祉推進連絡協議会※80と連携

し、自殺対策に関する理解を深めるとともに、障害のある方も含めて対

策のあり方を協議して取組に反映させることで支援の充実を図ります。 

所管 障害者施策課 

 

【５】地域包括支援センターと連携した自殺対策の推進 

概要 

地域包括支援センター（ケア 24）※81の総合相談で受け付けた、複雑な生

活課題を抱えている高齢者について関係機関と連携しながら、適切な支

援につなげることで孤立の防止を図り、自殺予防につなげます。 

所管 高齢者在宅支援課、在宅医療・生活支援センター 

 

【６】要保護児童対策地域協議会と連携した自殺対策の強化 

概要 

要保護児童対策地域協議会※82が実施する各種会議や研修等を通じて、児

童虐待対策及び自殺対策に関する情報を区と関係機関とで共有し、理解

を深めるとともに、特定妊婦※83及び要支援・要保護児童とその保護者に

対する自殺対策を協議会と連携して推進することで、対応力の向上を図

ります。 

所管 子ども家庭支援課 

  

                                                                             
※79 障害者地域自立支援協議会：障害のある方の地域における自立を支えるため、相談支援事業の実施及び医療・保健・福祉・教育・就労関係

機関等のネットワーク構築を推進する中核機関 

※80 障害者福祉推進連絡協議会：障害者の地域での自立した生活を実現するために、区民と行政とが一体となって障害者福祉及び関係施策を推

進していく組織 

※81 地域包括支援センター（ケア 24）：保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー等が配置され、高齢者の保健・福祉・医療の向上、権利擁

護等を支援する総合的な相談窓口 

※82 要保護児童対策地域協議会：要保護児童等の適切な保護のための情報交換、支援内容に関する協議等を行うため、児童福祉法に基づき設置

した機関 

※83 特定妊婦：出産後の子どもの養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
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【７】生活困窮者自立支援調整会議を活用した自殺対策の推進 

概要 

就職や家計の問題、住まいの確保等に関する悩みについて、生活困窮者

自立支援調整会議※84を活用し、関係機関が連携して適切な支援を実施

し、早期に解決することで、自殺予防につなげます。 

所管 生活自立支援担当 

 

【８】地域子育てネットワーク事業を活用した自殺対策の推進 

概要 

児童健全育成に関わる地域の方が参加する地域子育てネットワーク事

業※85の会議において、青少年向けの自殺予防の取組を紹介し、自殺対策

の理解と青少年への支援を促進します。 

所管 児童青少年課 

 

【９】青少年育成委員会等と連携した自殺対策の推進 

概要 

青少年育成委員会及び青少年問題協議会との連携を強化し、青少年にお

ける自殺の実態や自殺予防に向けた取組を紹介することで、自殺対策の

理解と青少年への支援を促進します。 

所管 児童青少年課 

 

【10】 杉並区健康づくり推進協議会を活用した自殺対策の推進 

概要 
杉並区健康づくり推進協議会において、自殺対策の推進について意見交

換を行い、取組に反映します。 

所管 健康推進課、保健予防課 

 

【11】 杉並区と区内高等教育機関との連携協働推進協議会を活用した自殺対策の

推進 

概要 

大学生への自殺対策について、その有効性を一層向上させるため、杉並

区と区内高等教育機関との連携協働推進協議会※86において、自殺対策の

推進について意見交換を行い、取組に反映します。 

所管 生涯学習推進課 

                                                                             
※84 生活困窮者自立支援調整会議：自立支援計画に係る適正性を判断するほか、計画実施のための連携態勢、計画の評価・見直しに係る検討等

を行う会議体 

※85 地域子育てネットワーク事業：各小学校区で、児童館及び子ども・子育てプラザを事務局として、地域との協働による地域交流の伝統行事

の実施や、関係機関や地域団体等で構成する連絡会の開催など、子どもと子育てを応援する地域社会のつながりを強めるための取組 

※86 杉並区と区内高等教育機関との連携協働推進協議会：教育、文化、まちづくり等の分野で相互に連携を深め、区民の生涯学習を支援し、地

域社会の発展や人材育成等を目指すために、区と区内高等教育機関（女子美術大学・女子美術大学短期大学部、高千穂大学、東京女子大

学、東京立正短期大学、明治大学）とで締結した包括協定に基づき設置した協議会
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（３）「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やす 

取組の推進 

① 孤立の予防に向けた取組の推進 

○ 悩みを抱え、人や社会とのつながりが減少すると、自殺以外の選択肢が考えられな

い危機的な状態にまで追い込まれ、自殺に至ることがあります。区は、様々な取組

を通じて、区民の孤立を予防します。 

 

【１】障害者の孤立予防 

概要 
障害者地域相談支援センター（すまいる）※87での電話による相談やプロ

グラム、障害者団体の催し物等を活用し、障害者の孤立を予防します。 

所管 障害者施策課 

 

【２】高齢者の孤立予防 

概要 

ゆうゆう館での協働事業、長寿応援ポイント事業、安心おたっしゃ訪問
※88及び地域のたすけあいネットワーク（地域の目）※89等を活用し、高齢

者の孤立を予防します。 

所管 高齢者施策課、高齢者在宅支援課 

 

【３】家族を介護する方の孤立予防 

概要 
杉並介護者の会※90における取組や介護者の心の相談※91等を通じて、介

護者の孤立を予防します。 

所管 高齢者在宅支援課、在宅医療・生活支援センター 

 

  

                                                                             
※87 障害者地域相談支援センター（すまいる）：地域での相談の場として、区内 3 か所（荻窪・高井戸・高円寺）に設置している、社会福祉士

などの専門職員が障害者（児）の生活全般の相談に応じる相談支援機関 

※88 安心おたっしゃ訪問：高齢者の孤立を防ぎ、住み慣れた地域でより安心して生活できるように、高齢者宅を訪問して地域の中で日常的に相

談できる関係を作るとともに、潜在的なニーズを把握し、必要に応じて適切な支援につなげる事業  

※89 地域のたすけあいネットワーク（地域の目）：地域包括支援センターを事業拠点として、あんしん協力員・あんしん協力機関により登録高

齢者への見守り等を行うネットワーク 

※90 杉並介護者の会：高齢者を介護している方が集い、介護に付随する悩みや不安を語り、交流や情報交換を行う場 

※91 介護者の心の相談：臨床心理士が介護者等からの相談を受け、介護者の心の葛藤を整理しながら負担の軽減を図る
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【４】子育て中の方の孤立予防 

概要 
ゆうライン※92や育児相談、乳幼児健診等を活用し、子育て中の方の孤立

を予防します。 

所管 子ども家庭支援課、保健サービス課 

 

【５】様々な問題を抱えた子どもの孤立予防 

概要 
「杉並区子どもの学習支援及び居場所づくり等事業」※93や子ども食堂
※94等を活用し、生活に様々な問題を抱えた子どもの孤立を予防します。 

所管 保健福祉部管理課、生活自立支援担当 

 

【６】乳幼児親子、小学生、中・高校生の孤立予防 

概要 

子ども・子育てプラザ、児童館、放課後等居場所事業及び児童青少年セ

ンター（ゆう杉並）※95の運営を通じて、乳幼児親子、小学生、中・高校

生の孤立を予防します。 

所管 児童青少年課 

 

【７】不登校やひきこもりで悩んでいる本人と家族の孤立予防 

概要 

教育相談や、くらしのサポートステーション※96での相談事業等を活用

し、不登校やひきこもりで悩んでいる本人やその家族の孤立を予防しま

す。 

所管 産業振興センター事業担当、生活自立支援担当、済美教育センター 

 

  

                                                                             
※92 ゆうライン：杉並子ども家庭支援センターに設置した、電話又は来所による子どもと家庭に関する相談窓口 

※93 杉並区子どもの学習支援及び居場所づくり等事業：小学生から高校生を対象に、経済的な理由で学習環境が整わない、または社会につなが

る居場所を必要としている子どもを支援する事業 

※94 子ども食堂：子どもが 1 人でも行ける無料または低額の食堂で、子どもへの食事提供から孤食の解消や食育、地域交流の場などの役割があ

る 

※95 児童青少年センター（ゆう杉並）：中学生・高校生が文化や芸術、スポーツなど自主的な活動をし、活き活きと交流できる居場所 

※96 くらしのサポートステーション：離職や債務の返済など、さまざまな原因で経済的に困窮している方や、ひきこもり、子どもの学習支援等

に関する相談・支援を行う窓口
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【８】健康づくりに取り組む中高年等の孤立予防 

概要 
健康づくり自主グループや地域ささえ愛グループ等を活用し、健康づく

りに取り組む又は健康問題を抱えた中高年の方の孤立を予防します。 

所管 保健サービス課 

 

② 悩みに関する相談・支援の充実 

○ 悩みが深刻化すると、うつ状態に至ることがあります。区民の様々な相談に対応

し、悩みの解決に向けて支援します。 

 

【１】悩みの相談に関する児童・生徒への教育 

概要 

悩んだ時の相談先の周知や、大人へ相談することの大切さに関する「Ｓ

ОＳの出し方教育」※97を児童・生徒に行い、悩んだ時に一人で抱え込ま

ずに周りに相談できるように促します。また、子どものＳОＳを察知し、

適切な支援につなげることの重要性について、学校関係者等に普及啓発

を行います。 

所管 学務課、済美教育センター 

 

【２】労働問題に対する相談先の周知 

概要 
労働問題に関する様々な悩みに対する区内の相談窓口や医療機関等の

案内や、区ホームページによる周知を行います。 

所管 産業振興センター事業担当、保健予防課 

 

【３】区民からの悩みに関する相談への対応 

概要 
くらしや法律、人権などの区民からの様々な悩みに関する相談に対して

助言を行い、悩みの解決に向けた支援を行います。 

所管 区政相談課 

 

  

                                                                             
※97 ＳОＳの出し方教育：区内小・中学校の児童・生徒に、様々な困難・ストレスの対処方法を身に付させるための教育
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【４】借金問題に関する相談への対応 

概要 
多重債務などの借金問題に関する相談を行い、解決に向けた支援を行い

ます。 

所管 消費者センター 

 

【５】ＤＶや性的マイノリティ等に関する相談への対応 

概要 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※98や性的マイノリティなどの人

間関係に関する相談に対して、悩みの解決に向けた専門相談窓口を設置

するとともに、性的マイノリティについて、正しく理解するための知識

習得や教育機関での適切な相談の実施等、悩みの未然防止に向けた取組

を推進します。併せて、若年層に対する暴力防止教育として、「デートＤ

Ｖ※99防止出前講座」を行います。 

また、様々な悩みについて児童・生徒が安心して相談できるよう、学校

における組織的な教育相談体制づくりを行います。 

所管 男女共同参画担当、済美教育センター 

 

③ 心の健康づくりに関する取組の推進 

○ うつ病等の精神疾患は、自殺につながる可能性があります。心の健康づくりに関す

る区民の関心を高めるとともに、うつ病予防に関する取組を推進し、自殺リスクの

減少に努めます。 

 

【１】ＩＣＴを活用した心の健康管理の推進 

概要 

スマートフォンやパソコンからストレス度などを気軽にチェックする

ことができるアプリを区ホームページで公開します。特にＩＣＴの活用

機会が多い若者や、相談窓口に行く時間が取りにくい働く人向けに利用

の促進を図ります。アプリを活用して、区民自らが心の健康状態を確認

し、ストレスや不安がある場合は、アプリで相談先を把握して、解消に

向けて早期に取り組むよう促すことで、心の健康保持を推進します。 

所管 保健予防課 

 

  

                                                                             
※98 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力 

※99 デートＤＶ：交際相手又は元交際相手からの暴力 
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【２】若者向け講演会等の開催 

概要 

若者が自分の心の健康を保つことの大切さや心の変化（ストレス等）へ

の気付き、対応等セルフケアについて理解し、心の健康づくりへの関心

を高める取組を関係部署と連携して行います。 

所管 保健予防課 

 

【３】働く人のうつ病等の予防 

概要 

職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進するため、小規模事業所

で働く人を対象に、ストレスチェックの活用や、相談先の周知を行いま

す。自らの心の状態を知り、早期に対応することを促すことで、うつ病・

うつ状態の予防を図ります。 

所管 産業振興センター事業担当、保健予防課 

 

【４】妊婦のうつ病等の予防 

概要 

妊婦を対象に、ゆりかご面接や母親学級、パパママ学級及び子ども・子

育てプラザでのプログラム等を通じて、うつ病・うつ状態の予防及び早

期発見に努めます。 

所管 地域子育て支援課、子ども家庭支援課、児童青少年課、保健サービス課 

 

【５】産後のうつ病等の予防 

概要 

産後ケア、すこやか赤ちゃん訪問や乳幼児健診、訪問育児サポーター、

保護者のこころの相談事業及び子ども子育てプラザでのプログラム等

を通じて、出産後のうつ病・うつ状態の予防及び早期発見に努めます。 

所管 地域子育て支援課、子ども家庭支援課、児童青少年課、保健サービス課 
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【６】女性のうつ病等の予防 

概要 

社会情勢や生活環境の変化等の影響で、増加傾向にある女性の自殺を防

止するため、女性を対象とした心の健康やうつ病予防の啓発を女性の健

康週間等で行います。 

所管 健康推進課、保健予防課 

 

【７】心の健康づくりに関する取組の周知 

概要 

ストレスの軽減や睡眠の大切さなどの心の健康づくりに関する取組に

ついて、区広報や区ホームページ等を通じて周知し、心の健康づくりに

関する区民の関心を高めます。 

所管 保健予防課 

 

【８】うつ病等の方を支える家族向け講演会の開催 

概要 
うつ病等の人を支える家族等を対象に講演会を開催し、うつ病等の人へ

の対応方法などを周知し、家族の不安や負担を軽減します。 

所管 保健サービス課 

 

【９】心の健康等に関する相談支援 

概要 

区民からの心の健康やうつ病などに関する悩みや相談について、保健セ

ンターの保健師や精神科医による面接などを通して、その解決に向けた

支援を行います。 

所管 保健サービス課 

 

【10】 高齢者や障害者の介護者に対するうつ病等予防 

概要 

高齢者や障害者の介護者に対してうつ病等予防の周知を行うほか、介護

者にうつ病等の恐れがある場合は早期に関係機関へ相談するよう促し

ます。 

所管 障害者施策課、高齢者在宅支援課、在宅医療・生活支援センター 

 

【11】 遺された家族に向けた相談支援 

概要 
遺された家族の方の心身の不調について、心の健康相談を実施します。

また、相談窓口や遺族の会を周知します。 

所管 保健予防課、保健サービス課 

  



140 

④ 自殺未遂者への支援強化 

○ 自殺未遂者は、再度自殺を試みてしまう可能性が高いことから、再度自殺に追い込

まれないよう支援していくことが必要です。このため、関係機関と連携し自殺未遂

者や家族等への支援を強化します。 

 

【１】関係機関と連携した保健センターにおける相談の促進 

概要 

区内の警察や消防、二次救急医療機関と連携して、保健センターへの相

談を促すカードを自殺未遂者や家族等に配布するなど、自殺未遂者が保

健センターの相談につながる取組を推進し、自殺未遂者の再度の自殺企

図を防止します。 

所管 保健予防課、保健サービス課等 

 

【２】多職種による相談・訪問支援の実施 

概要 

医療行為や支援を受けることができない自殺未遂者を対象に、適切な支

援が受けられるよう、保健師や精神保健福祉士、精神科医の多職種によ

る相談及び訪問等を行います。 

所管 保健予防課、保健サービス課等 
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